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Ⅰ 事業の背景・目的 
  きのこ、山菜、木炭等の特用林産物の産出額は、年間 2千億円（2023年は 2,199億円）と林業全
体の産出額（2023 年は 5,563 億円）の約 4 割を占め、山村地域における貴重な収入源となってお
り、くわえて戦後植林された森林資源が充実し、都市の非住宅建築物への国産材利用が特別なもの
ではなくなりつつある中、林業あるいは農業等との兼業で営まれてきた特用林産物は地域の労働力
を支える大きな役割を果たすことが期待されている。 

  しかしながら、特用林産物の多くの品目において、代替資材や輸入品との競合、生産者の高齢化・
減少、技術の数値化や生産の機械化の遅れ等により、国内生産は長期低迷する傾向にある。 

  特に、原木栽培によるきのこ生産、木炭、山菜、漆、竹・竹製品などの特用林産物の生産現場に
おいては、伝統的な技術が担い手の経験と勘によって伝えられてきている例も多く、新規参入者が
技術を習得することを難しくしていることから作業の軽減や労働災害対策への取り組みも十分と
は言えないこともあり、特に若い世代の参入を困難なものにしている。 

  一方、生産者減少・高齢化が進む中、特用林産業の維持・拡大のためには、新規参入の拡大、高
齢者でも働くことができる環境の整備が必要であり、今までの勘と経験に依存していた技術の伝承
を科学的に分析し、後継者に分かりやすく伝達することが重要となっている。 

  その様な中で、道の駅等の地域産物の産地化などの地域の産業を見直す動きの活発化、生産活動
への参画を通じた新規移住者と住民との共同活動の拡大など、新たな地域産業活性化の例も各地で
見られるようとともに、新たな製品・商品の開発、効率的な生産技術の採用等を通じて、担い手の
確保を図ろうとする事業体等を掘り起こすことが課題と言える。 

  このため、本事業では、新たな製品・商品の開発、効率的な生産技術の採用等を通じて、担い手
の確保を図ろうとしている事業体等を掘り起こす取組に助成すると供に、その動きをその他の事業
体にも広げていくために、モデル的な取組みを選定し、新たな取組みの生産現場等での実装の拡大
を図ろうとするものである。 

 
Ⅱ 事業の仕組みと経過 
 １ 選定委員会の設置 
   モデル的取組を行う事業者の公募、選定、取組に対する助言を行うための選定委員会を設置し

た。 
   選定委員会は、きのこ、木炭等代表的な特用林産物に関する知見及びプロジェクトの進行管理・

評価等に関する知見を有する学識経験者から構成した。 
 

選定委員会委員（あいうえお順） 
 岩村 真平  （一社）全国燃料協会 専務理事 
 髙田 裕市  （公財）吉野川紀の川源流物語 森と水の源流館 事務局次長 
 富山  洋  全国森林組合連合会 代表理事専務 
 中沢  武  （一財）日本きのこ研究所 顧問 
 谷田貝 光克 東京大学名誉教授 
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２ モデル的取組を行う事業者の公募 
(1) 事業者の公募は、「別添１ 公募要領」をホームページに掲載し、公募を行った。 

また、採択された事業者への助成の内容等を「別添２ 助成金交付規程」として併せて周知し
た。 
① 応募資格者：林業（特用林産物の生産を行う者を含む）を営む者又は団体 
② 助成金：上限 300万円。定額補助 
③ 公募期間：令和 7年 6月 9日～7月 2日 

   
(2) 応募の状況 

期間内に、16件の応募があり、その概要は以下のとおりであった（受付順）。 
 

① Ａ社（福岡県） 
事業の名称：新しいマーケットへの教育事業を軸とするブランディングの構築 
事業の目的：粗利率の改善、消費量の増加 
事業の内容：栄養学を用いた教育コンテンスを作成 等 

② Ｂ社（岐阜県） 
事業の名称：菌床椎茸廃棄ブロック利用優良堆肥製造 
事業の目的：廃菌床ブロックを利用した完熟堆肥の製造 
事業の内容：土壌改良剤の使用し、製造中の堆肥の水分・温度・切り返しのタイミングを

研究し、完熟堆肥の製造日数の短縮 
③ C社（奈良県） 

事業の名称：水稲栽培、畑作物に対する土壌改良木炭製造用の粉砕機導入 
事業の目的：土壌改良用木材をより効率的に製造できる粉砕機を導入し、生産供給力の向

上を図る 
事業の内容：新しい粉砕機の導入により、粒径が整った土壌改良炭の生産による生産性向

上を図るとともに労力不足の解消 
④ 岩手県浄法寺漆生産組合（岩手県） 

 事業の名称：細木でのウルシ原木採取試験事業 
 事業の目的：細木原木を活用した漆液の採取 
 事業の内容：細木でのウルシ原木採取試験、漆の成分分析 

⑤ 一般社団法人 山口県産業ドローン協会（山口県） 
     事業の名称：放置竹林対策×再生エネルギー 新型薪「バンブーログ」開発プロジェクト 

事業の目的：竹を高品質な固形燃料「バンブーログ」への転換、竹害を新たな地域資源へ              
     事業の内容：バンブーログの製造・品質評価 等 

⑥ D農園（茨城県） 
     事業の名称：原木しいたけの使用済みホダ木を主な原料、燃料とする減煙・バイオ炭炭化 

炉兼バイオマス暖房機の開発・試作とバイオ炭の製造 
     事業の目的：原木しいたけ・バイオ炭・CCUS事業を確立し、未だに原発事故被害が続く
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東日本原木しいたけの復興に資する 
     事業の内容：減煙・バイオ炭炭化炉兼バイオマス暖房機の開発・試作とバイオ炭製造と分

析 
⑦ E社（東京都） 

 事業の名称：国産きくらげの需要拡大に向けた付加価値向上事業 
 事業の目的：国産きくらげの高付加価値化と新たな市場を創出 
 事業の内容：VD含量の増加に適した収穫時期、サイスの評価、製造工程の検証 

⑧ F社（岐阜県） 
 事業の名称：ビタミンD充足社会に向けたキノコ健康機能調査 

     事業の目的：キノコの健康機能を PRするため、キノコのビタミンD摂取効果の「見える
化」を図り、キノコ商品全般の健康機能の認知度を底上げ 

事業の内容：自社栽培の有機 JASきくらげの乾燥品を調査対象者に提供、ビタミンD分野
の専門家から調査結果に関する見解や知識を得る 

⑨ 合同会社 能勢さとやま創造館（大阪府） 
     事業の名称：伝統的な菊炭生産土窯の生産性向上に向けた改良と後継者につなぐための伝 

承事業 
事業の目的：気候の変動を受けない窯の構築と製炭による排煙の軽減、若手後継者の伝統

菊炭窯築造等の知識と技術の習得 
事業の内容：若手後継者が参加した伝統改良窯の構築による知識と経験の伝承と築窯・製

炭技術のデータの記録と保存 
⑩ Ｇ社（宮崎県） 

 事業の名称：「日本産熟成竹水煮」の海外市場開拓およびブランド構築モデル事業 
 事業の目的：現地消費者との直接対話による市場性・価値の実証とデータ収集 

     事業の内容：JAPAN FOOD EXPO への出展による商品の試食提供と直接販売による反応
検証および現地バイヤーとの商談会 

⑪ H社（北海道） 
 事業の名称：北の大地本わさびブレンドわさびパワー商品開発モデル事業 
 事業の目的：自生する本わさびの圃場の増強と素材そのままの摺りおろした商品の開発 

     事業の内容：本わさびを冬期も生産・販売できる施設の設置、添加物に頼らず素材のみの
商品の開発 

⑫ Ｉ社（埼玉県） 
 事業の名称：国内産木材培使用のきのこの優位性の検証 
 事業の目的：定量的な数値で明確な優位性をアピール 

     事業の内容：おが粉使用と不使用で条件を変化させた栽培試験と結果の検査・検証による
優位性の訴求 

⑬ Ｊ社（東京都） 
     事業の名称：早世桐由来の高機能炭活用による耕作放棄地再生とカーボンクレジット創出

モデル事業 
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     事業の目的：成長の早い「早世桐」を活用し、短伐期・高収益な植林モデルを確立 
     事業の内容：早世桐の圃場に植林し、成長モニタリング、木材のチップ化・炭化・性能分

析 
⑭ Ｋ法人（福岡県） 

 事業の名称：間伐竹を農業利用するためのバイオ炭の製造 
 事業の目的：バイオ炭にすることで農業利用 

     事業の内容：放置竹林整備の中で間伐した成竹等を小型炭化炉でバイオ炭を製造および製
品比較と効率性の比較等 

⑮ 有限会社谷地林業（岩手県） 
     事業の名称：伝統製炭における熱エネルギーの再利用並びに木炭のパウダー化による新た

な活用に向けた取組 
     事業の目的：先端技術を用いて、炭窯における廃熱の再利用を検証および木炭粉砕・パウ

ダーによる燃料以外の活用方法と付加価値化検討 
⑯ Ｌ会（愛媛県） 

     事業の名称：分散型小型バイオマス発電機を見据えた竹材・間伐材混合による原材料供給
体制整備実証事業 

     事業の目的：分散型小型バイオマス発電機の普及を見据えて地域の竹材・間伐材を活用し
た安定供給う体制を構築・実証し、持続可能な資源調達モデルを目指す 

     事業の内容：地域内で原料確保が見込まれる小規模バイオマス発電の年間燃料需要に対応
可能な供給体制の確立を目指し、竹材・間伐材を収集・集積を目標とする実証
実験の実施 

 
３ モデル的取組を行う事業者の選定 
 （１）第 1回選定委員会 

・日時、場所：令和７年 7月 10日（木）、Web形式で開催 
・議事： 
ア 事業概要、公募状況等について 
イ 応募事業者からのヒヤリング 
ウ 事業者の選定令和 7年 7月 10日にWeb形式で開催した第 1回選定委員会において、
事業の目的・事業の内容の妥当性、先進性、実現可能性、普及による波及効果、経費支出
の効率性等について検討を行い、次の 4事業者を採択された。 

 
① 岩手県浄法寺漆生産組合（岩手県） 

 ウルシ原木の不足することが予測される中、細木でのウルシ原木採取試験により採取し
た漆成分分析を行うことは、漆生産量の確保と文化財修復の面での活用に期待できる。 

② 一般社団法人 山口県産業ドローン協会（山口県） 
 放置竹林に対して AI技術を活用してデジタル管理システムを導入し、竹資源を竹炭（バ
ンブーログ）にした新たな燃料とする視点での事業としての新規性や担い手と需要拡大性
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た漆成分分析を行うことは、漆生産量の確保と文化財修復の面での活用に期待できる。 

② 一般社団法人 山口県産業ドローン協会（山口県） 
 放置竹林に対して AI技術を活用してデジタル管理システムを導入し、竹資源を竹炭（バ
ンブーログ）にした新たな燃料とする視点での事業としての新規性や担い手と需要拡大性

 
 

の面で期待できる。 
③ 合同会社 能勢さとやま創造館（大阪府） 

日本の文化である茶道で使われる茶の湯炭の生産量が減少している中、菊炭の築窯技術
を若手後継者に伝承・記録することは茶道普及への貢献にも期待できる。 

④ 有限会社谷地林業（岩手県） 
 炭窯の廃熱エネルギー利用と新しい発想は新規性のある事業であり、実際にどのくらい
電気に還元されるかのデータを得ることは、今後の廃熱エネルギーの利用面で期待できる。 

 
（２）採択されなかった提案について 
  ・課題等についての具体的に絞り込みや明確な説明に乏しい。 
  ・既に、商品化されて、技術的なポイントも示されているため、新規性が乏しい。 
  ・輸出実態の調査が終えており、新規性に乏しい。 
  ・本事業で新たな製品・商品の開発を行う必要性に乏しい。 
  ・提案内容が課題解決、期待される効果についての具体性が乏しい。 
  ・高付加価値化を目指す試みは評価されるが、第三者に示すための具体的な試験設計が不明確。 
  ・提案の課題となる生産性向上、救急の拡大に向けた具体性が乏しい。 
  等の指摘がなされた。 
  なお、採択された事業体についても、必要に応じて、経費の見直しや技術の見える化を図るうえ
で、マニュアルの公開を求めた。 

 
４ 中間報告会（兼第２回選定委員会） 
  事業者の事業が終了に近づき、とりまとめに入る段階で、取組の進捗状況等について報告を受け、
選定委員会委員からのとりまとめに向けた助言を行うことを目的として、令和7年12月12日（金）
にWeb形式で開催した。 

  中間報告会では、事業者から取組の進捗状況等について「別紙 1」の資料を用いて報告を行い、
委員からの質疑に対する応答、とりまとめに向けた助言が行われた。 

  報告会の中で、委員からは、 
  ・概ね計画どおりの進捗であること。 
  ・活用に向けて、効率性、活用に向けた可能性、コスト面について整理が必要なこと。 
  ・成分分析と効果試験の結果に期待していること。 
  ・製造プロセスを確立し、横展開できるマニュアルの整備に期待する。 

・排煙処理について、模範的な事例を期待していること。 
  ・若手後継者の育成プロセスを成果として期待している。 
  等の意見があり、今後の実績報告のとりまとめに向けて有意義な意見の場となった。 
 
  中間報告会については、当初予定どおり委員及び各事業者の協力を得て開催することができ、成
果報告のとりまとめに向けて有意義な助言が得られることから、できる限りこのような機会を設け
ることとしたい。 
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  また、事業の応募者について選定委員会時に提案者から具体的事業の説明受けることから、提案
の採択の可否を検討するうえで効果的があり、今年度も、Web形式ではあったが提案者から直接説
明を受けることで選定委員による採択の可否を行う上で有意義な検討が行われた。 

 
 
５ 成果報告会（兼第３回選定委員会） 
 

① 日時、場所：令和 8年 3月 4日（水） 
 TKP飯田橋ビジネスセンター 

② 議事：ア 事業体による成果報告 
   イ 講評 

各事業体による事業が終了した後の令和 8年 3月 4日に、選定委員会委員、林野庁関係者等が参
加する成果報告会を開催し、ウェビナー形式で一般の参加への配信・視聴も行った。 

  報告会会場には、報告を行う事業者のほか、取組への協力事業者等の 20 名の参加があり、報告
会の合間には選定委員会委員、林野庁関係者等も含めて意見や情報の交換が活発に行われた。 

  ウェビナー形式については、日本特用林産振興会ホームページで受付を行い、各産業の関係者を
含めて 29名の聴講・視聴があった。 

  また、「別添 2」で各事業者の実績報告と報告会における発表資料を示すが、報告会での主な質疑
応答は次のとおりである。 

   
（１） 岩手県浄法寺漆生産組合（岩手県） 
Ｑ：説明の中で、ウルシ原木からの漆液の採取は個体差が結
構あるとあったが、良い個体を探して選抜育種してよいウ
ルシ木を育てあげることが必要ではないか。 

Ａ：今回の調査で気づいたというか、母体というのがすごく
大事だと感じた部分です。枝ぶりが弱いとは、葉の出具合
が悪いのに比例して、漆液が採取できなかったという現実
もあったことから、母体を把握しながらやっていく必要があると感じた。 

Ｑ：ウルシ木の成長を早めるため肥料を加えたりする工夫はやられているのか。 
Ａ：農地に植栽することは肥培管理をすることが絶対条件といえる。それに対して、費用も要す 
る部分もあり、すべての所有者が肥培管理しているかというと難しい部分もある。 

Ｑ：今後とも細木からの採取を続けていくのか、それとも今回の結果を踏まえて従前どおり標準 
木（15cm以上）からの採取とするのか。また、太い径の場合には掻く面積が増え収量も増える
のではないか。 

Ａ：今後、標準木といわれるウルシ原木が少なくなることから 15cm 以上に限定することは難し 
いと思っている。このため、細木については今後も検討を続けたいと感じている。 

  また、太い木は傷の辺が長くでき採れる漆量も増えるが、一方、反応が悪く樹液を出さない 
場合もある。 
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Ｑ：漆液の採取を感覚的なものより、サイクルをシミュレーションし科学的に進めて頂くことは現
代に合っていると思うがどうか。 

Ａ：ウルシ原木の調査を実施した結果も踏まえて、今後のウルシの植栽計画に活かしてサイクルを
組んでいきたいと考えている。 

Ｑ：成分的には、植物の生合成的に林齢の違いはないのではと思われる。林齢を重ねることで違う
成分が混ざることは考えられるが主成分のウルシオールに違いはあるか。 

Ａ：成分としては、大きく変わらないと思われる。一番はウルシ木よりも漆を掻く職人によって品
質が変わるといわれており、採取するサイクルによってウルシ木の回復度合いもあり出し方が
変わると聞いたことがある。 

Ｑ：ウルシ木を荒廃農地に植えた場合と林地に植えた場合の土地の違いで収量の違いがあるのか
感覚でも構わない。 

Ａ：正確な数字は持っていないが、計画を作る上でシミュレーションをかける時に畑は 1cm/年、
林地は 0.7cm/年のような形なので、農地の方が若干生育状況は良いと思われる。 

Q：荒廃農地と林地で同じ 15cmの太さの場合で採取量の違いはあるか。 
A：どちらかというと農地の方が採れる。昔、ウルシの木は畑のほとりに結構植えられ畑から流れ
でた栄養分で漆が採れるとよく言われていたこともあり、土地が肥沃であれば漆は出やすいの
ではないかと思われる。 

Ｑ：細木でもトライアルを重ねて採れた漆液をブレンドしていくということで品質やブランドイ
メージの維持と量の確保のオフセットの問題があると思うが、品質やブランドイメージの維持
をどういったスタンスを取っていくのか。 

Ａ：ブレンドの考えた方だが、漆掻き職人がブレンドするのではなく、ブレンドは使い手側の塗師
が行いイメージになり、ブレンド行為自体は生成業者が行われることになる。 

 
（２） 一般社団法人 山口県産業ドローン協会（山口県） 
Ｑ：放置されている竹材を利用することは非常に興味がある課題
だと思われる。バンブーログだけだと支障があるので、薪と一
緒に燃やすといわれていたが、なぜか。 

Ａ：竹のバンブーログだけだと燃焼時間が 20分程度と短く、薪で
あれば擱きになるが擱きのないのがバンブーログの課題とモニ
ターから意見があり、擱きができる薪との併用が良いのではな
いかと思われる。 

 Q：ダイオキシンについては、乾燥することで除けるとの説明がありましたが、竹を地べたに並べ
て炭化、いわゆる伏せ焼きが行われダイオキシンが出てきているのかと思い聞いていた。竹は乾
燥するとダイオキシンは除けるのですか。それとも、まだはっきりしていないということか。 

 Ａ：中間報告時にご指摘をいただき、見逃せない問題と認識し調査しようと思い県の産業技術セン
ターに相談したが、時間が取れないということでヒントだけを頂き、文献も探ったところ、水分
を大量に含ませると竹はダイオキシンが落ちるとする成果がありましたが、実際燃焼して計測
したことがないと言われ、今後の課題とさせて頂きたい。 
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 Ｑ：製造方法の中に、放置竹林の伐採から乾燥、移動、雑木あるいは竹材の粉砕の作業があり、カ
オリンの添加、成型と竹筒に詰める作業もあり、事業的に展開していく必要があるのかと思いま
した。そのためにも、原材料費と固定費がどのくらいになると考えているか。 

 A：コスト的には、ほぼ人件費と竹材の切断等する機材・油脂代くらいになるが、細かい計算まで
は行っていない。 

 Q：放置竹林の対策にあたって竹林経営計画を立て管理を行う中で、需要をどうやって作るかが重
要と思われる。また、竹を燃やす時の問題としてクリンカの問題が大きいかと思われるが、カオ
リンを添加して燃焼を安定させることの説明に対して、実際クリンカの発生を抑制できるのか。 

 Ａ：若い竹を燃やすと油が出て、明らかに燃焼時に黒い煙が発生しますが、半年から 1年くらい経
過することで油脂分が結構落ちて、データが取っていないが燃焼した時の煙もずいぶん違って
いる。今後、ご指摘の部分については県の技術センターに確認するようにしたい。 

 
（３） 合同会社 能勢さとやま創造館（大阪府） 
 Q：日本の茶の湯という伝統文化を支える炭のストーリーに感
動した。また、炭窯の底の湿気対策や排煙対策に後継者育成
の大きな課題に対して、非常に良く行われている。炭窯の基
礎部分に工夫してコンクリートブロックを使うことや排煙処
理が新しい考え方で良いアイディアで、これからの実証に興
味がある。 

 Ａ：茶の湯という日本の文化である茶道について、茶の湯の先
生が海外へ本物を教えるためにも菊炭を届けたい。 

 Ｑ：業界の課題として若手人材確保、高齢者問題、後継者不足など共通の悩みの中、里山保全と山
の管理、木炭文化の継承とお手本のような取り組みと思った。研修に参加された若手の方は地元
の方か、それとも地域外の方か。また、台場クヌギについて大阪・兵庫の一部地域で生育してい
るとあるが、そういった経緯や歴史を教えてもらいたい。 

 Ａ：ほとんどがＩターンでＵターンの方もいる。台場クヌギは、京都や山梨にもあり兵庫・大阪で
は、薪炭林にするためでお茶の炭には太い木は要らない。茶道に使われる炭は、一番大きくて９
cm、メインは直径 5、6cm となり、曲がりや枝がない仕立て方が台場クヌギや台木と呼がれて
いる。7年ごと伐採するため、その都度山が掃除されることもあり生物多様性が高く、能勢町は
2016年に三菱UFJリサーチ研究所の調査で里山ランク 1位になったこともある。 

 Ｑ：若手の方々に里山を整備する意義を伝え、生産者の方々にその取り組みが社会的な意義がある
ことを紹介していただくことは大変ありがたい取り組みと思った。台場クヌギを伐採の仕方は
どのようにするのか教えてもらいたい。 

 Ａ：梯子を使い上って伐採している。 
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有限会社 谷地林業（岩手県） 
  Ｑ：説明で、一窯当たりの発電量が 26.8Ｗとのことだ

が、複数の窯を連結し発電量を一カ所に集めること
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Ⅲ 考察  
  現在、特用林産物の生産者の減少・高齢化が進む中、特用林産物の維持・拡大のためには新規参
入者、後継者の育成や高齢者でも働くことができる環境の整備が必要とされている。 
本事業では、新たな製品・商品の開発、効率的な生産技術の採用等を通じて、後継者、新規参入

者の育成を図ることを目的として実施してきており、令和 3年度、令和 4年度及び令和５年度にそ
れぞれ 4件を採択し、令和６年度も１件の事業体を採択し、新規参入者の拡大、後継者への技術の
伝承といった課題に対して着実な成果を上げてきている。 
また、本事業では、課題の洗い出し、解決のための手法・手段、そのために必要な投入、そして

期待される成果とその評価手法を自ら考えることに大きな意義があると考えている。 
このため、文章による提案書を見ただけでは、提案の目標、妥当性や効率性、実現可能性を十分

に理解することは難しい面もあり、事業の概要を 1枚の図に収めたフォーマットを作成したことで
オンライン形式を利用した提案の場においても選定委員会委員による実施事業体の採択を行う上
での判断がスムーズに行えた。 

 
(1) 提案会の開催 

 事業の採択を行う第 1回選定委員会では、16件の提案のあった事業体に対して提案の目標、実
施事業内容等についてオンライン形式による提案内容を直接説明する機会を設けたことは、事業
体の採択をするうえで選定委員会委員の十分な判断材料になったと考えられる。 

 
(2) 提案書の整理 

 今年度から、従前の文書による提案とともに事業の概要を 1 枚に収めた概念図を作成させるこ
とで事業体としても事業の目的、事業の内容等が整理され、応募者の提案がより理解しやすく、
事業の内容、期待される効果等が整理され採択する際の資料として活用できたとともに、成果報
告時に当該概念図をもって提案の目的とその成果を比較することができたことから、今後も引き
続き、事業の進捗と最終目標への過程を整理するうえで当該フォーマットを引き続き活用したい
と考えている。 

 
(3) 助成金交付規程における助成金の使途・範囲、必要な証拠書類等の明示 

 当該事業の提案者の中には、国等の助成金の扱いに不慣れな者も多いことから、助成金の使途
や範囲、交付申請に必要な証拠書類等について、助成金交付規程に明示することにより、より効
果的な助成金の活用が期待できたと考えられる。 
 また、今年は 4 事業体での取り組みだったが、今後、水平連携を展開することで多くの事業が
他の企業や団体等との協力の下で行われることが考えられることから、それぞれの役割を明確化
するうえでも有効な手法と考えられる。 
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別添１ 公募要領 
令和７年度特用林産物の国際競争力強化・生産性向上対策事業 

「需要拡大や生産性向上に向けたモデル的取組の支援」に係る公募要領 
日本特用林産振興会 

１．事業の趣旨 
 
特用林産物の国際競争力強化・生産性向上対策事業のうち需要拡大や生産性向上に向けたモデル

的取組の支援（以下「本事業」という。）は、特用林産物に係る新たな製品・商品の開発、効率的な
生産技術の採用等を通じて、需要拡大や生産性向上を図ろうとしている事業体等（以下「事業体等」
という。）を掘り起こすとともに、その動きをその他の事業体にも普及するために、モデル的な取組
を実施する事業体を選定するものである。 
また、選定したモデル的な取組を実施する事業体（以下「助成事業者」という。）には、実績報告

等の提出及び報告会における成果報告を求め、取組の内容を公表し、活動の成果を他の事業体にも
普及することとする。 

 
２．公募内容 
（１）公募する事業内容 

特用林産物に係る新たな製品・商品の開発、効率的な生産技術の採用等を通じて、需要拡大や生
産性向上を図ろうとしている事業体等に対し、日本特用林産振興会（以下、「日特振」という。）が、
モデル的な取組の実施に必要な経費の全部または一部を助成するものである。 

（２）応募資格者 
本事業に応募できる事業体等は、林業を営む者（特用林産物の生産を行う者を含む。） 
またはその組織する団体とするが、以下の条件を満たすことが必要である。 
・本事業の実施に当たっては、個人情報の保護や研究倫理に係る法令等を遵守すること。 
・本事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有すること。 
・本事業の公正な実施に支障を及ぼす恐れのないこと。 
・本事業において知り得た秘密情報の管理を徹底すること。 
・本事業の実施に先立って、反社会勢力とかかわりのないこと。 
・本事業の実施に当たっては、みどりの食料システム戦略に基づき、最低限行うべき環境負荷低
減の取組を実施することについて、検討又は努力等すること。なお、実施に当たっての詳細は
本事業の助成金交付規程に従うこと。 

 
更に、以下の①及び②の団体については、下記条件を満たすこと。 
① 林業者等の組織する団体 
ア． 林業を営む者（特用林産物の生産を行う者を含む。）、森林組合、森林組合連合会、農事組
合法人、農業協同組合及び農業協同組合連合会が主たる構成員又は出資者（原則として、事
業実施地域において事業を行っている者又は居住する者に限る。）となっており、かつ、これ
らの者がその事業活動を実質的に支配することができると認められる団体（中小企業等協同
組合を含む。）とする。林業者等の組織する団体のうち法人格のない事業体にあっては、特定

－1－



2 
 

の構成員の加入脱退と関係なく、一体として経済活動の単位になっているものに限るものと
する。 

イ． 林業者等の組織する団体は、事業実施地域の林業経営の構造対策及び地域林業の振興の
ための事業を実施する上で適切な団体又は法人であり、かつ、当該事業実施地域の森林所有
者等との協調関係が築かれているものとする。 

② 地方公共団体等が出資する法人 
ア． 林業を営む者（特用林産物の生産を行う者を含む。）、森林組合、森林組合連合会、農事組
合法人、農業協同組合若しくは農業協同組合連合会（これらの者のうち、原則として、事業
実施地域において事業を行っている者又は居住する者に限る。）及び地方公共団体が主たる
構成員又は出資者となっている若しくは地方公共団体のみが出資者となっており、かつ、こ
れらの者がその事業活動を実質的に支配することができると認められる法人で林業の振興
を目的とするものとする。 

イ． 地方公共団体等が出資する法人は、事業実施地域の林業経営の構造対策及び地域林業の
振興のための事業を実施する上で適切な団体又は法人であり、かつ、当該事業実施地域の森
林所有者等との協調関係が築かれているものとする。 

 
（３）助成対象経費、助成額及び助成率 
・助成対象経費は、別表のとおりとし、モデル的な取組の実施に必要な経費とする。また、助成額
については、原則として一件当たり上限 3,000千円とし、定額補助とする。 
・本事業の一部分（事業成果の一部を構成する分析または調査の実施、取りまとめ等）を他の民間
団体・企業等の第三者に委託する場合は、第三者に委託することが必要かつ合理的・効果的であ
ると認められる業務に限り、助成総額の 1/2を超えない範囲で行うものとする。 
なお、本事業そのもの又は本事業の根幹をなす業務の委託はできないものとする。 

・事業体等の選定状況等により、一件当たりの助成額上限を変更する場合がある。 
・事業活動で収益を得た場合は、当該収益分に相当する金額の返還が必要になる場合がある。 
・日特振から実際に支払われる助成金の額は、提案内容等の審査結果に基づき決定されることと
なるので、必ずしも申請額と一致しないことがある。 

（４）計上できない経費 
事業の実施に必要なものであっても、次のものは計上できない。 

・助成対象経費以外の経費 
・土地等の不動産取得費、土地使用料及び建物借り上げ費 
・パソコン、プリンター、カメラ、音響機器等事業専用で使用することの立証が困難であり、事業
終了後も利用可能な汎用性の高い機材の調達のための経費 
・事業者（連携する又は共同で実施する事業者を含む）、100％同一の資本に属するグループ企業、
連結対象となる子会社や関連会社からの調達のための経費 
・飲食費（茶菓代、ペットボトル飲料を含む。） 
・事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費 

（５）事業の実施期間 
事業の実施期間は、助成金の交付決定の日から令和 8年 1月 30日（金）までとする。事業体

等は、この期間内に助成対象であるモデル的な取組の実施を完了するものとし、事業が完了した
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（５）事業の実施期間 
事業の実施期間は、助成金の交付決定の日から令和 8年 1月 30日（金）までとする。事業体

等は、この期間内に助成対象であるモデル的な取組の実施を完了するものとし、事業が完了した
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日から起算して 31 日を経過した日までに、事業活動及び取組の成果に関する報告書を提出する
こととする。 

 
３．公募書類の作成・提出 
（１）提出書類及び部数 

以下の書類を各１部提出すること。 
ア．本事業に係る「提案申請書」（様式第１号）及び「事業計画提案書」（様式第２号）、「事業概要
図」（様式第３号） 

イ．応募者が団体の場合には、提出者（団体）の概要が分かる以下の資料（コピー可） 
・団体の定款、寄附行為又は規約等 
・団体の直近の事業報告書及び収支決算書 
・団体の概要がわかるパンフレット等の資料 

（２）書類の提出時期等  
ア．公募期間：令和７年 6月 9日から 7月２日まで 
イ．提出期限：公募期間の最終日の１７時まで（必着） 
ウ. 提出方法：郵送または電子メールとする。 
（注） 郵送の場合には、封筒に「需要拡大等モデル的支援事業提案申請書在中」と記載すること。 

（３）書類の提出先及び事業に関する問合せ先 
〒101－0054 東京都千代田区神田錦町 2-5-18黒子ビル 4階 日本特用林産振興会 
（担当）森田、大野、柴田 

ＴＥＬ：03－3293－1197 ＦＡＸ：03－3293－1195 
Ｅ－mail： k.morita@nittokusin.jp、m-ohno@nittokusin.jp、t.shibata@nittokusin.jp 
 

（４）提出に当たっての注意事項 
ア．提出された提案申請書等は、返却しない。 
イ．提案申請書等に虚偽の記載をした場合は、無効とする。 
ウ．公募要件を有しない者が提出した提案申請書等は、無効とする。 
エ．提案申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

 
４．助成事業者の決定等 
（１）助成事業者の決定 

提出された提案申請書等について、有識者等を委員とする選定委員会が、応募した事業者等の適
格性、事業内容、実施方法、期待成果、効率性、波及効果などの審査を行い、助成事業者 4者程度
選定する。 
なお、提案申請書等の提出から過去３年以内に、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法

律（昭和 30年法律第 179号）第 17条第１項又は第２項に基づき交付決定の取消しがあった助成
事業において、当該取消しの原因となる行為を行った補助事業者等又は間接補助事業者等につい
ては、応募団体の適格性の審査においてその事実を考慮するものとする。 

（２）審査結果の通知等 
助成事業者として決定した者に対してはその旨を、それ以外の公募申請者に対しては助成事業
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者とならなかった旨をそれぞれ通知する。 
なお、不採択の理由の問い合わせには応じないものとする。 

 
５．事業の実施及び助成金の交付等に必要な手続き 

助成事業者の決定後、本事業の実施及び助成金の交付等に必要な手続については、日特振が別途
定める本事業に係る令和７年度特用林産物の国際競争力強化・生産性向上対策事業「需要拡大や生
産性向上に向けたモデル的取組の支援」助成金交付規程（以下「交付規程」という。）とおりとする。 

 
６．助成事業者の責務等 

助成事業者は、事業の実施及び交付される助成金の執行に当たって、以下の条件を守ることとす
る。 
（１）事業の推進 

助成事業者は、事業全体の進行管理についての責任を持つものとし、特に、助成金交付申請書、
計画変更等に伴う各種変更等申請書、事業実績報告書の提出等については、適時適切に行うこと。 

（２）助成金の経理管理 
助成事業者は、交付を受けた助成金の経理管理に当たっては、補助金等に係る予算の執行の適正

化に関する法律に基づき、適正に執行するものとし、本事業と他の事業の経理を区分し、助成金の
経理を明確にすること。 

 
７．本事業の承認の取り消し及び助成金の返還 

日特振は、助成事業者が行う本事業について適切な事業の実施が行われていないと認めた場合、
または虚偽の報告等が明らかになった場合は、承認した助成事業の一部または全部を取り消すと
ともに、交付した助成金の返還を求めることができるものとする。 

 
８．事業実施中及び事業完了後の留意点 
（１）事業の計画変更及び中止 

助成事業者は、採択され、交付規程第７条により承認された事業の内容を変更、中止又は廃止す
ることはできない。ただし、事業計画及び事業予算の変更、中止又は廃止についての承認を得た場
合はこの限りではなく、助成額については、変更内容を確認し、再度決定することができるものと
する。 

（２） 実績報告等 
助成事業者は、事業が完了したときは、別途定めた様式に従い、実施した事業内容について報告

すること。また、提出した実績報告等及び成果報告会における成果報告の公表を承諾するものとす
る。 

 
９．その他 
  この要領に定めるもののほか、この事業の実施につき必要な事項については、交付規程に定める
ものとする。 
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別表 助成対象経費 

賃金 
 
 
 
 
 
謝金 
 
 
 
 
 
旅費 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
需用費 
ア 消耗品費 
 
イ 印刷製本費 
ウ 光熱水費 

 
役務費 

 
ア 原稿料 
イ 通信運搬費 
 
ウ 試験・検査費 
エ 普及宣伝費 
 
 
 
 

助成事業者が本事業の補助的業務（資料整理、事業資料の収集等）に
従事するために臨時的に雇用した者に対して支払う実働に応じた対価で
す。単価については、当該助成事業者内の賃金支給規則や国の規定等に
よるなど、妥当な根拠に基づき業務の内容に応じた単価を設定すること
とします。 

 
企画、専門的知識の提供、資料の整理・収集、講演会・研修会等の講

師等に対する謝礼に必要な経費です。単価については、妥当な根拠に基
づき業務の内容に応じた単価を設定することとします。 
なお、助成事業者及び共同実施をする事業者等の職員は支給の対象と

なりません。 
 
助成事業者が行う資料収集、各種調査、検討会、指導、講師派遣、 打

合せ、普及啓発活動、委員会等の実施に必要な交通費です。助成事業者
の旅費規定に基づいた宿泊費、車両借上げ等の単価に基づくものとしま
すが、航空機を利用する場合は領収書と搭乗券の両方、レンタカーを利
用する際にはその領収書、自家用車を利用する場合は旅行開始時、終了
時の走行距離がわかる写真等、駐車場料金、高速道路料金等の領収書が
必要になります。 
また、助成事業者が旅費規程を定めていない場合は、日本特用林産振

興会の旅費規程によるものとします。 
 
消耗品費（材料費を含む）、印刷製本費、光熱水費の経費です。 
文献、書籍、原材料、消耗品、消耗器材、各種事務用品等の調達に必

要な経費です。 
資料、文書、図面、パンフレット等の印刷や製本に必要な経費です。 
電気、水道等の使用料を支払うために必要な経費です。 
 
原稿料、通信運搬費、普及宣伝費等の人的サービスに対して支払う経

費です。 
報告書等の執筆者に対して、実働に応じて支払う対価です。 
郵便料、電話料、データ通信料、諸物品の運賃等の支払に必要な経費

です。 
試験及び検査に係る試験検査機関への支払い等に必要な経費です。 
マスメディアへの広告料の支払等に必要な経費です（事業実施主体が

発行する雑誌、ホームページ等への掲載は賃金、需用費等で計上するも
のとします。）。 
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委託費 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
使用料及び賃借料 
 

補助の目的である本事業の一部分（事業の成果の一部を構成する分析
または調査の実施、取りまとめ等）を他の民間団体・企業等の第三者に
委託するための経費です（委託費の内訳については、他の補助対象経費
の内容に準ずるものとします。）。 
委託を行うに当たっては、第三者に委託することが必要かつ合理的・

効果的であると認められる業務に限り実施できるものとし、委託先と、
具体的な委託業務の目的、内容、経費の内訳、期限、成果物等について
記載された委託契約を締結してください。 
なお、本事業そのもの又は本事業の根幹を成す業務の委託及び委託費

の合計が助成金の 50％を超える委託費は認められません。 
 
車両、器具機械、会場等の借上げに必要な経費です。 
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委託費 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
使用料及び賃借料 
 

または調査の実施、取りまとめ等）を他の民間団体・企業等の第三者に
委託するための経費です（委託費の内訳については、他の補助対象経費
の内容に準ずるものとします。）。 
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の合計が助成金の 50％を超える委託費は認められません。 
 
車両、器具機械、会場等の借上げに必要な経費です。 
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[様式第 1 号] 

 

令和  年  月  日 

 

日本特用林産振興会会長 殿 

 

事業体等名称 

 住 所 

代表者氏名          

  

 

令令和和７７年年度度特特用用林林産産物物のの国国際際競競争争力力強強化化・・生生産産性性向向上上対対策策事事業業  

（（需需要要拡拡大大やや生生産産性性向向上上にに向向けけたたモモデデルル的的取取組組のの支支援援））  

提提案案申申請請書書  

 

 

標記について、「需要拡大や生産性向上に向けたモデル的取組の支援」に係る公募要領に基

づき申請します。 

 

記 

 

１ 申請する助成金額    金            円 

 

２ 消費税の適用に関する事項（該当するもの一つに○） 

（１）  ア 消費税額を助成対象経費に含めないで国庫補助所要額を算定 

イ 消費税額を助成対象経費に含めて国庫補助所要額を算定 

（２） （１）でイを選択した理由 

 ア 免税事業者である 

 イ 簡易課税事業者である 

 ウ 消費税法別表第 3 に掲げる法人である 

 エ ア～ウ以外の者であって、消費税仕入控除税額の報告及び返還を選択する 

 

３ 事業実施事業体等の概要 

   別紙のとおり 

 

４ 事業計画書提案書 

      別添のとおり（様式第 2 号） 

 

５ 事業概念図 

   別添のとおり（様式第 3 号） 
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 （別紙）事業実施事業体等の概要 

事業体等の名称 
 

代表者名  

所在地等 

住所  

ＴＥＬ  

ＦＡＸ  

Ｅ－ｍａｉｌ  

本事業の実施 

体制等 

担当者名  

経理規程等の

有無 
（有）・（無） 

組合員又は 

構成員数 

 

 

最近の事業内容等 

（特用林産物の生産量等） 

 

 

 

 

 

 

過去の類似した補

助事業の実施状況 

（実施年度、事業名、補助対象者数、補助額等を記載する） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※定款、寄付行為、役員名簿、事業体等の収支計算書、パンフレット等を添付すること。 
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 （別紙）事業実施事業体等の概要 

事業体等の名称 
 

代表者名  

所在地等 

住所  

ＴＥＬ  

ＦＡＸ  

Ｅ－ｍａｉｌ  

本事業の実施 

体制等 

担当者名  

経理規程等の

有無 
（有）・（無） 

組合員又は 

構成員数 

 

 

最近の事業内容等 

（特用林産物の生産量等） 

 

 

 

 

 

 

過去の類似した補

助事業の実施状況 

（実施年度、事業名、補助対象者数、補助額等を記載する） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※定款、寄付行為、役員名簿、事業体等の収支計算書、パンフレット等を添付すること。 
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[様式第２号] 

令令和和７７年年度度特特用用林林産産物物のの国国際際競競争争力力強強化化・・生生産産性性向向上上対対策策事事業業  

（（需需要要拡拡大大やや生生産産性性向向上上にに向向けけたたモモデデルル的的取取組組のの支支援援））  

事事業業計計画画提提案案書書  

1 事業計画 

  

実施事業の名称  

1 事業の目的 

1）事業の目的 

（現状の問題を踏まえ、なぜ取り組む必要があるのかを具体的に記載し

て下さい） 

2）事業で設定する

課題 

（問題を解決するための課題を具体的に、箇条書きで記載して下さい） 

 

 

 

2 課題解決方法と事業計画  

1）課題解決の方法 

（課題をどのように解決する予定なのか具体的に記載して下さい） 

 

 

 

2）実施計画等 

（事業計画等をなるべく詳細に記載して下さい） 

3 予定成果 

1）予定成果物 

（提出予定の具多的な成果物の内容を記載して下さい） 

2）本事業で得られ

る効果 

（本事業を実施することで得られる効果を具体的に記載して下さい） 
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記載例 

令令和和７７年年度度特特用用林林産産物物のの国国際際競競争争力力強強化化・・生生産産性性向向上上対対策策事事業業  

（（需需要要拡拡大大やや生生産産性性向向上上にに向向けけたたモモデデルル的的取取組組のの支支援援））  

事事業業計計画画提提案案書書  

1 事業計画 

  

実施事業の名称 しいたけほだ場へのリモートセンシング導入事業 

1 事業の目的 

1）事業の目的 

（現状の問題を踏まえ、なぜ取り組む必要があるのかを具体的に記載し

て下さい） 

ほだ場が離れていることに加えて傾斜地であるため、ほだ木の状態を確

認することが重労働であり、後継者確保の障害のひとつになっている。こ

のためリモートセンシング技術を導入し、労働の軽減を図る。 

 

2）事業で設定する

課題 

（問題を解決するための課題を具体的に、箇条書きで記載して下さい） 

・労働条件の改善 

・データの収集や画像による収穫適期の予測 

・労働資源の適正配分 

 

2 課題解決方法と事業計画  

1）課題解決の方法 

（課題をどのように解決する予定なのか具体的に記載して下さい） 

ほだ場に温度・湿度計等を設置して各地点のデータを記録するととも

に、複数台設置したカメラにより発生状況を確認することで、栽培管理

や集中発生等に対応する。 

 

2）実施計画等 

（事業計画等をなるべく詳細に記載して下さい） 

〇機器の検討、設置計画の作成    〇機器の導入とデータ収集     

・2025 年 7 月、導入機器の選定     ・9～11 月 システムの導入と 

・8 月、リースした機器の設置        実地試験 

・12 月秋子発生への評価 

3 予定成果 

1）予定成果物 
（提出予定の具多的な成果物の内容を記載して下さい） 

報告書の作成、収集データ一式 

2）本事業で得られ

る効果 

（本事業を実施することで得られる効果を具体的に記載して下さい） 

ほだ場の行き来に要していた労力を軽減するとともに、その時間を他の

業務に振り向けて労働資源の適正配分と、栽培管理の効率化を実現す

る。 

－10－
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記載例 

令令和和７７年年度度特特用用林林産産物物のの国国際際競競争争力力強強化化・・生生産産性性向向上上対対策策事事業業  

（（需需要要拡拡大大やや生生産産性性向向上上にに向向けけたたモモデデルル的的取取組組のの支支援援））  

事事業業計計画画提提案案書書  

1 事業計画 

  

実施事業の名称 しいたけほだ場へのリモートセンシング導入事業 

1 事業の目的 

1）事業の目的 

（現状の問題を踏まえ、なぜ取り組む必要があるのかを具体的に記載し

て下さい） 

ほだ場が離れていることに加えて傾斜地であるため、ほだ木の状態を確

認することが重労働であり、後継者確保の障害のひとつになっている。こ

のためリモートセンシング技術を導入し、労働の軽減を図る。 

 

2）事業で設定する

課題 

（問題を解決するための課題を具体的に、箇条書きで記載して下さい） 

・労働条件の改善 

・データの収集や画像による収穫適期の予測 

・労働資源の適正配分 

 

2 課題解決方法と事業計画  

1）課題解決の方法 

（課題をどのように解決する予定なのか具体的に記載して下さい） 

ほだ場に温度・湿度計等を設置して各地点のデータを記録するととも

に、複数台設置したカメラにより発生状況を確認することで、栽培管理

や集中発生等に対応する。 

 

2）実施計画等 

（事業計画等をなるべく詳細に記載して下さい） 

〇機器の検討、設置計画の作成    〇機器の導入とデータ収集     

・2025 年 7 月、導入機器の選定     ・9～11 月 システムの導入と 

・8 月、リースした機器の設置        実地試験 

・12 月秋子発生への評価 

3 予定成果 

1）予定成果物 
（提出予定の具多的な成果物の内容を記載して下さい） 

報告書の作成、収集データ一式 

2）本事業で得られ

る効果 

（本事業を実施することで得られる効果を具体的に記載して下さい） 

ほだ場の行き来に要していた労力を軽減するとともに、その時間を他の

業務に振り向けて労働資源の適正配分と、栽培管理の効率化を実現す

る。 
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2 事業予算書 

 

 

※上記助成金額は、税抜・税込である（いずれかに○をすること。）。 

 

（注） 

１ 各費目の内容については「別表 助成対象経費」を参照のこと 

２ 助成金額「計」には、千円未満を切り捨てた金額とすること 

 

 

実施事業の名称 
 

事業費、助成金額、 

その他自己負担額 

事業費（消費税込）    ：         円 

助成金額          ：         円 

その他自己負担額（消費税込）：         円 

項 目 助成金額 備  考 

（1）賃金 

  

（2）謝金 

  

（3）旅費 

  

（4）需用費 

  

（5）役務費 

  

（6）委託費 

  

（7）使用料及び賃借料 

  

      計 

  

－11－



提
案
者

○
○
県
乾
し
い
た
け
問
屋
組
合

※※
申申
込込

ＮＮ
ｏｏ

課
題
と
目
的

課
題
解
決
の
方
法

実
施
体
制
・
連
携
グ
ル
ー
プ

事
業
内
容
（
具
体

的
な
実
施
項
目
）

【【
テテ
ーー
ママ
】】
〇〇

〇〇
〇〇

〇〇
〇〇

〇〇
〇〇

〇〇
〇〇

【
様
式
第

３
号

】
事

業
概

念
図

スス
ケケ
ジジ
ュュ
ーー
ルル

66
月月

77
月月

88
月月

99
月月

11
00
月月

11
11
月月

11
22
月月

11
月月

22
月月

【
課
題
】

・ ・ 【
目
的
】

・ ・ ① ②

写
真
・
図

等

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・主
な
経
費
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事
業
実
施
主
体

〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇

※※
申申
込込

ＮＮ
ｏｏ

写
真
・
図

等

背
景
と
目
的

対
象
と
す
る
特
用
林
産
物
と
取
組
で
開
発
す
る
製
品
、
技
術
等

※※
委委

員員
のの
ココ
メメ
ンン
トト

実
施
体
制
・
連
携
グ
ル
ー
プ

事
業
内
容
（
利
用
拡
大
に
向
け
た
具
体
的
な
実
施
項
目
） ※※

評評
価価

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

７
月

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

【【
テテ
ーー
ママ
】】

【
背
景
】

・ ・ 【
目
的
】

・ 〇
①〇

記
載
方
法

本本
事事

業業
でで
取取
組組
むむ
テテ
ーー
ママ
をを
明明
記記
しし
てて
くく
だだ
ささ
いい
。。

本本
事事

業業
のの
背背
景景
とと
目目
的的
をを
簡簡
潔潔
にに
記記
載載
しし
てて
くく
だだ
ささ
いい
。。

本本
事事

業業
でで
開開
発発
すす
るる
特特
用用
林林
産産
物物
のの
製製
品品
やや
技技
術術
にに
つつ
いい
てて
、、

そそ
のの

概概
要要

やや
特特
徴徴
をを
紹紹
介介
しし
てて
くく
だだ
ささ
いい
。。

写写
真真

やや
図図
なな
どど
具具
体体
的的
なな
イイ
メメ
ーー
ジジ
図図
でで
説説
明明
しし
てて
くく
だだ
ささ
いい
。。

・・
作作

成成
すす
るる
にに
ああ
たた
っっ
てて
、、
基基
本本
とと
なな
るる
文文
字字
のの
ササ
イイ
ズズ

10
.5
ポポ
イイ
ンン
トト

・・
※※

印印
のの
箇箇
所所
はは
実実
施施
主主
体体
はは
記記
入入
不不
要要

本本
事事

業業
のの
実実
施施
体体
制制
（（
連連
携携

ググ
ルル
ーー
ププ
））
をを
説説
明明
しし
てて
くく
だだ
ささ
いい
。。

まま
たた
、、
事事

業業
実実
施施
項項
目目
ごご
とと
のの
役役
割割
等等
もも
明明
記記
しし
てて
くく
だだ
ささ
いい
。。

なな
おお
、、
事事

業業
のの
一一
部部
をを
委委
託託
すす
るる
場場
合合
はは
、、
委委
託託
先先
、、
委委
託託
業業
務務

のの
内内

容容
をを
記記
載載
しし
てて
くく
だだ
ささ
いい
。。

本本
事事

業業
でで
取取
りり
組組
むむ
、、
利利
用用
拡拡
大大
にに
向向
けけ
たた
実実
施施
項項
目目

(具具
体体
的的
なな

活活
動動

内内
容容
））
をを
箇箇
条条
書書
きき
しし
てて
くく
だだ
ささ
いい
。。

まま
たた
、、
本本

事事
業業
のの
成成
果果
のの
普普
及及
・・
活活
用用
にに
関関
しし
、、
用用
いい
るる
手手
法法
やや
工工
夫夫

すす
るる
点点

、、
ここ
だだ
わわ
りり
等等
にに
つつ
いい
てて
記記
載載
しし
てて
くく
だだ
ささ
いい
。。

実実
施施

項項
目目
ごご
とと
にに
実実
施施
時時
期期
をを
記記
載載
しし
てて
説説
明明
しし
てて
くく
だだ
ささ
いい
。。

【
様
式
第

３
号

】
事

業
概

念
図
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提
案
者

○
○
県
乾
し
い
た
け
問
屋
組
合

※※
申申
込込

ＮＮ
ｏｏ

課
題
と
目
的

課
題
解
決
の
方
法

実
施
体
制
・
連
携
グ
ル
ー
プ

事
業
内
容
（
具
体

的
な
実
施
項
目
）

【【
テテ
ーー
ママ
】】

乾乾
しし
いい
たた
けけ
輸輸

出出
量量

確確
保保

大大
作作

戦戦

【
様
式
第

３
号

】
事

業
概

念
図

スス
ケケ
ジジ
ュュ
ーー
ルル

66
月月

77
月月

88
月月

99
月月

11
00
月月

11
11
月月

11
22
月月

11
月月

22
月月

【
課
題
】

・
豊
富
な
ク
ヌ
ギ
資
源
の
き
の
こ
原
木
、
薪
炭
材
利
用
で
は
、
収
益
性
が
悪
く
、
高
齢
化
と
併
せ
て
生

産
者
の
急
激
な
減
少
が
起
き
、
ク
ヌ
ギ
林
の
利
用
が
進
ま
な
い

【
目
的
】

・
樹
皮
の
生
薬
原
料
化
と
樹
幹
の
薪
、
き
の
こ
原
木
と
し
て
の
活
用

①
意
欲
の
あ
る
生
産
者
を
主
要
な
輸
出
先
国
へ
派
遣
し
、
販
売
店
等
で
の
消
費
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
等
を
実

施
し
、
生
産
者
自
ら
が
製
品
の
評
価
を
分
析
す
る
。

・
他
国
産
乾
し
い
た
け
と
の
比
較

・
品
目
ご
と
の
評
価
の
違
い

・
利
用
方
法

等

②
派
遣
さ
れ
た
生
産
者
が
地
域
の
生
産
者
団
体
等
で
報
告
会
を
開
催
し
、
情
報
を
共
有
す
る
。

写
真
・
図

等

・
○
○
県
乾
し
い
た
け
問
屋
組
合
（
実
施
主
体
）

・
○
○
地
方
き
の
こ
生
産

組
合
、
○
○
町
椎
茸
農
業
協
同
組
合

・
高
圧
洗
浄
機
等
の
リ
ー
ス
代

1
8
0
,0

0
0
円

・
需
要
調
査
等
の
賃
金

3
5
0
,0

0
0
円

・
原
料
と
な
る
く
ぬ
ぎ
材
等
の
収
集
の
た
め
の
移
動
（
旅
費
等
）

1
.0

5
0
,0

0
0
円

・
問
屋
組
合
の
現
地
交

通
費
等

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

3
5
0
,0

0
0
円

・
菌
糸
ま
ん
延
状
況
比
較

の
た
め
の
検
査
依
頼
（
委
託
費
）

5
0
0
,0

0
0
円

 
・
報
告
会
経
費
（
資
料
印
刷
費
等
）
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 3

0
0
,0

0
0
円

計
2
,7

3
0
,0

0
0
円

  

主
な
経
費

①
ク
ヌ
ギ
の
生
薬
（
ボ
ク
ソ
ク
）
原
料
化

・
打
撃
式
及
び
圧
迫

式
の
皮
剥
機
の
開
発
、
比
較
。

・
剥
皮
し
た
樹
皮
の
ブ
ラ
シ
等
に
よ
る
洗
浄
と
高
圧
洗
浄
機
を
利
用
し
た
洗
浄
の
比
較
、
高
圧

洗
浄
機
の
適
正
水
圧
の
試
験
。

②
剥
皮
薪
の
需
要
調
査

、
試
用
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

・
剥
皮
し
た
ク
ヌ
ギ
の
薪
の
需
要
に
つ
い
て
燃
料
問
屋
等
へ
の
聞
き
取
り
調
査

・
薪
ス
ト
ー
ブ
利
用
者
、
窯
焼
き
ピ
ザ
店
等
で
剥
皮
薪
の
試
用
を
依
頼
し
、
皮
付
き
薪
と
の
比
較

③
剥
皮
し
た
ク
ヌ
ギ
を
利

用
し
た
マ
イ
タ
ケ
栽
培

・
剥
皮
原
木
と
全
木
原

木
の
間
の
マ
イ
タ
ケ
菌
糸
ま
ん
延
状
況
の
比
較
試
験

・
剥
皮
原
木
と
全
木
原

木
か
ら
製
造
し
た
お
が
粉
の
間
の
マ
イ
タ
ケ
菌
糸
ま
ん
延
状
況
の
比
較

試
験
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別別添添２２  助助成成金金交交付付規規程程  

令令和和７７年年度度特特用用林林産産物物のの国国際際競競争争力力強強化化・・生生産産性性向向上上対対策策事事業業  

「「需需要要拡拡大大やや生生産産性性向向上上にに向向けけたたモモデデルル的的取取組組のの支支援援」」  

助助成成金金交交付付規規程程  

 

日本特用林産振興会 

 

（目的） 

第１条 日本特用林産振興会（以下「日特振」という。）は「木材需要の創出・輸出力強化対策事業

実施要領」（平成 30 年 3 月 30 日付け 29 林政利第 179 号林野庁長官通知。以下「実施要領」と

いう。）に基づき、実施要領第３第６項 特用林産物の国際競争力強化・生産性向上対策事業の

うち需要拡大や生産性向上に向けたモデル的取組の支援を実施するにあたり、この規程を定め

る。 

この規程により、選定した事業者等に対する助成金の交付手続き等を定め、適正な処理を図

る。 

 

（通則） 

第２条 日特振が行う助成金の交付は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第179号。以下「適正化法」という。）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法

律施行令（昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。）、農林畜水産業関係補助金

等交付規則（昭和31年農林省令第18号。以下「交付規則」という。）、森林・林業・木材産業グリー

ン成長総合対策補助金等交付等要綱（平成30年３月30日付け29林政政第893号。以下「交付要

綱」という。）、実施要領及びその他の法令の定めによるほか、この規程の定めるところによる。 

 

（助成金の交付対象者） 

第３条 助成金の交付対象者は、実施要領第３第６項（１）ウ（ア）で選定した事業者等（以下「助成

事業者」という。）とする。 

２ 助成事業者は、第2条の通則に従うこととする。 

 

(助成金交付の対象となる取組） 

第４条 助成金交付の対象となる取組は、助成事業者が行う実施要領第３第６項（１）ウに規定する

取組を対象とし、実施者が原則として令和８年 1 月 30 日（金）までに実施する取組とする。 

 

（助成金交付の対象経費及び助成率） 

第５条 助成金交付の対象となる経費は、別表のとおりとし、第４条の取組（以下「助成事業」という。）

を実施するための必要経費とする。 

２  助成対象経費については、原則として一件当たり上限 3,000 千円とし、定額補助とする。ただ

し、助成の応募状況に応じて助成額の上限を変更できる。 

３  助成事業の一部分（助成事業の成果の一部を構成する分析または調査の実施、取りまとめ等）

を他の民間団体・企業等の第三者に委託する場合は、日特振にあらかじめ届け出を行い、第三

－15－
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者に委託することが必要かつ合理的・効果的であると認められる業務について、助成総額の1/2

を超えない範囲で行うことができるものとする。 

なお、助成事業そのもの又は助成事業の根幹を成す業務の委託はできないものとする。 

４  前項の規定による助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものと

する。 

５  本申請と同一内容で国や都道府県等の補助金等の交付を受けている経費は、助成金交付の

対象としないものとする。 

 

（助成金の交付申請） 

第６条 助成事業者は、助成金交付申請書（様式第１号。以下「交付申請書」という。）に助成事業

に係る事業計画書（様式第２号）を添付して日特振に提出するものとする。 

２  助成事業者は、環境負荷低減のチェックシート（様式第３号）に記載された各取組について、

事業実施期間中に実施する旨をチェックした上で、当該チェックシートを、前項の助成金交付申

請書とともに提出することとする。 

３  助成事業者は、第１項の交付申請書及び事業計画書を提出するに当たって、助成事業に係る

消費税仕入控除税額（助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、

消費税法（昭和63年法律第108号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の

金額と当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金

額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかな

場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において助成事業に係る消

費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。 

 

（助成金交付申請の承認） 

第７条 日特振は、第６条に規定する交付申請書の提出を受け、内容が妥当と認められた場合、助

成事業者に対して、助成金交付申請承認通知書（様式第４号。以下「承認通知書」という。）によ

り、その旨を通知する。なお、この承認通知を受けて、助成事業者は助成事業を開始できることと

する。 

（契約等） 

第８条 助成事業者は、助成事業等の一部を第三者に委託する場合は、日特振にあらかじめ届出

なければならない。 

 

（助成事業の変更、中止又は廃止の承認） 

第９条 助成事業者は、第７条の承認通知を受けた後に、助成事業の内容に変更が生じた場合、あ

るいはその一部が取り止めになった場合には、その理由とともに助成金交付申請変更等申請書

（様式第５号。以下「変更等申請書」という。）により速やかに日特振に報告するものとする。 

２  日特振は、前項の変更等申請書を受け取ったときは、これが適切な変更又は取り止めであるこ

とを確認の上、助成金交付申請変更等承認通知書（様式第６号）により当該助成事業者に通知

するものとする。 

 

（助成事業遅延の届出） 

第10条 助成事業者は、助成事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又
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者に委託することが必要かつ合理的・効果的であると認められる業務について、助成総額の1/2
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４  前項の規定による助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものと

する。 
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第６条 助成事業者は、助成金交付申請書（様式第１号。以下「交付申請書」という。）に助成事業

に係る事業計画書（様式第２号）を添付して日特振に提出するものとする。 
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成事業者に対して、助成金交付申請承認通知書（様式第４号。以下「承認通知書」という。）によ

り、その旨を通知する。なお、この承認通知を受けて、助成事業者は助成事業を開始できることと

する。 

（契約等） 

第８条 助成事業者は、助成事業等の一部を第三者に委託する場合は、日特振にあらかじめ届出
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第９条 助成事業者は、第７条の承認通知を受けた後に、助成事業の内容に変更が生じた場合、あ

るいはその一部が取り止めになった場合には、その理由とともに助成金交付申請変更等申請書

（様式第５号。以下「変更等申請書」という。）により速やかに日特振に報告するものとする。 

２  日特振は、前項の変更等申請書を受け取ったときは、これが適切な変更又は取り止めであるこ

とを確認の上、助成金交付申請変更等承認通知書（様式第６号）により当該助成事業者に通知

するものとする。 

 

（助成事業遅延の届出） 

第10条 助成事業者は、助成事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又
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は助成事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに助成事業遅延等届出書（様式第７

号）を日特振に提出し、その指示を受けなければならない。 

 

 

(中間報告) 

第11条 助成事業者は、助成事業の取り組み状況を確認するため日特振より別途指示する中間報

告会に出席し、指示に基づき当該時点における取組状況について報告しなければならない。 

２  前項による報告のほか、日特振は、助成事業の円滑な執行を図るために必要があると認めると

きは、助成事業者に対して当該助成事業の遂行状況について報告を求めることができる。 

 

（実施結果の報告及び助成金の請求） 

第12条 助成事業者は、助成事業が完了した日から起算して14日を経過した日までに、助成事業

実施報告書（様式第８号）、決算報告書（様式第９号）、助成金請求書（様式第10号）を日特振に

提出するものとする。 

２  助成事業者は、環境負荷低減のチェックシート（様式第３号）に定めるチェックシートに記載さ

れた環境負荷低減の各取組について、事業実施期間中に実施したか否かをチェックした上で、

前項助成事業実施報告書と併せて提出するものとする。 

３  第６条第３項ただし書の規定により助成事業者は、前項の決算報告書及び助成金請求書を提

出するに当たって、当該補助金等に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合は、これを助

成金額等から減額して報告しなければならない。 

４  第６条第３項ただし書の規定に該当する助成事業者は、助成事業完了後に、消費税及び地方

消費税の申告により助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合

（仕入控除税額が0円の場合を含む。）は、消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告

書（様式第11号）により速やかに、遅くとも助成事業完了日の属する年度の翌々年度6月10日ま

でに日特振に報告しなければならない。ただし、当該消費税仕入控除税額を減額して実施結果

の報告を行った場合には、この限りではない。 

   また、助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額があることが確定した場合

には、当該消費税仕入控除税額を国庫に返還しなければならない。 

 

（助成金の額の確定及び交付） 

第13条 日特振は、第12条の規定による助成金請求書の提出を受けた場合は、証拠書類等の内

容を含めその内容を審査し、適正と認める場合は助成金の額を確定し、助成金額の確定通知書

（様式第12号）により当該助成事業者に通知するとともに、助成金を交付するものとする。 

２ 日特振は、助成事業者に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超え

る助成金が交付されているときは、その超える部分の助成金の返還を命ずるものとする。 

３ 前項の助成金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない

場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で

計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（額の再確定） 

第14条 助成事業者は、第1３条１項の規定による額の確定通知を受けた後において、助成事業に
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関し、違約金、返還金、保険料その他の助成金に代わる収入があったこと等により助成事業に要

した経費を減額すべき事情がある場合は、日特振に対し当該経費を減額して作成した実績報告

書を第12条第１項に準じて提出するものとする。 

２ 日特振は、前項に基づき実績報告書の提出を受けた場合は、第13条１項に準じて改めて額の

確定を行うものとする。 

３ 第13条第２項及び第３項の規定は、前項の場合に準用する。 

 

（概算払いの請求及び交付）   

第15条 第12条及び第13条の規定に関わらず、助成事業者が助成事業終了前に必要な経費を受

けようとするときは、助成金概算払請求書（様式第13号）に助成対象経費の支払いを証明する書

類を添えて提出することができる。 

２  日特振は、前項の請求があった場合、これを適当と認めたときは、当該請求に係る助成金を交

付することができる。 

 

 

（助成の中止及び返還）  

第16条 日特振は、第9条第1項の規定による助成事業の中止又は廃止の申請があった場合及び

次に掲げる場合には、第7条第1項の規定による交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は

変更することができる。 

(1) 助成事業者が、適正化法、適正化法施行令、交付規則、交付要綱、実施要領、本規程又 

は本規程に基づく日特振の指示に違反した場合 

(2) 助成事業者が、助成金等を助成事業以外の用途に使用した場合 

(3) 交付申請の承認後生じたやむを得ない事情の変更等により、対象助成事業の全部又は一 

部を継続することができなくなった場合 

２ 日特振は、前項の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する 

助成金が交付されているときは、期限を付して当該助成金の全部又は一部の返還させることがで

きるものとする。 

３ 第2項の規定による助成金の返還については、第13条第３項の規定を準用する。 

 

 

（反社会勢力と関りのない旨の誓約)  

第17条 助成事業者は、第６条に基づく助成金の交付申請の際、反社会勢力と関わりのない旨の

誓約書（様式第14号）を日特振に提出しなければならない。 

 

（助成金の経理） 

第18条 助成事業者は、本助成事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して助成事業の収入

及び支出を記載し、助成金の使途を明らかにしておかなければならない。 

２  助成事業者は、前項の収入及び支出について、その支出内容の証拠書類又は証拠物を整備

して、前項の帳簿とともに助成事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管し

なければならない。 
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（その他） 

第19条 この規程に定めるもののほか、助成金の交付に必要な事項が発生した場合については、

その都度、日特振が林野庁長官の承認を得て定めるものとする。 

付則 

この規程は、林野庁長官の承認があった日（令和７年６月６日）から施行する。 
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別表 助成対象経費 

賃金 

 

 

 

 

謝金 

 

 

 

 

 

旅費 

 

 

 

 

 

 

 

 

需用費 

ア 消耗品費 

イ 印刷製本費 

ウ 光熱水費 

 

役務費 

ア 原稿料 

イ 通信運搬費 

ウ 試験・検査費 

エ 普及宣伝費 

 

 

委託費 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用料及び賃借料 

事業実施主体が本事業の補助的業務（資料整理、事業資料の収集等）に従事する

ために臨時的に雇用した者に対して支払う実働に応じた対価です。単価については、

当該事業実施主体内の賃金支給規則や国の規定等によるなど、妥当な根拠に基づき

業務の内容に応じた単価を設定することとします。 

 

企画、専門的知識の提供、資料の整理・収集、講演会・研修会等の講師等に対する

謝礼に必要な経費です。単価については、妥当な根拠に基づき業務の内容に応じた

単価を設定することとします。 

なお、事業実施主体及び共同実施をする事業者等の職員は支給の対象となりませ

ん。 

 

事業実施主体が行う資料収集、各種調査、検討会、指導、講師派遣、 打合せ、普及

啓発活動、委員会等の実施に必要な交通費です。事業実施主体の旅費規定に基づい

た日当、宿泊費、車両借上げ等の単価に基づくものとしますが、航空機を利用する場合

は領収書と搭乗券の両方、レンタカーを利用する際にはその領収書、自家用車を利用

する場合は旅行開始時、終了時の走行距離がわかる写真等、駐車場料金、高速道路

料金等の領収書が必要になります。 

また、事業実施主体が旅費規程を定めていない場合は、日本特用林産振興会の旅

費規程によるものとします。 

 

消耗品費（材料費を含む）、印刷製本費、光熱水費の経費です。 

文献、書籍、原材料、消耗品、消耗器材、各種事務用品等の調達に必要な経費です。 

資料、文書、図面、パンフレット等の印刷や製本に必要な経費です。 

電気、水道等の使用料を支払うために必要な経費です。 

 

原稿料、通信運搬費、普及宣伝費等の人的サービスに対して支払う経費です。 

報告書等の執筆者に対して、実働に応じて支払う対価です。 

郵便料、電話料、データ通信料、諸物品の運賃等の支払に必要な経費です。 

試験及び検査に係る試験検査機関への支払い等に必要な経費です。 

マスメディアへの広告料の支払等に必要な経費です（事業実施主体が発行する雑

誌、ホームページ等への掲載は賃金、需用費等で計上するものとします。）。 

 

補助の目的である本事業の一部分（事業の成果の一部を構成する分析または調査

の実施、取りまとめ等）を他の民間団体・企業等の第三者に委託するための経費です

（委託費の内訳については、他の補助対象経費の内容に準ずるものとします。）。 

委託を行うに当たっては、第三者に委託することが必要かつ合理的・効果的であると

認められる業務に限り実施できるものとし、委託先と、具体的な委託業務の目的、内容、

経費の内訳、期限、成果物等について記載された委託契約を締結してください。 

なお、本事業そのもの又は本事業の根幹を成す業務の委託及び委託費の合計が助

成金の 50％を超える委託費は認められません。 

 

車両、器具機械、会場等の借上げに必要な経費です。 

報告書類様式の説明（各様式は必要に応じてその都度提出すること。） 

 

－20－
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別表 助成対象経費 

賃金 

 

 

 

 

謝金 

 

 

 

 

 

旅費 

 

 

 

 

 

 

 

 

需用費 

ア 消耗品費 

イ 印刷製本費 

ウ 光熱水費 

 

役務費 

ア 原稿料 

イ 通信運搬費 

ウ 試験・検査費 

エ 普及宣伝費 

 

 

委託費 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用料及び賃借料 

事業実施主体が本事業の補助的業務（資料整理、事業資料の収集等）に従事する

ために臨時的に雇用した者に対して支払う実働に応じた対価です。単価については、

当該事業実施主体内の賃金支給規則や国の規定等によるなど、妥当な根拠に基づき

業務の内容に応じた単価を設定することとします。 

 

企画、専門的知識の提供、資料の整理・収集、講演会・研修会等の講師等に対する

謝礼に必要な経費です。単価については、妥当な根拠に基づき業務の内容に応じた

単価を設定することとします。 

なお、事業実施主体及び共同実施をする事業者等の職員は支給の対象となりませ

ん。 

 

事業実施主体が行う資料収集、各種調査、検討会、指導、講師派遣、 打合せ、普及

啓発活動、委員会等の実施に必要な交通費です。事業実施主体の旅費規定に基づい

た日当、宿泊費、車両借上げ等の単価に基づくものとしますが、航空機を利用する場合

は領収書と搭乗券の両方、レンタカーを利用する際にはその領収書、自家用車を利用

する場合は旅行開始時、終了時の走行距離がわかる写真等、駐車場料金、高速道路

料金等の領収書が必要になります。 

また、事業実施主体が旅費規程を定めていない場合は、日本特用林産振興会の旅

費規程によるものとします。 

 

消耗品費（材料費を含む）、印刷製本費、光熱水費の経費です。 

文献、書籍、原材料、消耗品、消耗器材、各種事務用品等の調達に必要な経費です。 

資料、文書、図面、パンフレット等の印刷や製本に必要な経費です。 

電気、水道等の使用料を支払うために必要な経費です。 

 

原稿料、通信運搬費、普及宣伝費等の人的サービスに対して支払う経費です。 

報告書等の執筆者に対して、実働に応じて支払う対価です。 

郵便料、電話料、データ通信料、諸物品の運賃等の支払に必要な経費です。 

試験及び検査に係る試験検査機関への支払い等に必要な経費です。 

マスメディアへの広告料の支払等に必要な経費です（事業実施主体が発行する雑

誌、ホームページ等への掲載は賃金、需用費等で計上するものとします。）。 

 

補助の目的である本事業の一部分（事業の成果の一部を構成する分析または調査

の実施、取りまとめ等）を他の民間団体・企業等の第三者に委託するための経費です

（委託費の内訳については、他の補助対象経費の内容に準ずるものとします。）。 

委託を行うに当たっては、第三者に委託することが必要かつ合理的・効果的であると

認められる業務に限り実施できるものとし、委託先と、具体的な委託業務の目的、内容、

経費の内訳、期限、成果物等について記載された委託契約を締結してください。 

なお、本事業そのもの又は本事業の根幹を成す業務の委託及び委託費の合計が助

成金の 50％を超える委託費は認められません。 

 

車両、器具機械、会場等の借上げに必要な経費です。 

報告書類様式の説明（各様式は必要に応じてその都度提出すること。） 
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様式第１号     助成金交付申請書 
(助成事業者→日本特用林産振興会) 

 

様式第２号     助成事業計画書 
(助成事業者→日本特用林産振興会) 

 

様式第３号     環境負荷低減のクロスコンプライアンス チェックシート  
（助成事業者→日本特用林産振興会） 

 
様式第４号     助成金交付申請承認通知書  

(日本特用林産振興会→助成事業者)  

 

様式第５号     助成金交付申請変更等申請書 
(助成事業者→日本特用林産振興会) 

助成事業内容（助成対象者、代表者等）が変更になった場合に提出する書類 

 

様式第６号     助成事業変更等承認通知書 
(日本特用林産振興会→助成事業者) 
様式第４号の変更申請を承認したことを通知する書類 

 

様式第７号     助成事業遅延等届出書 
               （助成事業者→日本特用林産振興会） 

 

様式第８号     助成事業実施報告書(助成事業者→日本特用林産振興会) 
 

様式第９号     決算報告書 
(助成事業者→日本特用林産振興会) 

 

様式第10号     助成金請求書 
(助成事業者→日本特用林産振興会) 
事業実績報告書等と併せて提出する助成金交付の請求書 

 

様式第11号     消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 
(助成事業者→日本特用林産振興会) 

助成事業が完了し、消費税仕入控除税額があることが確定にした場合に提出する 

 

様式第12号     助成金額の確定通知書 
(日本特用林産振興会→助成事業者) 
様式第８号の助成金請求書を審査して額の確定を通知する書類 

 
様式第13号     助成金概算払請求書 

(助成事業者→日本特用林産振興会) 
事業途中に助成金の交付を請求する場合に提出する書類 

 

様式第14号     反社会勢力と関わりのない旨の誓約書 
(助成事業者→日本特用林産振興会) 
交付申請を請求する場合に提出する 

 

－21－
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[様式第 1 号] 

 

令和  年  月  日 

 

日本特用林産振興会会長 殿 

 

事業体等名称 

住 所 

代表者氏名          

  

 

令令和和７７年年度度特特用用林林産産物物のの国国際際競競争争力力強強化化・・生生産産性性向向上上対対策策事事業業  

（（需需要要拡拡大大やや生生産産性性向向上上にに向向けけたたモモデデルル的的取取組組のの支支援援））  

助助成成金金交交付付申申請請書書  

 

 

標記について、「需要拡大や生産性向上に向けたモデル的取組の支援」の助成金交付申請について、助成

金交付規程第６条に基づき関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 助成金交付申請額    金            円 

 

２ 消費税の適用に関する事項（該当するもの一つに○） 

（１）  ア 消費税額を助成対象経費に含めないで国庫補助所要額を算定 

イ 消費税額を助成対象経費に含めて国庫補助所要額を算定 

（２） （１）でイを選択した理由 

 ア 免税事業者である 

 イ 簡易課税事業者である 

 ウ 消費税法別表第 3 に掲げる法人である 

 エ ア～ウ以外の者であって、消費税仕入控除税額の報告及び返還を選択する 

 

３ 助成金の経費に関する事項（確認のうえ、チェックを入れる。） 

□ 本申請と同一内容で国や都道府県等の補助金等の交付を受けていない。 

 

４ 事業実施事業体等の概要 

   別紙のとおり 

 

５ 助成事業計画書 

   別添のとおり（様式第 2 号） 

   

 

 

－22－



22 
 

[様式第 1 号] 

 

令和  年  月  日 

 

日本特用林産振興会会長 殿 

 

事業体等名称 

住 所 

代表者氏名          

  

 

令令和和７７年年度度特特用用林林産産物物のの国国際際競競争争力力強強化化・・生生産産性性向向上上対対策策事事業業  

（（需需要要拡拡大大やや生生産産性性向向上上にに向向けけたたモモデデルル的的取取組組のの支支援援））  

助助成成金金交交付付申申請請書書  

 

 

標記について、「需要拡大や生産性向上に向けたモデル的取組の支援」の助成金交付申請について、助成

金交付規程第６条に基づき関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 助成金交付申請額    金            円 

 

２ 消費税の適用に関する事項（該当するもの一つに○） 

（１）  ア 消費税額を助成対象経費に含めないで国庫補助所要額を算定 

イ 消費税額を助成対象経費に含めて国庫補助所要額を算定 

（２） （１）でイを選択した理由 

 ア 免税事業者である 

 イ 簡易課税事業者である 

 ウ 消費税法別表第 3 に掲げる法人である 

 エ ア～ウ以外の者であって、消費税仕入控除税額の報告及び返還を選択する 

 

３ 助成金の経費に関する事項（確認のうえ、チェックを入れる。） 

□ 本申請と同一内容で国や都道府県等の補助金等の交付を受けていない。 

 

４ 事業実施事業体等の概要 

   別紙のとおり 

 

５ 助成事業計画書 

   別添のとおり（様式第 2 号） 
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（別紙）事業実施事業体等の概要 

事業体等の名称 
 

代表者名  

所在地等 

住所  

ＴＥＬ  

ＦＡＸ  

Ｅ－ｍａｉｌ  

本事業の実施 

体制等 

担当者名  

経理規程等の

有無 
（有）・（無） 

組合員又は 

構成員数 

 

 

最近の事業内容

等 

（特用林産物の生産量等） 

 

 

 

 

 

 

過去の類似した

補助事業の実施

状況 

（実施年度、事業名、補助対象者数、補助額等を記載する） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※定款、寄付行為、役員名簿、事業体等の収支計算書、パンフレット等を添付すること。 

  

－23－
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[様式第２号] 

令令和和７７年年度度特特用用林林産産物物のの国国際際競競争争力力強強化化・・生生産産性性向向上上対対策策事事業業  

（（需需要要拡拡大大やや生生産産性性向向上上にに向向けけたたモモデデルル的的取取組組のの支支援援））  

助助成成事事業業計計画画書書  

1 事業計画 

実施事業の名称  

1 事業の目的 

1）事業の目的 

（現状の問題を踏まえ、なぜ取り組む必要があるのかを具体的に記載して下さい） 

2）事業で設定す

る課題 

（問題を解決するための課題を具体的に、箇条書きで記載して下さい） 

 

 

 

2 課題解決方法と事業計画  

1）課題解決の方

法 

（課題をどのように解決する予定なのか具体的に記載して下さい） 

 

 

 

2）実施計画等 

（事業計画等をなるべく詳細に記載して下さい） 

ア 委託の有無 

（委託する業務の内容、委託の必要性、委託予定者等について記載してください。） 

3 予定成果 

1）予定成果物 

（提出予定の具多的な成果物の内容を記載して下さい） 

2）本事業で得ら

れる効果 

（本事業を実施することで得られる効果を具体的に記載して下さい） 

－24－
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[様式第２号] 

令令和和７７年年度度特特用用林林産産物物のの国国際際競競争争力力強強化化・・生生産産性性向向上上対対策策事事業業  

（（需需要要拡拡大大やや生生産産性性向向上上にに向向けけたたモモデデルル的的取取組組のの支支援援））  

助助成成事事業業計計画画書書  

1 事業計画 

実施事業の名称  

1 事業の目的 

1）事業の目的 

（現状の問題を踏まえ、なぜ取り組む必要があるのかを具体的に記載して下さい） 

2）事業で設定す

る課題 

（問題を解決するための課題を具体的に、箇条書きで記載して下さい） 

 

 

 

2 課題解決方法と事業計画  

1）課題解決の方

法 

（課題をどのように解決する予定なのか具体的に記載して下さい） 

 

 

 

2）実施計画等 

（事業計画等をなるべく詳細に記載して下さい） 

ア 委託の有無 

（委託する業務の内容、委託の必要性、委託予定者等について記載してください。） 

3 予定成果 

1）予定成果物 

（提出予定の具多的な成果物の内容を記載して下さい） 

2）本事業で得ら

れる効果 

（本事業を実施することで得られる効果を具体的に記載して下さい） 

25 
 

記載例 

令令和和７７年年度度特特用用林林産産物物のの国国際際競競争争力力強強化化・・生生産産性性向向上上対対策策事事業業  

（（需需要要拡拡大大やや生生産産性性向向上上にに向向けけたたモモデデルル的的取取組組のの支支援援））  

事事業業計計画画書書  

1 事業計画 

実施事業の名称 しいたけほだ場へのリモートセンシング導入事業 

1 事業の目的 

1）事業の目的 

（現状の問題を踏まえ、なぜ取り組む必要があるのかを具体的に記載して下さい） 

ほだ場が離れていることに加えて傾斜地であるため、ほだ木の状態を確認することが重

労働であり、後継者確保の障害のひとつになっている。このためリモートセンシング技

術を導入し、労働の軽減を図る。 

2）事業で設定す

る課題 

（問題を解決するための課題を具体的に、箇条書きで記載して下さい） 

・労働条件の改善 

・データの収集や画像による収穫適期の予測 

・労働資源の適正配分 

2 課題解決方法と事業計画  

1）課題解決の方

法 

（課題をどのように解決する予定なのか具体的に記載して下さい） 

ほだ場に温度・湿度計等を設置して各地点のデータを記録するとともに、複数台設置

したカメラにより発生状況を確認することで、栽培管理や集中発生等に対応する。 

2）実施計画等 

（事業計画等をなるべく詳細に記載して下さい） 

〇機器の検討、設置計画の作成     〇機器の導入とデータ収集 

・2025 年 7 月、導入機器の選定      ・9～11 月 システムの導入 

・8 月、リースした機器の設置        実地試験 

・12 月秋子発生への評価 

ア 委託の有無 

（委託する業務の内容、委託の必要性、委託先（予定）、適格性等について記載してくださ

い。） 

○気象データ分析用ソフトウエアの開発 

理由：気象データを分析し、リアルタイムで観測するための PC 用ソフトウエアの開発は専門

的知識が必要で実施事業者では困難なため 

委託先（予定）：○×システム開発株式会社 

適格性：従来から実施事業者と共同で開発を行ってきた経験がある。 

3 予定成果 

1）予定成果物 
（提出予定の具多的な成果物の内容を記載して下さい） 

報告書の作成、収集データ一式 

2）本事業で得ら

れる効果 

（本事業を実施することで得られる効果を具体的に記載して下さい） 

ほだ場の行き来に要していた労力を軽減するとともに、その時間を他の業務に振り向

けて労働資源の適正配分と、栽培管理の効率化を実現する。 
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2 事業予算書 

 

※上記助成金額は、税抜・税込である（いずれかに○をすること。）。 

 

（注） 

１ 各費目の内容については「別表 助成対象経費」を参照のこと 

２ 助成金額「計」には、千円未満を切り捨てた金額とすること 

 

 

 

実施事業の名称  

事業費、助成金額、 

その他自己負担額 

事業費（消費税込）     ：         円 

助成金額          ：         円 

その他自己負担額（消費税込）：         円 

項 目 助成金額 備  考 

（1）賃金   

（2）謝金   

（3）旅費   

（4）需用費   

（5）役務費   

（6）委託費   

（7）使用料及び賃借料   

      計 
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2 事業予算書 

 

※上記助成金額は、税抜・税込である（いずれかに○をすること。）。 

 

（注） 

１ 各費目の内容については「別表 助成対象経費」を参照のこと 

２ 助成金額「計」には、千円未満を切り捨てた金額とすること 

 

 

 

実施事業の名称  

事業費、助成金額、 

その他自己負担額 

事業費（消費税込）     ：         円 

助成金額          ：         円 

その他自己負担額（消費税込）：         円 

項 目 助成金額 備  考 

（1）賃金   

（2）謝金   

（3）旅費   

（4）需用費   

（5）役務費   

（6）委託費   

（7）使用料及び賃借料   

      計 
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[様式第３号] 

事業実施主体名              

環境負荷低減クロスコンプライアンス チェックシート 
（林業事業体向け） 

 （（11））適適正正なな防防除除  
申請時 

（します） 
報告時 

（しました） 
該当 

しません 

①  
※※農農薬薬をを使使用用すするる場場合合  
農薬の適正な使用・保管 □ □ □ 

②  
※※農農薬薬をを使使用用すするる場場合合  
農薬の使用状況等の記録・保存 □ □ □ 

 （（22））エエネネルルギギーーのの節節減減  
申請時 

（します） 
報告時 

（しました） 
該当 

しません 

③  
林業機械や施設の電気・燃料の使用状況の記録・
保存に努める □ □  

④  
省エネを意識し、不必要・非効率なエネルギー消
費をしないように努める □ □  

 （（33））悪悪臭臭及及びび害害虫虫のの発発生生防防止止  
申請時 

（します） 
報告時 

（しました） 
該当 

しません 

⑤  悪臭・害虫の発生防止・低減に努める □ □  

 
（（44））廃廃棄棄物物のの発発生生抑抑制制、、適適正正なな循循環環的的なな利利用用及及びび
適適正正なな処処分分  

申請時 
（します） 

報告時 
（しました） 

該当 
しません 

⑥  廃棄物の削減に努め、適正に処理 □ □  

⑦  未利用材の有効活用を検討 □ □  

 （（55））生生物物多多様様性性へへのの悪悪影影響響のの防防止止  
申請時 

（します） 
報告時 

（しました） 
該当 

しません 

⑧  
生物多様性に配慮した事業実施（物資調達、施業
等）に努める □ □  

 （（66））環環境境関関係係法法令令のの遵遵守守等等  
申請時 

（します） 
報告時 

（しました） 
該当 

しません 

⑨  みどりの食料システム戦略の理解 □ □  

⑩  関係法令の遵守 □ □  

⑪  
林業機械等の設置・車両の適正な整備と管理と実
施に努める □ □  

⑫  正しい知識に基づく作業安全に努める □ □  
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[様式第３号] 

事業実施主体名              

環境負荷低減のクロスコンプライアンス チェックシート 
（自治体・民間事業者向け） 

 （（11））エエネネルルギギーーのの節節減減  
申請時 

（します） 
報告時 

（しました） 
該当 

しません 

①  
オオフフィィススやや車車両両・・機機械械等等のの電電気気・・燃燃料料のの使使用用状状況況
のの記記録録・・保保存存にに努努めめるる  □ □  

②  
省省エエネネをを意意識識しし、、不不必必要要なな・・非非効効率率的的ななエエネネルルギギーー
消消費費ししなないいこことと（（照照明明、、空空調調、、ウウォォーームムビビズズ・・ククーー
ルルビビズズ、、燃燃費費効効率率ののよよりり機機械械のの利利用用等等））をを検検討討  

□ □  

③  環環境境負負荷荷低低減減にに配配慮慮ししたた商商品品、、原原料料等等のの調調達達をを検検討討  □ □  

 
（（22））廃廃棄棄物物のの発発生生抑抑制制、、適適正正なな循循環環的的なな利利用用及及びび
適適正正なな処処分分  

申請時 
（します） 

報告時 
（しました） 

該当 
しません 

④  プラ等廃棄物の削減に努め、適正に処理 □ □  

⑤  資源の再利用を検討 □ □  

 （（33））生生物物多多様様性性へへのの悪悪影影響響のの防防止止  
申請時 

（します） 
報告時 

（しました） 
該当 

しません 

⑥  
※※生生物物多多様様性性へへのの影影響響がが想想定定さされれるる工工事事等等をを実実施施
すするる場場合合  
生物多様性に配慮した事業実施に努める 

□ □ □ 

⑦  
※※特特定定事事業業場場ででああるる場場合合  
排水処理に係る水質汚濁防止法の遵守 □ □ □ 

 （（44））環環境境関関係係法法令令のの遵遵守守等等  
申請時 

（します） 
報告時 

（しました） 
該当 

しません 

⑧  みどりの食料システム戦略の理解 □ □  

⑨  関係法令の遵守 □ □  

⑩  環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努める □ □  

⑪  
※※機機械械等等をを扱扱うう事事業業者者ででああるる場場合合  
機械等の適切な整備と管理に努める □ □ □ 

⑫  正しい知識に基づく作業安全に努める □ □  

＜報告内容の確認と個人情報の取り扱いについて＞ 
・本チェックシートにて報告された内容については、農林水産省が対象者を抽出し、実施状況の確認を
行います。 
・記入いただいた個人情報については、本チェックシートの実施状況確認のために農林水産省で使用
し、ご本人の同意がなければ第三者に提供することはありません。 

上記について、確認しました→ □ 
 
注１ ※の記載内容に「該当しない」場合には、該当しませんにチェックを入れてください。 

この場合、当該項目の申請時・報告時のチェックは不要です。 
注 2 事業実施主体が、林業事業体の場合は林業事業体向けのチェックシートを、自治体及びその他の民

間事業者の場合は自治体・民間事業体向けのチェックシートを、それぞれ使用してください。（参考） 
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[様式第３号] 

事業実施主体名              

環境負荷低減のクロスコンプライアンス チェックシート 
（自治体・民間事業者向け） 

 （（11））エエネネルルギギーーのの節節減減  
申請時 

（します） 
報告時 

（しました） 
該当 

しません 

①  
オオフフィィススやや車車両両・・機機械械等等のの電電気気・・燃燃料料のの使使用用状状況況
のの記記録録・・保保存存にに努努めめるる  □ □  

②  
省省エエネネをを意意識識しし、、不不必必要要なな・・非非効効率率的的ななエエネネルルギギーー
消消費費ししなないいこことと（（照照明明、、空空調調、、ウウォォーームムビビズズ・・ククーー
ルルビビズズ、、燃燃費費効効率率ののよよりり機機械械のの利利用用等等））をを検検討討  

□ □  

③  環環境境負負荷荷低低減減にに配配慮慮ししたた商商品品、、原原料料等等のの調調達達をを検検討討  □ □  

 
（（22））廃廃棄棄物物のの発発生生抑抑制制、、適適正正なな循循環環的的なな利利用用及及びび
適適正正なな処処分分  

申請時 
（します） 

報告時 
（しました） 

該当 
しません 

④  プラ等廃棄物の削減に努め、適正に処理 □ □  

⑤  資源の再利用を検討 □ □  

 （（33））生生物物多多様様性性へへのの悪悪影影響響のの防防止止  
申請時 

（します） 
報告時 

（しました） 
該当 

しません 

⑥  
※※生生物物多多様様性性へへのの影影響響がが想想定定さされれるる工工事事等等をを実実施施
すするる場場合合  
生物多様性に配慮した事業実施に努める 

□ □ □ 

⑦  
※※特特定定事事業業場場ででああるる場場合合  
排水処理に係る水質汚濁防止法の遵守 □ □ □ 

 （（44））環環境境関関係係法法令令のの遵遵守守等等  
申請時 

（します） 
報告時 

（しました） 
該当 

しません 

⑧  みどりの食料システム戦略の理解 □ □  

⑨  関係法令の遵守 □ □  

⑩  環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努める □ □  

⑪  
※※機機械械等等をを扱扱うう事事業業者者ででああるる場場合合  
機械等の適切な整備と管理に努める □ □ □ 

⑫  正しい知識に基づく作業安全に努める □ □  

＜報告内容の確認と個人情報の取り扱いについて＞ 
・本チェックシートにて報告された内容については、農林水産省が対象者を抽出し、実施状況の確認を
行います。 
・記入いただいた個人情報については、本チェックシートの実施状況確認のために農林水産省で使用
し、ご本人の同意がなければ第三者に提供することはありません。 

上記について、確認しました→ □ 
 
注１ ※の記載内容に「該当しない」場合には、該当しませんにチェックを入れてください。 

この場合、当該項目の申請時・報告時のチェックは不要です。 
注 2 事業実施主体が、林業事業体の場合は林業事業体向けのチェックシートを、自治体及びその他の民

間事業者の場合は自治体・民間事業体向けのチェックシートを、それぞれ使用してください。（参考） 
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「関係法令の遵守」については、以下の環境関係法令の例をします。 
〇適正な防除 
・農薬取締法（昭和 23 年法律第 82 号） 
・植物防疫法（昭和 25 年法律第 151 号） 等 
〇エネルギーの節減 
・エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和 54 年法律第 49
号） 等 
〇悪臭及び害虫の発生防止 
・悪臭防止法（昭和 46 年法律第 91 号） 
〇廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分 
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号） 
・食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成 12 年法律第 116 号） 
・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号） 
・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成 7 年法律第 112 号） 
・プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（令和 3 年法律第 60 号） 等 
〇生物多様性への悪影響の防止 
・遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成 15 年法律第
97 号） 
・水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号） 
・湖沼水質保全特別措置法（昭和 59 年法律第 61 号） 
・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成 14 年法律第 88 号） 
・鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置法に関する法律（平成 19 年法律第
134 号） 等 
〇環境関係法令の遵守等 
・労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号） 
・環境影響評価法（平成 9 年法律第 81 号） 
・地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号） 
・国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律（平成 19 年法律
第 56 号） 
・森林法（昭和 26 年法律第 249 号） 
・合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（平成 28 年法律第 48 号） 等 
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[様式第４号] 

令和  年  月  日 

 

                 殿 

〒101－0054 

東京都千代田神田錦町 

２－５－１８黒子ビル 

日本特用林産振興会 

会長 小渕 優子 

 

 

令令和和７７年年度度特特用用林林産産物物のの国国際際競競争争力力強強化化・・生生産産性性向向上上対対策策事事業業  

（（需需要要拡拡大大やや生生産産性性向向上上にに向向けけたたモモデデルル的的取取組組のの支支援援））  

助助成成金金交交付付申申請請承承認認通通知知書書  

 

 

 令和  年  月  日付で貴団体から提出のあった申請書は適当であると認め、貴団体を「需要拡大や生産性

向上に向けたモデル的取組の支援」助成金交付規程第７条に基づき下記のとおり承認したことを通知する。 

 また、助成の金額は以下のとおりとする。 

 

記 

 

１．対象となる取組 ：           
 

２．助成金の金額：            円 
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[様式第４号] 

令和  年  月  日 

 

                 殿 

〒101－0054 

東京都千代田神田錦町 

２－５－１８黒子ビル 

日本特用林産振興会 

会長 小渕 優子 

 

 

令令和和７７年年度度特特用用林林産産物物のの国国際際競競争争力力強強化化・・生生産産性性向向上上対対策策事事業業  

（（需需要要拡拡大大やや生生産産性性向向上上にに向向けけたたモモデデルル的的取取組組のの支支援援））  

助助成成金金交交付付申申請請承承認認通通知知書書  

 

 

 令和  年  月  日付で貴団体から提出のあった申請書は適当であると認め、貴団体を「需要拡大や生産性

向上に向けたモデル的取組の支援」助成金交付規程第７条に基づき下記のとおり承認したことを通知する。 

 また、助成の金額は以下のとおりとする。 

 

記 

 

１．対象となる取組 ：           
 

２．助成金の金額：            円 
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[様式第５号] 

 

令和  年  月  日 

 

日本特用林産振興会会長 殿 

 

事業体等名称 

 住 所 

代表者氏名            

 

 

令令和和７７年年度度特特用用林林産産物物のの国国際際競競争争力力強強化化・・生生産産性性向向上上対対策策事事業業  

（（需需要要拡拡大大やや生生産産性性向向上上にに向向けけたたモモデデルル的的取取組組のの支支援援））  

助助成成金金交交付付申申請請変変更更等等申申請請書書  

 

 

標記について、下記の理由（○○（注１））が生じたので、「需要拡大や生産性向上に向けたモデル的取組の支

援」助成金交付規程第９条に基づき変更等申請します。 

 

記 

 

１．対象となる取組               

 

２．変更事由                  

 

３．変更事項（注２） 

  （交付申請書、事業計画書で変更のある事項について記載） 

 

 

(注１) ○○については、変更の場合は「変更」、中止の場合は「中止」、廃止の場合は「廃止」とする。 

(注２) 変更事項は、様式第 2 号の記の様式に準ずるものとする。 

    この場合において、同様式中「事業の目的」を「変更の理由」（中止の場合は「中止の理由」、廃止の場合

は「廃止の理由」）と置き換え、助成金の交付決定により通知された事業の内容及び経費の配分とを容易に

比較対照できるように変更部分を二段書きとし、変更前（中止又は廃止前）を括弧書きで上段に記載するこ

と。 
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[様式第６号] 

 

令和  年  月  日 

 

 

                 殿 

〒101－0054 

東京都千代田神田錦町 

２－５－１８黒子ビル 

日本特用林産振興会 

会長 小渕 優子 

    

 

令令和和７７年年度度特特用用林林産産物物のの国国際際競競争争力力強強化化・・生生産産性性向向上上対対策策事事業業  

（（需需要要拡拡大大やや生生産産性性向向上上にに向向けけたたモモデデルル的的取取組組のの支支援援））  

助助成成金金交交付付申申請請変変更更等等申申請請承承認認通通知知書書  

 

 

令和  年  月  日付で申請のありました、「需要拡大や生産性向上に向けたモデル的取組の支援」助成金

交付申請変更等申請については、同事業助成金交付規程第９条に基づき下記のとおり承認する。 

 

記 

 

１．対象となる取組               

 

２．変更後の助成金の額            円 
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[様式第６号] 

 

令和  年  月  日 

 

 

                 殿 

〒101－0054 

東京都千代田神田錦町 

２－５－１８黒子ビル 

日本特用林産振興会 

会長 小渕 優子 

    

 

令令和和７７年年度度特特用用林林産産物物のの国国際際競競争争力力強強化化・・生生産産性性向向上上対対策策事事業業  

（（需需要要拡拡大大やや生生産産性性向向上上にに向向けけたたモモデデルル的的取取組組のの支支援援））  

助助成成金金交交付付申申請請変変更更等等申申請請承承認認通通知知書書  

 

 

令和  年  月  日付で申請のありました、「需要拡大や生産性向上に向けたモデル的取組の支援」助成金

交付申請変更等申請については、同事業助成金交付規程第９条に基づき下記のとおり承認する。 

 

記 

 

１．対象となる取組               

 

２．変更後の助成金の額            円 
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[様式第７号] 

 

令和  年  月  日 

 

日本特用林産振興会会長 殿 

 

事業体等名称 

 住 所 

代表者氏名            

 

 

令令和和７７年年度度特特用用林林産産物物のの国国際際競競争争力力強強化化・・生生産産性性向向上上対対策策事事業業  

（（需需要要拡拡大大やや生生産産性性向向上上にに向向けけたたモモデデルル的的取取組組のの支支援援））  

助助成成事事業業遅遅延延等等届届出出書書  

 

 

標記について、下記の理由により（予定期間内に完了しない／遂行が困難となった）ため、「需要拡大や生産

性向上に向けたモデル的取組の支援」助成金交付規程第 10 条に基づき届け出ます。 

 

記 

 

１ 助成事業が（予定の期間内に完了しない/遂行が困難となった）理由 

 

 

２ 助成事業の遂行状況 

 

区分 

総事業費 

うち 
（助成金） 
 

 
（円） 

事業の遂行状況  
 
 
 
備考 

〇年〇月〇日までに 
完了したもの 

〇年〇月〇日以降に実施

するもの 
事業費 
うち 
(助成金） 

（円） 

出来高 
比率 
 
（％） 

事業費 
うち 
(助成金） 

（円） 

事業完了 
予定年月日 

       

 

(注１) 括弧内は、該当するものを記載すること。 

(注 2) 助成事業の遂行状況は、届出時点において確認されている直近の遂行状況を記載することと

し、「〇年〇月〇日以降に実施するもの」欄は、完了時期を延期して事業を継続した場合のみ記

載すること。 

(注３) 助成事業の遂行状況が確認できる必要な資料を添付すること。 
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[様式第 8 号] 

 

令和  年  月  日 

 

日本特用林産振興会会長 殿 

 

事業体等名称 

 住 所 

代表者氏名            

 

 

令令和和７７年年度度特特用用林林産産物物のの国国際際競競争争力力強強化化・・生生産産性性向向上上対対策策事事業業  

（（需需要要拡拡大大やや生生産産性性向向上上にに向向けけたたモモデデルル的的取取組組のの支支援援））  

助助成成事事業業実実施施報報告告書書  

 

 

標記について、「需要拡大や生産性向上に向けたモデル的取組の支援」助成金交付規程第 12 条に基づき事

業実施報告書を提出します。 
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[様式第 8 号] 

 

令和  年  月  日 

 

日本特用林産振興会会長 殿 

 

事業体等名称 

 住 所 

代表者氏名            

 

 

令令和和７７年年度度特特用用林林産産物物のの国国際際競競争争力力強強化化・・生生産産性性向向上上対対策策事事業業  

（（需需要要拡拡大大やや生生産産性性向向上上にに向向けけたたモモデデルル的的取取組組のの支支援援））  

助助成成事事業業実実施施報報告告書書  

 

 

標記について、「需要拡大や生産性向上に向けたモデル的取組の支援」助成金交付規程第 12 条に基づき事

業実施報告書を提出します。 
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事業実施結果 

 

（注：事業計画書（様式第 2 号）に準じた様式で、具体的な事業結果を記載する。） 

 

 

実施事業の名称  

1 事業の目的の達成 

1）事業の目的 

の達成 

（事業計画で記載した事業の目的をどの程度達成できたか、具体的に記載して下さい） 

 

 

 

2）事業で設定し

た課題の解決 

（事業計画で記載した課題をどの程度解決できたか、具体的に記載してください） 

 

 

 

2 事業実施結果 

実施結果 

（事業実施結果を具体的に記載して下さい） 

3 事業実施成果 

1）成果物 

（提出する具体的な成果物の内容を記載して下さい） 

2）本事業で得ら

れた効果 

（本事業を実施して得られた効果を具体的に記載して下さい） 
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[様式第９号] 

 

令和  年  月  日 

 

日本特用林産振興会会長 殿 

 

事業体等名称 

 住 所 

代表者氏名            

 

 

令令和和７７年年度度特特用用林林産産物物のの国国際際競競争争力力強強化化・・生生産産性性向向上上対対策策事事業業  

（（需需要要拡拡大大やや生生産産性性向向上上にに向向けけたたモモデデルル的的取取組組のの支支援援））  

決決算算報報告告書書  

 

 

標記について、「需要拡大や生産性向上に向けたモデル的取組の支援」助成金交付規程第 12 条に基づき決

算報告書を提出します。 
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[様式第９号] 

 

令和  年  月  日 

 

日本特用林産振興会会長 殿 

 

事業体等名称 

 住 所 

代表者氏名            

 

 

令令和和７７年年度度特特用用林林産産物物のの国国際際競競争争力力強強化化・・生生産産性性向向上上対対策策事事業業  

（（需需要要拡拡大大やや生生産産性性向向上上にに向向けけたたモモデデルル的的取取組組のの支支援援））  

決決算算報報告告書書  

 

 

標記について、「需要拡大や生産性向上に向けたモデル的取組の支援」助成金交付規程第 12 条に基づき決

算報告書を提出します。 
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事業決算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記助成金額は、税抜・税込である（いずれかに○をすること。）。 

 

（注） 

１ 領収書等証拠書類は別途提出すること 

２ 助成金額「計」には、千円未満を切り捨てた金額とすること 

実施事業の名称  

事業費、助成金額、 

その他自己負担額 

事業費（消費税込）     ：         円 

助成金額          ：         円 

その他自己負担額（消費税込）：         円 

項 目 助成金額 備  考 

（1）賃金 
  

（2）謝金 
  

（3）旅費 
  

（4）需用費 
  

（5）役務費 
  

（6）委託費 
  

（7）使用料及び賃借料 
  

      計 
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[様式第 10 号] 

 

令和  年  月  日 

 

日本特用林産振興会会長 殿 

 

事業体等名称 

 住 所 

代表者氏名            

 

 

令令和和７７年年度度特特用用林林産産物物のの国国際際競競争争力力強強化化・・生生産産性性向向上上対対策策事事業業  

（（需需要要拡拡大大やや生生産産性性向向上上にに向向けけたたモモデデルル的的取取組組のの支支援援））  

助助成成金金請請求求書書  

 

 

標記について、「需要拡大や生産性向上に向けたモデル的取組の支援」助成金交付規程第 12 条の規定によ

り当該事業に係る助成金を下記のとおり請求します。 

  

記 

 

１．対象となる取組 

 

２．請求金額 

 

経費区分 予算額 既受領額 今回請求額 差引残額 

助成金     

 

 

３．振込口座 金融機関名・支店名 

       口座種類・口座番号 

       口座名義（ｶﾀｶﾅ） 
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[様式第 10 号] 

 

令和  年  月  日 

 

日本特用林産振興会会長 殿 

 

事業体等名称 

 住 所 

代表者氏名            

 

 

令令和和７７年年度度特特用用林林産産物物のの国国際際競競争争力力強強化化・・生生産産性性向向上上対対策策事事業業  

（（需需要要拡拡大大やや生生産産性性向向上上にに向向けけたたモモデデルル的的取取組組のの支支援援））  

助助成成金金請請求求書書  

 

 

標記について、「需要拡大や生産性向上に向けたモデル的取組の支援」助成金交付規程第 12 条の規定によ

り当該事業に係る助成金を下記のとおり請求します。 

  

記 

 

１．対象となる取組 

 

２．請求金額 

 

経費区分 予算額 既受領額 今回請求額 差引残額 

助成金     

 

 

３．振込口座 金融機関名・支店名 

       口座種類・口座番号 

       口座名義（ｶﾀｶﾅ） 
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[様式第11号] 

 
令和  年  月  日 

 

日本特用林産振興会会長 殿 

 

事業体等名称 

  住 所 

代表者氏名            

 

 

令令和和７７年年度度特特用用林林産産物物のの国国際際競競争争力力強強化化・・生生産産性性向向上上対対策策事事業業  

（（需需要要拡拡大大やや生生産産性性向向上上にに向向けけたたモモデデルル的的取取組組のの支支援援））  

消消費費税税及及びび地地方方消消費費税税にに係係るる仕仕入入控控除除税税額額報報告告書書  

 

 令和７年〇月○日○日特振第○号をもって助成金交付承認を受けた需要拡大や生産性向上に向け

たモデル的取組の支援に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額については、下記のとおり

報告します。 

 

記 

 
１ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）第 15 条の規定に

よる確定額又は事業実績報告による精算額 
金           円 

 
２ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除額（要国

庫補助金等返還相当額） 
金           円 

 
３ 添付資料 
  記載内容を確認するための書類（確定申告書の写し、課税売上額割合等が把握できる資料、特

定収入の割合を確認できる資料）を添付すること。 
 
 

以上 
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[様式第 12 号] 

令和  年  月  日 

 

                 殿 

〒101－0054 

東京都千代田神田錦町 

２－５－１８黒子ビル 

日本特用林産振興会 

会長 小渕 優子 

 

 

令令和和７７年年度度特特用用林林産産物物のの国国際際競競争争力力強強化化・・生生産産性性向向上上対対策策事事業業  

（（需需要要拡拡大大やや生生産産性性向向上上にに向向けけたたモモデデルル的的取取組組のの支支援援））  

助助成成金金額額のの確確定定通通知知書書  

 

 

令和  年  月  日付で申請のありました、「需要拡大や生産性向上に向けたモデル的取組の支援」助成金

交付申請については、同事業助成金交付規程第 13 条に基づき下記のとおり助成金額を確定し、通知する。 

 

記 

 

１．対象となる取組 

 

２．助成金額 

 

－40－



40 
 

[様式第 12 号] 

令和  年  月  日 

 

                 殿 

〒101－0054 

東京都千代田神田錦町 

２－５－１８黒子ビル 

日本特用林産振興会 

会長 小渕 優子 

 

 

令令和和７７年年度度特特用用林林産産物物のの国国際際競競争争力力強強化化・・生生産産性性向向上上対対策策事事業業  

（（需需要要拡拡大大やや生生産産性性向向上上にに向向けけたたモモデデルル的的取取組組のの支支援援））  

助助成成金金額額のの確確定定通通知知書書  

 

 

令和  年  月  日付で申請のありました、「需要拡大や生産性向上に向けたモデル的取組の支援」助成金

交付申請については、同事業助成金交付規程第 13 条に基づき下記のとおり助成金額を確定し、通知する。 

 

記 

 

１．対象となる取組 

 

２．助成金額 
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[様式第 13 号] 

 

令和  年  月  日 

 

日本特用林産振興会会長 殿 

 

事業体等名称 

  住 所 

代表者氏名            

 

 

令令和和７７年年度度特特用用林林産産物物のの国国際際競競争争力力強強化化・・生生産産性性向向上上対対策策事事業業  

（（需需要要拡拡大大やや生生産産性性向向上上にに向向けけたたモモデデルル的的取取組組のの支支援援））  

助助成成金金概概算算払払請請求求書書  

 

 

標記について、「需要拡大や生産性向上に向けたモデル的取組の支援」助成金交付規程第 15 条の規定によ

り当該事業に係る助成金を下記のとおり概算払い請求します。 

  

記 

 

１．対象となる取組 

 

２．請求金額 

 

経費区分 予算額 既受領額 今回請求額 差引残額 

助成金     

 

 

 

 

 

３．振込口座 金融機関名・支店名 

       口座種類・口座番号 

       口座名義（ｶﾀｶﾅ） 
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 ［様式第 14 号］ 

誓約書 

 

 

 

日本特用林産振興会会長 殿 

 

 

私は、下記第１条を確認し、各号に該当しないことを誓約します。 

また、特用林産物の国際競争力強化・生産性向上対策事業のうち需要拡大や生産性向上に向けたモデル的

取組の支援の実施にあたり、下記第２条から第５条を遵守することを誓約します。並びに、第１条に関する虚偽の

事実、または第２条から第５条に反したことを理由に、日本特用林産振興会（以下「日特振」という。）が当該事業の

助成金交付を中止した場合、これにより生じた損害について、何ら賠償ないし保証することを求めません。また、日

特振が既に支払った助成金については返還することを誓約します。 

 

年    月    日 

 

                    事業体等名称 

 住 所 

代表者氏名            

 

                          

 

記 

 

（属性要件） 

第 1 条  私（法人又は団体を含む。以下同じ。）は、次の各号に該当しません。 

(１)   法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は

支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、

その経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法

第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である。 

(２)   役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもっ

て、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。 

(３)   役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは

積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。 

(４)   役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。 

(５)   役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。 

 

（行為要件） 

第２条  私は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をしません。 

(１)   暴力的な要求行為 

(２)   法的な責任を超えた不当な要求行為 

(３)   取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力行為を用いる行為 

(４)   偽計又は威力を用いて担当者等の業務を妨害する行為 

(５)   その他前各号に準ずる行為 

 

（表明確約） 

第３条  私は、第１条の各号及び第２条各号のいずれにも該当しないことを表明し､かつ、将来にわたっても該当

しないことを確約します。 
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 ［様式第 14 号］ 

誓約書 

 

 

 

日本特用林産振興会会長 殿 

 

 

私は、下記第１条を確認し、各号に該当しないことを誓約します。 

また、特用林産物の国際競争力強化・生産性向上対策事業のうち需要拡大や生産性向上に向けたモデル的

取組の支援の実施にあたり、下記第２条から第５条を遵守することを誓約します。並びに、第１条に関する虚偽の

事実、または第２条から第５条に反したことを理由に、日本特用林産振興会（以下「日特振」という。）が当該事業の

助成金交付を中止した場合、これにより生じた損害について、何ら賠償ないし保証することを求めません。また、日

特振が既に支払った助成金については返還することを誓約します。 

 

年    月    日 

 

                    事業体等名称 

 住 所 

代表者氏名            

 

                          

 

記 

 

（属性要件） 

第 1 条  私（法人又は団体を含む。以下同じ。）は、次の各号に該当しません。 

(１)   法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は

支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、

その経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法

第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である。 

(２)   役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもっ

て、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。 

(３)   役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは

積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。 

(４)   役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。 

(５)  役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。 

 

（行為要件） 

第２条  私は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をしません。 

(１)   暴力的な要求行為 

(２)   法的な責任を超えた不当な要求行為 

(３)   取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力行為を用いる行為 

(４)   偽計又は威力を用いて担当者等の業務を妨害する行為 

(５)   その他前各号に準ずる行為 

 

（表明確約） 

第３条  私は、第１条の各号及び第２条各号のいずれにも該当しないことを表明し､かつ、将来にわたっても該当

しないことを確約します。 
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２  私は､前２条各号の一に該当する行為を行った者(以下｢解除対象者｣という。)を再請負人等（再請負人（再

請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。）受任者（再委任以降の全ての受任者を含む。）及び再

請負人若しくは受任者が当該事業に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。）とし

ないことを確約します。 

 

（再請負契約等） 

第４条  私は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約

を解除し、又は再請負人に対し当該解除対象者（再請負人等）との契約を解除させます。 

 

（不当介入に関する通報・報告） 

第５条  私は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標榜ゴロ等の反社会勢力から不

当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人

等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を報告するとともに、警察への通報及び捜査上

必要な協力を行うものとします。 
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目的

ウルシ原木直径が最小で１本当たりの採取量２００gを確保でき

る原木の太さを把握し漆掻き従事者の生産力向上による所得

を確保する

細木でのウルシ原木採取試験事業

中間報告会

- 岩手県浄法寺漆生産組合 -

令和7年度特用林産物の国際協力強化・生産性向上対策事業
（需要拡大や生産性向上に向けたモデル的取組の支援）
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・岩手県浄法寺漆生産組合 

－45－



① 植栽して１０年程度

・ 漆掻き職人 ： 谷田部 文彰

・ 場所 ： 二戸市浄法寺町明神沢４８-１４

・ 採取本数 ： ７０本

現在の実施内容

① 植栽して１０年程度で直径８㎝～１０㎝程度で採取

② 萌芽更新して１５年程度の直径８㎝～１０㎝で採取

③ 浄法寺漆認証委員会へのヒアリング

④ 成分分析＆硬化試験

－46－
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② 萌芽更新して１０年程度

・ 漆掻き職人 ： 瀬古 昌幸

・ 場所 ： ① 二戸市米沢字沢内７０－１

② 二戸市下斗米字坂本７

・ 採取本数 ： ① ４０本

② ４０本

・ 採取量 ⇒ ８，９９０ ｇ

・ １本当たり ⇒ １２８ ｇ （細木以外：３７６ｇ／本）

－48－



① 二戸市下斗米字坂本７

① 二戸市米沢字沢内７０－１

－49－



・ 採取量 ⇒ ６，１４０ ｇ

・ １本当たり ⇒ ７６ ｇ （細木以外：２１８ｇ／本）
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③ 浄法寺漆認証委員会へのヒアリング

・ 使ってみなければ分からないが、影響はないのでは

・ 匂いについて、違いはない

・ 細木はボタボタ漆がこぼれるため、粘りがある

・ 生育年数によって漆の品質が変わるのでは

③ 浄法寺漆認証委員会へのヒアリング

・ 認証委員に細木で採取した漆を見てもらいました
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今後の事業予定について

・ 報告書の作成

・ 請求書の支払い

・ 成分分析＆硬化試験結果を日光社寺文化財保存会へ

報告及び意見交換（Ｒ８年１月中旬）

④ 成分分析&硬化試験

・ 成分分析用の漆は提供済み

・ Ｒ８年１月上旬に完了予定

－52－
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事業実施の背景と3つの目標

放置竹林問題の深刻化

山口県内に約4,800haの放置竹林が存在し、 景観の悪化・生態系への悪影響・災害リスクの増大が課題となっています。 未利用バイオマ
ス資源としての活用が急務です。

技術確立

高温域燃焼特性・安全性・品質の標準化を確
立し、実用化に向けた技術基盤を構築

低コスト生産

伐採～運搬～成形～乾燥工程の効率化を図
り、コスト競争力のある製品を実現

循環ループ構築

伐採→製造→利用→灰資源活用の地域内循環
を実現し、持続可能な地域モデルを構築

2

令和７年度モデル的取組の支援事業
放置竹林対策×再生エネルギー 新型薪『バンブーログ®』開発プロジェクト

一般社団法人山口県産業ドローン協会
実施事業者

1
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製品の特徴と開発技術

製品概要 バンブーログは、竹林問題の解決という社会的ニーズと、アウトドア・暖房用途における「安定燃焼」という実用的なニーズを
両立させるために開発を目指す高性能固形燃料です。

ハイブリッド構造

竹筒内部に5mm～1cmの粉砕材を充填

バインダーを混合して高密度化
外殻（竹筒）＋内芯（燃料混合物）の構造

竹筒を容器として活用

特殊な設備を必要とせず、誰でも簡単に作成・利用できることを目指し、
従来の薪や炭と同等に使える、高効率で安定した火力を提供する燃料として、普及を目指しています。

目指す価値

作成の簡便性：地域での分散型生産を見据えて

製造工程を簡素化することで、竹林所有者や地域住民など、
多様な人々が燃料生産に参画しやすくなります。これは、地域活性化と
竹林問題解決の「担い手」を増やすことにつながります。

・地域資源活用の促進

・自然素材の活用
・分散型製造の実現

簡便性により、一つの工場で集中生産するのではなく、地域ごとの
小規模な拠点で燃料を製造・供給する「分散型生産」の実現を可能にします。

4

【課題】竹燃料化における技術的難題

竹（空洞構造）

① 低密度による燃焼持続性欠如

② 不安定な燃焼挙動

③ 品質管理の困難さ

薪（密実構造）

高密度で燃焼持続性◎

安定した燃焼挙動

品質管理が容易

技術的課題の本質

竹の空洞構造は、燃料としての低密度・不安定性・品質管理困難という3つの大きな技術的課題を抱えています。
これらの課題を解決することが、竹資源の燃料化活用に不可欠です。

VS

3
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実験概要：段階的比較（計9回）
実用可能な竹燃料の製造条件を確立

測定方法

ドラム缶内部/外部温度を5分間隔で計測

燃焼挙動を観察・記録

燃焼時間の測定と比較

比較軸

含水率（水分率）の影響

添加剤（カオリン・粘結材）の効果

加工方法（湿式/乾式）の違い

原料部位（節/穂先）の特性

レーザーマーカー付赤外線放射温度計(
高温モデル)

測定器具
赤外線水分計

ドラム缶3つ同時に燃焼させ比較

6

技術的課題の解決策：カオリンの役割

 クリンカ生成メカニズムの再確認

竹はカリウム（K）が高濃度で含まれるため、燃焼時に低融点の溶融灰を生成し、クリンカの原因となる。

この現象がボイラーの熱効率低下、運転停止の最大の要因。

金剛カオリン
 カオリンの混合：融点上昇によるクリンカ抑制

カオリン（Al₂Si₂O₅(OH)₄）を粉砕材に添加。

燃焼時に蒸発したカリウム（K）が、カオリンのAl・Siと反応し、融点が高い複合化合物を生成。
結果、灰の軟化開始温度が100~200°C向上し、溶融しない安定した粉末状の灰となる。

 温度制御効果：不燃性カオリンによる温度低減

不燃性のカオリンを添加することで、燃焼温度を下げる効果。
カオリンの熱容量により、局所的な温度上昇を抑制。
急激な温度変動を抑制し、安定した燃焼を維持。

加工方法は、竹チップを粉砕した後、他の配合材と一緒に混ぜて詰めるのみ。
カオリンの混合は、特殊な大規模設備や複雑な工程を必要としません。

現場での調整が容易

これにより、中小規模の製造拠点でも容易に導入し、だれでも加工可能で安定
的な燃料生産を可能にします。

5
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フェーズII：粉砕材最適配合（第6，8回）
クリンカ対策と持続性の両立

第6，8回実験：カオリン配合率別 温度推移比較 実験条件

観察結果

結論

A群︓竹筒（縦割り竹材）
B群︓竹節粉砕材

C群︓穂先粉砕材（カオリン5％）
D群︓竹節粉砕材（カオリン5％）

竹筒（縦割り竹材） 竹節粉砕材

A群︓ 燃焼時間は申し分ないが温度が高くなりすぎることが課題
加工のしにくさも懸念。

B群︓同じく温度が高くなりすぎることが課題。 

C群︓ 温度が500℃で安定。 整形のしやすさも加味してバランスが良い
D群︓カオリンなしに比べて安定した燃焼。詰めにくさがネックか︖

現行の「穂先」利用が最適 B 群（穂先+カオリン）は、最高温度では節に 若干劣るものの、
安定した燃焼推移を示している。
何より、成形のしやすさ（圧縮性） や添加剤との混合性が良好であり、製品としての品質安定性が高い
。

8

フェーズI：含水率とカオリンの影響（第1～5回）
燃焼性確保のための水分率最適化

第4，5回実験：含水率別 温度推移比較 実験条件
A群︓カオリン2%、含水率40％
B群︓カオリン5％、含水率35％

C群︓カオリン2％、含水率20％以下
D群︓カオリン5％、含水率20％以下

観察結果

A群︓ 煙が多く、含水率の影響で内部未燃焼部分が残存。
B群︓内部燃焼は進行したが、煙の発生が顕著。 

結論
原料の水分率は20%以下の維持が、安定燃焼を継続させるかつ煙の抑制になるため前提条件とする。

C群︓ 燃焼開始直後は高温でよく燃えたが、持続性は短く20分で終了。 
D群︓燃焼は安定しており、30分時点でも外部・内部共に燃焼を継続。

カオリンは2％と比べ、5％が燃焼時間を安定させる。

A群︓未燃焼部（３０分経過時
）

7
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まとめと今後の計画

モニタリングの実施

ユーザーの意見を求める為、計8人のユーザーに使用データを取得してもらう。
より使用感についてフィードバックを期待。またメンテナンスなど使用感を教え
てもらう。

フィードバックの形式

今後のスケジュール

2025年11月

モニタリング
前半実施

2025年12月
中間発表会
モニタリング

中間

2026年1月

モニタリング後半
最終報告

11月 12月 1月

・使用記録日誌（必須）: 着火時間、使用環境、燃焼時間を記録。

・ヒアリング/アンケート: 上記の重点項目について、
自由記述および5段階評価で詳細な感想を回答。

10

バンブーログの最適製造条件
8回の燃焼実験から導き出された最適解

原料水分率

20%以下の維持

安定燃焼と成形強度の両立
高水分は不完全燃焼の原因
20%以下で安定した燃焼継続

カオリン添加率

5%混合が最適

クリンカ抑制と燃焼持続性の最大化

2%では効果が不十分
5%で最も高い燃焼効率

混合方法

乾式混合を採用

低コストで容易な製造ラインを実現

湿式は再乾燥コストが高い
乾式で工程簡素化

原料部位

穂先部分を主体

加工適性と燃焼バランスに優れる

節は成形困難・燃焼速すぎ
穂先が加工適性最高

これらの条件を満たすことで、安定した品質を持つ国産バイオマス燃料「バンブーログ」を実現

9
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ご清聴ありがとうございました
ご質問を承ります

実施事業者

一般社団法人
山口県産業ドローン協会

TEL
090-1894-3529

E-mail

office@y-drone.com

11
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500年の歴史を有する茶の湯炭 能勢菊炭（池田炭）

○能勢菊炭（池田炭）

１．当地域の伝統的な菊炭とは

茶の湯炭はクヌギの黒炭で、室町末期から江戸初期に、茶の湯
の師匠、武野紹鴎、千利休らにより改良されたといわれている。

関東では佐倉炭、関西では池田
炭が有名で、特に池田炭が茶の湯
炭として評価が高く、また、歴史
も古い。

※岸本定吉先生 著書：「炭」

2

令和7年度特用林産物の国際競争力強化・生産性向上対策事業
（需要拡大や生産性向上に向けたモデル的取組の支援）

「伝統的な菊炭生産土窯の
生産性向上に向けた改良と後継者に

つなぐための伝承事業」

中間報告

合同会社 能勢さとやま創造館

1
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茶の湯炭の品質

３．良い茶の湯炭（能勢菊炭）

火力が強く長持ちがすることは前提として

【茶の湯炭として要求される条件】
①断面が真円に近いこと
②切口が菊の花のように中心から放射状に割れていて
割れ目が細かく、均一であること
③樹皮が薄いこと
④樹皮が柳肌のように滑らかなこと
⑤樹皮は密着していて崩れないこと
⑥燃焼したとき、ほのかにクヌギの香がすること
⑦燃え尽きたあと白い菊の花のように灰が残ること

※岸本定吉先生 著書：「炭」

4

産地と集散地

２．伝統的な菊炭の産地

おもな産地は、いわゆる奥能勢といわれる山奥であ
るが、製品が交易市場の池田を経由して諸国に運ばれ
その名が知れわたった木炭である関係から、もともと
の産地名と異なる「池田炭」という俗称がつけられた
ものであって、木炭の種類は、黒炭窯（土窯）で造っ
たクヌギの黒炭に属するものである。

※浜口隆先生 著書：茶のお炭の話

池田炭（能勢菊炭）が茶の湯炭として定評があるの
は、池田炭を生産する大阪府池田市東方猪名川流域一
帯が、クヌギの生長に適した土地で良質のクヌギ材が
得やすく、また粘土質の土が特殊な池田窯をつくるの
に適していたといわれている。

※岸本定吉先生 著書：「炭」

3
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提提案案者者

合合同同会会 社社能能勢勢ささととややまま創創造造館館
課題と目的

課題解決の方法

実施体制・連携グループ

事業内容（具体的な実施項目）

【【テテーーママ】】伝伝統統的的なな菊菊炭炭生生産産土土窯窯のの生生産産性性向向上上にに向向けけたた
改改良良とと後後継継者者ににつつななぐぐたためめのの伝伝承承事事業業

事 業 概 念 図

【課題】
・異常気象による生産性の低下。菊炭の品質安定と収量確保が困難。
・窯の整備は隣接する振興住宅地への排煙による影響が懸念される。
・伝統的な窯の築造に関する知識や経験者が不足しており、技術継承に大き
な障壁となっている。

【目的】
・気候変動の影響を受けない窯の築造。
・製炭による排煙を可能な限り減量化する。
・若手後継者の伝統菊炭窯築造等の知識と技術の習得。

・実施主体は合同会社能勢さとやま創造館 ４名
・若手後継者（菊炭製炭季節作業協力者） ６名
・近隣土木事業者（炭焼き経験者）
・環境評価等コンサルティング会社

（１）防水除湿構造を持つ伝統改良窯１基の築造
防水除湿コンクリート基礎の上に伝統の菊炭土窯（製炭量0.5ｔ）を築造する。
（２）排煙ろ過装置１基の整備
築造した窯に排煙ろ過装置を整備する。
（３）木酢液採取装置１基の整備
築造した窯に木酢液採取装置を整備する。
（４）窯築造技術を習得した若手後継者の育成
事業全体において若手後継者の参加で知識や経験を得る機会とする。
（５）詳細な築窯・製炭技術のデータ資料の記録と保存
専門者指導で正確な資料のまとめと保存。

現在の菊炭用伝統土窯（地面直設置）↑

①除湿構造を持った菊炭窯の築造。
②排煙量の軽減のための排煙ろ過装置と木酢液の採取装置を整備。
③若手後継者と伝統の菊炭生産土窯築造の計画を共に行ないデータ記録整
理保存を行う。

写真・図等 ↓能勢菊炭

↑茶の湯炭

6

○○伝伝統統的的なな菊菊炭炭生生産産土土窯窯のの生生産産性性向向上上にに向向けけたた改改良良とと
後後継継者者ににつつななぐぐたためめのの伝伝承承機機会会のの創創出出

４．伝統的産地での継承活動の課題

①古来より受け継がれてきた伝統的な菊炭生産土窯の製炭量は湿気に
大きく左右される。
②集落環境も変化し製炭工程の排煙も減量等対策が必要となっている。
③全国的にも製炭業は担い手不足で産業存続の危機にある。
④伝統的産地であるが近年伝統窯の築造実績が４０年間無い。
⑤黒炭だが茶の湯炭としての品質の条件がありその品質を守り続ける
炭焼き技術の継承が必要。

これらのことから全国的・歴史的に希少な「能勢菊炭（池田炭）」の土窯の
築造と後継者につなぐための伝承機会が必要。

5
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２）排煙ろ過装置の整備

３）木酢液採取装置の整備

築造した窯に排煙ろ過装置及び木酢液採取装置の設置により、

排煙の軽減を図ると共に、木酢液の効率的な採取につなげる
※現在窯の試運転を行っており、

右写真のような排煙がある

こうした排煙の軽減と木酢液の

効率的採取のための装置の

設置に向けた作業を行っている

【排煙、木酢液装置の設置場所】

8

５．課題解決に向けた事業の実施状況
１）防水除湿構造を持つ伝統改良窯１基の築造

防水除湿コンクリート基礎の上に伝統の行く菊炭土窯を築造する
・雨水の流れの影響を受けにくく、日当たりの

良さや冬季の風向き、アクセスの良さ等の

条件を満たす場所を選定

・窯の築造場所の底面及び四方の側面に

コンクリートブロックを積み基礎をつくり、

←← 防水を図る

7
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【会議風景】 【窯場所の選定】

【コンクリート基礎施工】 【くどの設置】

10

４）窯築造技術を習得した若手後継者の育成

①若手担い手を中心に積極的な意見交換、情報共有
等を行う「菊炭を繋ぐ会議」
〇第1回（8月15日）、第2回（9月16日）、第3回（10月2日）

②土窯築造工事（9月～11月）
〇窯場所選定、窯床及び壁施工、窯天井部の施工、窯型焼き落とし

③試験焼き
〇第１回11月3日、第2回11月17日、第3回12月1日

9
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【窯型の木材設置】 【窯型の天井部成形】

【窯天井部の土築固め】【窯型の天井部仕上げ】

12

【会議及び窯床型の製作】 【窯床型とり】

【窯壁堀り】 【窯壁堀り】

11
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【窯型焼き落とし】 【焼き落し灰出し】

窯内部の点検】【焼き落し時の窯内部の状態】

14

【窯天井部土固め】 【窯理口石組】

【新窯落成式・焼き落とし祈祷】【窯天井部築固め仕上げ】

13
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【第1回試験焼き炭出し】 【窯内部製炭の状態】

【炭出し】【製炭の状態】

16

【第1回試験焼き・これまでの振り返り】 【第1回試験焼き原木立て込み】

【試験焼き】【第1回試験焼き原木立て込み】

15
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５）詳細な築造・製炭技術のデータ資料の記録と保存

専門者の指導で正確な資料のまとめと保存

・築造行程表の作成

・作業工程、研修会等の記録写真撮影

・アンケート他、若手担い手の意見等を記録

18

４）窯築造技術を習得した若手後継者の育成

④外部講師を招いた勉強会の開催
菊炭の歴史的、文化的背景及び自然環境との共生の観点から勉強会を行い、若手

担い手の自信と今後への意欲を高める

〇「茶道文化と菊炭～炉中の主役」

日 時：令和7年12月16日（火） 午後2時から4時30分

講 師：裏千家業躰 鮒子田宗恵先生

〇「（仮）自然と共に生きる菊炭」

※現在講師予定者と検討中

⑤勉強会の受講前及び受講後でアンケートを実施
受講後の学び、受講前後の気持ちや意欲の変化等を把握する

17
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６．今後の取り組み
１）排煙ろ過装置、木酢液採取装置の設置と試運転

２）第2回研修会の開催

４）今回の事業における築造・製炭技術のデータ資料の整理及び保存

５）今回の事業全体を通した振り返り会議の開催

20

窯
築
造
行
程
と
進
捗
状
況

8月
月 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

会
議
等

25日
第1回

「菊炭を
繋ぐ会
議」

（現場確
認、事業
説明と課
題の共

有、工法
確認等）

16日
第2回
「菊炭を
繋ぐ会
議」
（現場、
図面等確
認、今後
の取り組
み等への
意見交換
等）

2日
第3回
「菊炭を
繋ぐ会
議」（進
捗状況と
今後の試
運転実施
方法等確
認
窯模型作
成）

1122日日
中中間間報報告告
会会

設
計

25日
現場確認

新窯図面
作成

基
礎
工
事
及
び
新
窯

築
造

8日
基礎工事
着工

　 〇日
新窯本体
部分の築
造完了
※今後は
周辺部の
環境整備
が必要

15日
・御祓い
及び火入
れ式
・第1回
試運転開
始

17日
・窯出し
・第2回
試運転開
始

1日
・窯出し
・第3回
試運転開
始

研
修

16日
裏千家業
躰先生に
よる研修
会

9月 10月 11月 12月

・ライン等にて新窯の運転状況を常に発信共有

・ライン等にて新窯の築造状況を

常に発信共有

新窯築造実践研修 試運転毎に新窯の特性や課題をチームで確認

次回試運転に向けて課題克服を考える

19
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中間報告会における発表資料 
 

・有限会社 谷地林業 
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①炭窯における排熱再利用の検証

・熱変換デバイス等を用いた炭窯（土窯）の排熱による発電分析。
・発電分析後の再利用方法、費用対効果等の検討。
・地域生産者団体の会議での情報共有（講演実施）。

②新規用途での活用方法と付加価値化検討

・木炭の成分分析、試験粉砕（パウダー化）。
・取引先飲食店や製造業へのパウダー木炭紹介（普及活動）。
・パウダー木炭を使用する新たなメニュー、商品等の開発企画。

本件事業内容

２Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd.

【中間報告】

令和7年度需要拡大や生産性向上に向けた
モデル的取組の支援事業

１Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd.

日本特用林産振興会 御中
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①炭窯における排熱再利用の検証

4Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd.

１）現場下見 ： 10/24（金)実施

担当者が弊社訪問し、製炭現場（炭窯）の下見を実施。

○炭窯の温度状況

○調査器具設置場所・方法の検討

○調査方法の検討

→ 現地調査時に実際に機器を設置して調査するポイントを検討。

11月に現地調査を実施することで調整。

①炭窯における排熱再利用の検証

３Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd.
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２）現場調査 ： 11/13(木)～14（金)実施

調査装置を設置し、一晩おいて翌日のAMまでデータを収集。

設置場所 ： １）炭窯入口
２）煙突側（煙道上部）

                       3)着火時の窯口 ※スポット計測

①炭窯における排熱再利用の検証

6Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd.

炭窯への設置作業 煙突側での設置作業

参考） 炭化炉の温度状況 ※本事業対象外

5Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd.
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現場調査の様子 ： ２)炭窯 煙突側（煙道上部）

①炭窯における排熱再利用の検証

8Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd.

器材設置した炭窯の煙突側

現場調査の様子 ： 1)炭窯入り口

①炭窯における排熱再利用の検証

7Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd.

器材設置した炭窯入り口
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３）今後の予定

調査で取得したデータの取りまとめの上、発電での可能性を検討

★炭窯で取得したデータの分析 （熱回収効率や発電量）

★製炭における発電量の見込み

★発電装置導入した場合のコスト、具体的な利用方法など

1２月～1月の間で取りまとめし、事業報告を実施予定。

①炭窯における排熱再利用の検証

10Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd.

現場調査の様子 ： ３)着火時の窯口 ※スポット計測

①炭窯における排熱再利用の検証

9Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd.

着火作業開始時の計測
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②新規用途での活用方法と付加価値化検討

＜商品化に向けた検討＞

１） 製造工程
２） 各所との調整

・ 保健所
・ 調査機関
・ 粉砕、加工先
・ 企画協力先
・ ユーザー候補

＋社内の理解

うちの会社で「食べられる炭」？？

12Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd.

②原材料：広葉樹（ナラ） ③専用炭窯にて炭化
①久慈市周辺森林にて
原木を伐採 ④木炭取出し（固形）

⑤粗粉砕（粉～粒）⑥微粉砕作業⑦微粉炭（パウダー）⑧製品化（袋詰め）

県外加工工場（HACCP対応）県内法人

※写真はイメージです※写真はイメージです

②新規用途での活用方法と付加価値化検討

木炭パウダー化 工程図（現状）

11Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd.
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２）袋詰め作業・容器検討

粉じんが舞うこともあり、容器や作業工程を何度も調整。

14Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd.

木炭パウダー

100g入り ５00g入り

confidential②新規用途での活用方法と付加価値化検討

容器イメージ

１）検査実施→粉砕・加工作業

13Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd.

製品化（袋詰め）微粉砕作業 微粉炭（パウダー）

加工工場（HACCP対応） 県内法人

※写真はイメージです

黒炭製造

谷地林業

菌類・重金属等の食品検査実施済み

※成分分析を追加で実施予定

②新規用途での活用方法と付加価値化検討
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みんなと築く これからの１００年。

16Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd.

15Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd.

confidential②新規用途での活用方法と付加価値化検討

３）今後の予定

１．製造したサンプルを飲食店や製造業へ提供 ※現在、対応依頼中

★実際にパウダーを活用したメニュー（料理・ドリンク等）の検討

★出来上がったメニューの画像やレビューの取得

２．自社でのPR対応、商品／付加価値化推進

★新商品化に向けたデザイン

★チラシ・WEBページの構築

★提供先とのコラボレーション等による付加価値化推進
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別添４-１ 

 

 

 

 

 

実績報告と成果報告会発表資料 
 

・岩手県浄法寺漆生産組合 
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別添４-１ 

 

 

 

 

 

実績報告と成果報告会発表資料 
 

・岩手県浄法寺漆生産組合 

81 
 

①岩手県浄法寺漆生産組合 
事業実施結果 

 

（注：事業計画書（様式第 2 号）に準じた様式で、具体的な事業結果を記載する。） 

 

 

 

実施事業の名称 細木でのウルシ原木採取試験事業 

1 事業の目的の達成 

1）事業の目的 

の達成 

（事業計画で記載した事業の目的をどの程度達成できたか、具体的に記載して下さい） 

ウルシ原木直径 15 ㎝未満より採取できるか検証した事業である。岩手県林業技術センタ

ーの研究成果である胸高直径８㎝以上では１本当たり平均 192g を確保することが出来るこ

とから、ウルシ原木の太さは直径８㎝～10 ㎝以下で採取した。目標値を 200g に設定した

が、本来採取できる採取量よりも６割以上少なくなった。品質については、通常出荷されて

いる「浄法寺漆」と遜色ないことが分かったが、漆の使い手からは「実際使ってみないと分

からない」という意見が寄せられたが、採取者の漆の品質を考慮しながらブレンドすることに

より使用できるのではないかという意見も寄せられた。今後については、採取量及び品質

結果を基に漆掻き従事者の生産量確保に向けた採取時期の検討を図りたい。 

2）事業で設定し

た課題の解決 

（事業計画で記載した課題をどの程度解決できたか、具体的に記載してください） 

細木のウルシ原木採取による数量の把握、漆の成分分析による数値の把握及び品質検証

を実施することができたが、生産量向上による漆掻き従事者の所得の確保に繋げることは

できなかったが、細木を採取するうえで採取量の予測をたてるデーターを集めることはでき

た。 

2 事業実施結果 

実施結果 

（事業実施結果を具体的に記載して下さい） 

・2025 年４月 試験圃場の確保 

・６月～10 月 漆掻き作業 

・８月～12 月 成分分析等の品質調査 

・2026 年１月 日光社寺文化財保存会にて成分分析の結果等の報告及び意見交換 

          報告書作成完了 

3 事業実施成果 

1）成果物 

（提出する具体的な成果物の内容を記載して下さい） 

細木でのウルシ原木採取試験事業報告書 

2）本事業で得ら

れた効果 

（本事業を実施して得られた効果を具体的に記載して下さい） 

ウルシ原木の直径が短いことから辺の長さを伸ばすことが出来ないことにより採取量が増え

ることが難しいことが分かった。今後については本事業の結果をふまえ漆を採取する時期

を検討していきたい。 
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提案者

岩手県浄法寺漆生産組合

※※申申込込ＮＮｏｏ

課題と目的

課題解決の方法

実施体制・連携グループ

事業内容（具体的な実施項目）

【【テテーーママ】】細細木木ででののウウルルシシ原原木木採採取取試試験験事事業業

【様式第３号】 事 業 概 念 図

ススケケジジュューールル 6月月 7月月 8月月 9月月 10月月 11月月 12月月 1月月 2月月

【課題】
・二戸市のウルシ原木調査によると、これまで採取される際に標準と
されていた直径15㎝以上の確保が数年で不足することが予測される
ことから、細木を採取しなければいけない

【目的】
・ウルシ原木直径が最小で１本当たりの採取量200gを確保できる原
木

の太さを把握し漆掻き従事者の生産量向上による所得確保につなげる

①細木でのウルシ原木採取試験
・植栽して10年程度で直径８㎝～10㎝程度で採取（80本程度）
・萌芽更新して15年程度の直径８㎝～10㎝程度で採取（80本程度）

②漆の成分分析
・岩手県工業技術センターにて、成分分析及び硬化試験を実施
・浄法寺漆認証委員会にて、漆の品質調査
・日光社寺文化財保存会にて、漆の品質調査

写真・図等

・岩手県浄法寺漆生産組合（実施主体）
・二戸市役所 漆の郷づくり推進課、日本うるし搔き技術保存会、岩
手県工業技術センター、浄法寺漆認証委員会、日光社寺文化材保存会、
浄法寺うるしび合同会社

①細木でのウルシ原木採取試験

・植栽や萌芽更新の年数により樹皮の固さが違うことから２パターンで
の漆採取を実施する。
⑴植栽して10年程度で直径８㎝～10㎝程度で採取（80本程度）
⑵萌芽更新して15年程度の直径８㎝～10㎝程度で採取（80本程度）

細木であっても、一定量（約200g）を確保することができるか検証する

②漆の成分分析

・若木や細木であることから、漆の成分や品質に影響を及ぼす可能性が
あることから、成分分析等を実施する。
⑴岩手県工業技術センターにて、成分分析等を行う品質調査を実施
⑵浄法寺漆認証委員会にて、出荷前の品質調査を実施を実施
⑶国宝・重要文化財の修復に精通している団体にて品質調査を実施

・試験採取協力謝金 1,455,000円
・現地ヒアリング旅費 352,000円
・分析用漆購入費に係る需用費 286,880円
・報告書印刷費 220,000円
・成分分析手数料 276,000円
・図面制作委託費 440,000円

計 3,033,000円

主な経費

漆掻き試験採取 報告書作成

成分分析及び品質調査

漆掻き作業イメージ細木のウルシ原木

2

令和７年度 

特用林産物の国際競争力強化・生産性向上対策事業 

（需要拡大や生産性向上に向けたモデル的取組の支援） 

 

細木でのウルシ原木採取試験事業 

報告書 

 

岩手県浄法寺漆生産組合 

 
1
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２．事業の内容 

（１）細木でのウルシ原木採取試験 
植栽や萌芽更新の年数により樹皮の固さが違うことから２パターンでの漆採取を実施した。 

 

①植栽して約10年程度で直径８㎝～10㎝のウルシ原木で採取 
採取者：瀬古 昌幸 氏 
採取本数：80本(２ヶ所、各40本） 
採取期間：令和７年７月６日 ～ 10月28日 
採取量：6,140g（76g/本）※細木以外の１本当たりの採取量：218g/本 
採取場所：岩手県二戸市米沢字沢内70-1、岩手県二戸市下斗米字坂本７ 

②萌芽更新して約15年程度で直径８㎝～10㎝のウルシ原木で採取 
採取者：谷田部 文彰 氏 
採取本数：70本 
採取期間：令和７年６月11日 ～ 10月21日 
採取量：8,990g（128g/本）※細木以外の１本当たりの採取量：376g/本 
採取場所：岩手県二戸市浄法寺町明神沢48-14 

 

 
4

１．事業概要等 

（１）事業の目的 
二戸市のウルシ原木調査によると、これまで採取される際に標準とされていた直径15㎝

以上の原木が数年で不足することが予測され、直径15㎝未満の原木を活用した採取が必要
となる。このため、今後の原木資源の有効活用に向け、直径が最小で１本当たりの採取量
200gを確保できる原木の太さを把握し漆掻き従事者の生産量向上により所得確保につなげ
る。 

 
（２）事業で設定する課題 
・生産量向上による漆掻き従事者の所得の確保 
・データの収集による採取量の把握及び予測 
・漆の成分分析の数値把握及び品質検証 
 
（３）課題解決の方法 

植栽して10年程度及び萌芽更新して15年程度の直径８㎝～10㎝程度のウルシ原木を採
取した際の採取量を調査する。 

 
（４）本事業で得られる効果 

細木の原木から漆の採取量を確保することが証明されることで、漆掻き従事者の所得確
保及び、社寺仏閣を中心とした需要量約２ｔへの安定供給を早急に実現する。また、細木
での漆掻きが確立されることにより今後、漆林の耕作放棄地への植栽や萌芽更新の徹底に
より循環率を高めることで漆林所有者の所得向上つなげ、漆林循環のモデル地域となる。 3
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■ 谷田部氏採取量 

辺数 採取量(細木) 総採取量(細木) １本当たり採取量(細木) １本当たり採取量(通常)

2 40 40 0.57 1.11 
3 80 120 1.14 2.96 
4 130 250 1.86 6.15 
5 220 470 3.14 10.59 
6 260 730 3.71 13.19 
7 340 1,070 4.86 12.30 
8 330 1,400 4.71 13.78 
9 340 1,740 4.86 12.96 
10 300 2,040 4.29 14.59 
11 330 2,370 4.71 13.78 
12 430 2,800 6.14 20.07 
13 520 3,320 7.43 20.74 
14 600 3,920 8.57 25.78 
15 530 4,450 7.57 27.33 
16 530 4,980 7.57 25.93 
17 610 5,590 8.71 27.63 
18 530 6,120 7.57 24.74 
19 550 6,670 7.86 21.93 
20 540 7,210 7.71 21.26 
裏目 1,780 8,990 25.43 59.70 

6

辺数 採取量(細木) 総採取量(細木) １本当たり採取量(細木) １本当たり採取量(通常)

3 190 190 2.38 4.23 
4 270 460 3.38 9.57 
5 330 790 4.13 11.61 
6 330 1,120 4.13 12.86 
7 460 1,580 5.75 15.17 
8 760 2,340 9.50 20.52 
9 580 2,920 7.25 22.49 
10 600 3,520 7.50 22.18 
11 660 4,180 8.25 22.23 
12 500 4,680 6.25 19.52 
13 550 5,230 6.88 20.47 
14 500 5,730 6.25 17.77 
15 330 6,060 4.13 14.73 
16 80 6,140 1.00 0.48 
裏目 0 6,140 0.00 4.73 

■ 瀬古氏採取量 

5
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8

２．事業の内容 

（２）漆の成分分析 
若木や細木のため、漆の成分や品質に影響を及ぼす可能性があることから、成分分析等を

実施した。 
 
①岩手県工業技術センターにて、成分分析等を行う品質調査を実施した。 
試験実施者：（地独）岩手県工業技術センター理事兼地域産業技術統括部長 小林 正信 氏 
試験実施日：令和７年８月25日～12月19日 
検体：16検体  
内訳：２名（瀬古氏、谷田部氏）×２種類（細木、通常）×４辺（初、盛、末、裏目） 

 

 

7
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③日光社寺文化財保存会にて成分分析の結果等の報告及び意見交換後現地視察を行った。 

対応者：日光社寺文化財保存会 技師長 原田 正彦 氏、漆塗主任技能士 廣田 浩一 氏、 
漆塗技能士 大森 憲志 氏、漆塗技能士補 永井 研伍 氏 

日 時：令和８年１月21日 
総 評：成分分析の結果を見ると問題ないと思うが、下地として試験的に塗り乾きを把握 したい。

また、精製業者の意見も聞きながら進めてほしい。生産量を確保するために、平地にウルシ
を植栽し、細木でも漆掻きを行いながら生産量を安定させる必要があると感じる。 

 

10

②浄法寺漆認証委員会にて、品質調査を実施した。
 
❶第１回「浄法寺漆」出荷 
対応者：工藤 竹夫 氏、岩舘 隆 氏 
実施日：令和７年８月１日  
検体：初辺（瀬古氏、谷田部氏） 
総評：ウルシ原木の太さによって品質が変わるよりも漆掻き職人の掻き方によって、品質が変わる要素が大きい。

使ってみなければ分からないが、大きな影響はない ように感じる。 
 
➋第２回「浄法寺漆」出荷 
対応者：工藤 竹夫 氏、岩舘 隆 氏 
実施日：令和７年９月２日 
検体：盛辺（谷田部氏） 
総評：若木の方が、漆がぼたぼた落ちる。 

 
❸第47回浄法寺漆共進会 
対応者：町田 俊一 氏、冨士原 文隆 氏、小林 正信 氏 
実施日：令和７年10月４日 
検体：盛辺（瀬古氏） 
総評：共進会に出品し、通常の漆と同様に審査項目に沿って評価いただいた。 

125点（色：26点、乾き具合：25点、底カスの程度：25点、粘土：24点、 全体的な印象・その他：25点）
/150点（平均：122.7点） 

 
❹第４回「浄法寺漆」出荷 
対応者：工藤 竹夫 氏、岩舘 隆 氏 
実施日：令和７年11月４日  
検体：末辺（瀬古氏、谷田部氏） 
総評：ウルシ原木の生育年数によって漆の品質が変わってくる可能性がある。 

 
 9
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３．事業実施後の成果 

今回の事業は、これまで採取される際に標準とされていた直径15㎝以上の原木が数年で不足するこ
とが予測されることから、直径15㎝未満の原木を活用し採取することができるか検証した事業である。
当初は、平成18年３月に発行された岩手県林業技術センターの研究成果である胸高直径８㎝以上では
１本当たり平均192gを確保することができることから、目標値を200gに設定した。結果としては、依
頼したどちらの採取者も本来採取できる採取量よりも６割以上少なくなった。 
品質においては、成分分析及び硬化試験を行った結果、細木についても通常出荷されている「浄法

寺漆」と遜色ないことが分かった。漆の使い手からは「実際使ってみないと分からない」という意見
が寄せられたが、採取者の漆の品質を考慮しながらブレンドすることにより使用できるのではないか
いう意見も寄せられた。 
 
 
４．今後の展開 

細木でのウルシ原木採取試験を実施した結果、ウルシ原木の直径が短いことから辺の長さを伸ばす
ことができないことにより採取量が増えることが難しいことが分かった。今後については本事業の結
果をふまえ漆を採取する時期を検討していきたい。 
 

11
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実績報告と成果報告会資料 
 

・一般社団法人 山口県産業ドローン協会 
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実績報告と成果報告会資料 
 

・一般社団法人 山口県産業ドローン協会 
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②山口県産業ドローン協会 

事業実施結果 

実施事業の名称 放置竹林対策×再生エネルギー 新型薪『バンブーログ』開発プロジェクト 

1 事業の目的の達成 

1）事業の目的 

の達成 

（事業計画で記載した事業の目的をどの程度達成できたか、具体的に記載して下さい） 

本事業は、山口県内において拡大が進む放置竹林問題の解決を目的とし、未利用資源

である竹を再生可能エネルギーとして活用する新型薪「バンブーログ」の開発および実用

性検証を行うものである。 

 

本事業の実施により、竹材を家庭用固形燃料として利用するための基礎的な燃焼特性を

把握するとともに、実使用環境を想定した検証を行うことができた。 

その結果、竹資源の新たな活用可能性を示すとともに、放置竹林対策と再生可能エネル

ギー利用を両立させる取組として、事業目的は概ね達成されたと考える。 

2）事業で設定し

た課題の解決 

（事業計画で記載した課題をどの程度解決できたか、具体的に記載してください） 

 

 未利用資源である竹を高品質な固形燃料へ転換する技術の確立 

竹材は低密度で燃焼持続性に課題があり、また灰中成分に起因するクリンカ発生の懸念

があった。本事業では燃焼実験および添加剤（カオリン）配合試験をし、原料含水率を概

ね 20％以下に管理し、カオリンを約 5％添加することで燃焼安定性の向上が可能であるこ

とを確認した。 

 

その結果、竹を固形燃料として実用利用するための製造条件および燃焼条件を具体的に

整理することができ、本課題については技術的成立性を確認する段階まで解決を図ること

ができた。 

 誰でも参入可能な、低コストかつ持続可能な生産モデルの実証 

製造および燃焼検証を通じ、今後の生産モデル構築に向けた課題および改善点を整理

することができた。本事業では、特別な大型設備や高額機器を前提とせず、既存の汎用機

器および簡易設備を活用することで製造可能であることを確認した。 

これにより、初期投資を極力抑えた形で参入可能な生産モデルの成立性を実証することが

できた。また、原料調整方法、添加剤配合比率、成形工程、乾燥管理、燃焼時の留意事

項等を整理し、製造から使用までの一連の工程を体系化した運用マニュアルを作成した。

これにより、特定の技能者に依存しない再現性のある製造・運用体制の基盤を整備するこ

とができた。 

 

 ドローンで防災の観点で地形のリスクの確認、実証的に確認しました 

2 事業実施結果 
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実施結果 

（事業実施結果を具体的に記載して下さい） 

11．．燃燃焼焼実実験験のの実実施施  

竹材は低密度であることから燃焼持続性に課題があり、また灰中成分に起因するクリンカ

発生の懸念があった。既往研究においては、カオリンがバイオマス燃焼時にアルカリ金属と

反応し、高融点のアルミノケイ酸塩を形成することで、灰の溶融およびクリンカを抑制する

効果が報告されている。 

本事業では、これらの知見を踏まえ、不燃材としての特性を活かした燃焼温度の調整およ

びクリンカ発生抑制を目的として、カオリンの混合を前提とした燃料設計を行い、添加材と

して選定した。 

 

以上の課題解決を目的として、本事業では燃焼実験を段階的に実施した。実験では以下

の条件を変化させながら比較検証を行った。 

• 原料部位（先端部・葉の活用） 

• チップ粒度の調整 

• 添加剤（カオリン）配合率の検証 

• 成形方法および圧縮条件の確認 

• 原料含水率の調整 

燃焼試験はドラム缶を用いて実施。8 月末から 10 月までの期間において燃焼実験を実施

した。予備燃焼を 4 回実施し、その結果を踏まえた比較燃焼実験を 9 回実施し、計 49 回

以上の比較燃焼を行った。 

 

各試験においては、燃焼温度の推移、燃焼持続時間、灰生成状況およびクリンカ発生状

況の観察・記録を行い、燃焼特性に関する基礎データを取得した。その結果、 

• 原料含水率を概ね 20％以下に管理することが燃焼安定化に有効であること 

• チップサイズを 5〜10mm 程度に揃えることで燃焼挙動のばらつきが低減すること 

• カオリンを全体重量の約 5％添加することで灰の融解抑制およびクリンカ発生低減

が確認されたこと 

• 燃焼温度を過度に上昇させず安定させることが燃焼持続時間の安定化につなが

ること 

を確認した。 

これにより、竹を固形燃料として実用利用するための製造条件および燃焼条件を具体的に

整理することができ、技術的成立性を確認する段階まで到達した。 

 

22．．モモニニタタリリンンググのの実実施施  

燃焼実験で得られた知見を踏まえ、実使用環境における燃焼特性および取扱性を確認す

ることを目的としてモニタリングを実施した。 

モニタリング参加者は、11 月から 1 月末までの期間、薪利用経験者を含む一般利用者 8

名を対象とし、使用環境についても屋内使用、屋外使用、サウナ用途等、多様な条件下で

の検証を行った。 

 

使用機器は、薪ストーブ（鋼板製）、薪ストーブ（石製）、薪ストーブ（鋳鉄製）、ロケットストー

ブ等、構造および材質の異なる複数のタイプを対象とし、各環境下における燃焼状況、着
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実施結果 

（事業実施結果を具体的に記載して下さい） 

11．．燃燃焼焼実実験験のの実実施施  

竹材は低密度であることから燃焼持続性に課題があり、また灰中成分に起因するクリンカ

発生の懸念があった。既往研究においては、カオリンがバイオマス燃焼時にアルカリ金属と

反応し、高融点のアルミノケイ酸塩を形成することで、灰の溶融およびクリンカを抑制する

効果が報告されている。 

本事業では、これらの知見を踏まえ、不燃材としての特性を活かした燃焼温度の調整およ

びクリンカ発生抑制を目的として、カオリンの混合を前提とした燃料設計を行い、添加材と

して選定した。 

 

以上の課題解決を目的として、本事業では燃焼実験を段階的に実施した。実験では以下

の条件を変化させながら比較検証を行った。 

• 原料部位（先端部・葉の活用） 

• チップ粒度の調整 

• 添加剤（カオリン）配合率の検証 

• 成形方法および圧縮条件の確認 

• 原料含水率の調整 

燃焼試験はドラム缶を用いて実施。8 月末から 10 月までの期間において燃焼実験を実施

した。予備燃焼を 4 回実施し、その結果を踏まえた比較燃焼実験を 9 回実施し、計 49 回

以上の比較燃焼を行った。 

 

各試験においては、燃焼温度の推移、燃焼持続時間、灰生成状況およびクリンカ発生状

況の観察・記録を行い、燃焼特性に関する基礎データを取得した。その結果、 

• 原料含水率を概ね 20％以下に管理することが燃焼安定化に有効であること 

• チップサイズを 5〜10mm 程度に揃えることで燃焼挙動のばらつきが低減すること 

• カオリンを全体重量の約 5％添加することで灰の融解抑制およびクリンカ発生低減

が確認されたこと 

• 燃焼温度を過度に上昇させず安定させることが燃焼持続時間の安定化につなが

ること 

を確認した。 

これにより、竹を固形燃料として実用利用するための製造条件および燃焼条件を具体的に

整理することができ、技術的成立性を確認する段階まで到達した。 

 

22．．モモニニタタリリンンググのの実実施施  

燃焼実験で得られた知見を踏まえ、実使用環境における燃焼特性および取扱性を確認す

ることを目的としてモニタリングを実施した。 

モニタリング参加者は、11 月から 1 月末までの期間、薪利用経験者を含む一般利用者 8

名を対象とし、使用環境についても屋内使用、屋外使用、サウナ用途等、多様な条件下で

の検証を行った。 

 

使用機器は、薪ストーブ（鋼板製）、薪ストーブ（石製）、薪ストーブ（鋳鉄製）、ロケットストー

ブ等、構造および材質の異なる複数のタイプを対象とし、各環境下における燃焼状況、着
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火性、使用感の確認等について確認を行った。 

 

その結果、機器特性や使用環境に応じた燃焼傾向の違いが整理され、実使用段階にお

ける基礎的データの取得を行うことができた。 

• 着火性 

• 火力の立ち上がり 

• 燃焼持続時間 

• 火力の安定性 

• 既存薪との比較評価 

について検証を行った。 

その結果、バンブーログ単体では着火性および立ち上がりの早さが評価された一方で、燃

焼持続時間にはばらつきが見られる傾向が確認された。また、既存薪との併用使用におい

ては燃焼安定性が向上し、火力の維持が容易になるとの評価が多く、併用が有効であると

の意見が半数以上を占めた。 

 

以上の結果より、バンブーログは既存薪との併用を前提とした使用形態において実用性が

高いことが確認され、実験条件下で得られた燃焼特性と実使用時の挙動との整合性が概

ね確認された。これにより、実用化に向けた具体的な使用方法の方向性を明確にすること

ができた。 

本事業における燃焼実験およびモニタリングの結果を踏まえ、バンブーログは既存薪との

併用を前提とした使用形態を最終的な結論とした。 

 

33．．作作成成ママニニュュアアルルのの整整備備  

本事業で実施した燃焼実験の結果に基づき、製造条件および管理指標を体系化した「バ

ンブーログ作成マニュアル」を作成した。 

本マニュアルでは、 

• 乾燥期間（6 か月〜1 年） 

• 目標含水率（20％以下） 

• チップサイズ（5〜10mm） 

• 天日干し時間（30 分〜1 時間） 

• カオリン添加率（全体重量の約 5％） 

等の数値条件を、実験結果に基づく管理指標として明示している。 

また、特別な専用設備を必要とせず、市販のチッパーシュレッダーおよび一般的な工具の

みで製造可能な工程設計とし、簡易的な製造方式を採用している。 

これにより、初心者や地域住民であっても再現可能な低コスト生産モデルを提示することが

できた。 

本マニュアルは冊子形式で完成しており、印刷・配布を前提とした成果物として整備されて

いる。 

 

44．．事事業業成成果果とと今今後後のの課課題題  

本事業の実施により、 

• 竹材を固形燃料として活用するための具体的製造条件の整理 
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（注：事業計画書（様式第 2 号）に準じた様式で、具体的な事業結果を記載する。） 

 

 

 

 

• 実使用環境における適切な利用方法の方向性整理 

• 低コストかつ再現性の高い生産手法の体系化 

を達成した。 

一方で、単体燃料としての燃焼持続性のさらなる向上、原料品質のばらつきへの対応、量

産化時の品質管理手法の確立等が今後の課題として整理された。 

 

また、中間発表の際に御指導いただいたダイオキシン発生リスクの低減については、既往

研究において竹材を水に浸漬することにより発生要因の一つとされる塩素成分を低減でき

る可能性が示唆されていることを確認した。これを踏まえ、今後は前処理工程の導入・最適

化を含めた改善検討を進める方針である。 

 

以上のとおり、本事業は当初計画に基づき着実に実施され、竹資源のエネルギー利用に

向けた技術的基盤および普及可能な生産モデルの基礎を構築することができた。 

3 事業実施成果 

1）成果物 

（提出する具体的な成果物の内容を記載して下さい） 

 助成事業実施報告書 

 バンブーログ試作品 

 バンブーログ作成マニュアル 

 燃焼実験に関する記録・測定データ 

 実使用を想定したモニタリングに関する記録 

2）本事業で得ら

れた効果 

（本事業を実施して得られた効果を具体的に記載して下さい） 

本事業の実施により、竹材を原料とした固形燃料の燃焼特性に関する基礎データを取得

し、燃焼実験を通じて燃焼温度、燃焼持続性発生状況を整理することができた。 

さらに、実使用環境下におけるモニタリングを実施し、既存薪との併用を前提とした使用形

態において実用性が確認された。 

 

加えて、単体燃料としての持続性向上、原料品質ばらつきへの対応、前処理工程の検討

等、今後対応すべき技術課題を明確化することができた。 

 

以上のとおり、本事業は当初計画に基づく検証および評価を完了し、竹資源のエネルギー

利用に関する基礎的技術検証を達成した。 
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（注：事業計画書（様式第 2 号）に準じた様式で、具体的な事業結果を記載する。） 

 

 

 

 

• 実使用環境における適切な利用方法の方向性整理 

• 低コストかつ再現性の高い生産手法の体系化 

を達成した。 

一方で、単体燃料としての燃焼持続性のさらなる向上、原料品質のばらつきへの対応、量

産化時の品質管理手法の確立等が今後の課題として整理された。 

 

また、中間発表の際に御指導いただいたダイオキシン発生リスクの低減については、既往

研究において竹材を水に浸漬することにより発生要因の一つとされる塩素成分を低減でき

る可能性が示唆されていることを確認した。これを踏まえ、今後は前処理工程の導入・最適

化を含めた改善検討を進める方針である。 

 

以上のとおり、本事業は当初計画に基づき着実に実施され、竹資源のエネルギー利用に

向けた技術的基盤および普及可能な生産モデルの基礎を構築することができた。 

3 事業実施成果 

1）成果物 

（提出する具体的な成果物の内容を記載して下さい） 

 助成事業実施報告書 

 バンブーログ試作品 

 バンブーログ作成マニュアル 

 燃焼実験に関する記録・測定データ 

 実使用を想定したモニタリングに関する記録 

2）本事業で得ら

れた効果 

（本事業を実施して得られた効果を具体的に記載して下さい） 

本事業の実施により、竹材を原料とした固形燃料の燃焼特性に関する基礎データを取得

し、燃焼実験を通じて燃焼温度、燃焼持続性発生状況を整理することができた。 

さらに、実使用環境下におけるモニタリングを実施し、既存薪との併用を前提とした使用形

態において実用性が確認された。 

 

加えて、単体燃料としての持続性向上、原料品質ばらつきへの対応、前処理工程の検討

等、今後対応すべき技術課題を明確化することができた。 

 

以上のとおり、本事業は当初計画に基づく検証および評価を完了し、竹資源のエネルギー

利用に関する基礎的技術検証を達成した。 

竹資源を活用した固形燃料づくり

補助金：特用林産物の国際競争力強化・生産性向上対策事業

事業名：放置竹林対策×再生エネルギー
新型薪『バンブーログ』開発プロジェクト

初 心 者 参 加 型 作 業 手 順 書

バンブーログ

作成マニュアル

実施団体：一般社団法人
山口県産業ドローン協会

作成年月：2026年1月末
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⽬的・背景

本マニュアルの⽬的

本マニュアルは、地域で発生する竹資源を有効活用し、初心者でも再現可能な手順で固形燃料
「バンブーログ」を作成する方法を示すものです。特別な設備や高度な技術を必要とせず、地域住民が
参加しやすい手法を確立し、エネルギーの地産地消を推進することを目的としています。

背景とマニュアルの方針

放置竹林の増加が深刻な地域課題となる中、竹を単なる廃棄物として焼却処分するのではなく、再生可
能エネルギーとして循環させる仕組みが必要です。

本マニュアルは、研究論文のような厳密さよりも、「現場での再現性」と「普及性」を最優先していま
す。そのため、専門用語の使用は最小限に留め、初めて作業を行う一般参加者でも迷わずに実施できる
表現を心がけています。

数値条件について

燃焼実験結果に基づく設定

本書で提示する「乾燥期間」「含水率」「チップサイズ」「天日干し時間」「添加率」などの数値条件は、
すべて過去に実施した燃焼実験の結果に基づいて設定されています。
なお、本マニュアルは作業工程の再現を主眼としているため、燃焼温度や燃焼時間などの詳細な実験デ
ータの記載は省略し、作業現場での品質管理に必要な指標のみを記載しています。

バンブーログ作成マニュアル 3
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主原料

添加材2. 金剛カオリン

使⽤量 全体重量の約5％
役割 成形性の向上と形状保持、燃焼時間の安定化

※⼀般的に市販されている粉体材料を使⽤します。

型枠

②. ⽵筒（成形型兼外殻）

準備 ⽚側に節が残るように切断

 使⽤材料

主要材料

1. ⽵（孟宗⽵）

使⽤部位 ⽵の先端部および葉

条件 ⾃然乾燥（6か⽉〜18か⽉）∕⽬標含水率20％以下

※太い幹部を避け、先端の細い部分と葉を中心に使⽤します。

補⾜・使⽤機材

主な使用機材

粉砕機（家庭⽤〜⼩規模向け）、ハンマー、スコップ、ブルーシート、秤 、簡易水分計 等

写真①：⽵（粉砕） 写真②：金剛カオリン 写真③：⽵筒

バンブーログ作成マニュアル 4

入⼿方法 地域内で発⽣する伐採⽵を活⽤

②. 穂先（粉砕材）

構造 節を「底」として利⽤、成形型として使⽤し、そのまま燃料の外殻として使⽤します。
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準備工程 
1

原料：⽵（⽵筒）の⾃然乾燥

【この工程の目標】

伐採後の竹を6か月〜1年間自然乾燥

作業手順

伐採後の竹を、屋外または風通しの良い場所に保管し、6か月〜1年間自然乾燥させます。

※乾燥期間は季節や気候により変動しますが、青みが抜け茶色くなるまでが目安です。

地面からの湿気を防ぐため、直置きせず横木の上または竹を重ねて保管します。

管理指標について

本マニュアルで設定している「乾燥期間：6か月〜18か月」および「目標含水率：20％以下」は、過去に実施した燃焼実験の結果に基
づいています。これより水分が多い場合、燃焼効率が低下する可能性があります。

バンブーログ作成マニュアル
5

1

2
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1

2

3

準備工程 
2

原料：⽵（粉砕作業）

【この工程の目標】

5〜10mm・乾燥した粉砕材を作成

作業手順

乾燥した竹の先端部および葉を、粉砕機を使用してチップ化します。

※使用機材は、家庭用〜小規模作業向けの一般的な市販品を想定しています。

出口から排出されるチップの状態を確認し、5〜10mm程度に収まるよう、機械の設定を調整してください。

安全管理・注意事項

服装・装備：長袖・長ズボン、軍手または作業用手袋を着用してください。




























粉塵対策としてマスクの着用を強く推奨します。

機械操作：取扱説明書に従い、刃部に手を近づけないでください。

作業環境：粉塵が舞うため、屋外または換気の良い場所で、風下を避けて作業してください。























稼働中は周囲に人を近づけないでください。

管理指標：目標チップサイズ（5〜10mm）は、燃焼実験結果に基づく設定です。

バンブーログ作成マニュアル
6

屋外で雨にさらしながら6か月〜18か月放置
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2

3

作業工程 
3

⽵筒の準備

【この工程の目標】

成形型であり燃料の外殻ともなる、適切な竹筒を用意する

作業手順

乾燥させた竹（6～18か月）を、片側に節が残るように切断します。

節は竹筒の「底」として機能し、詰め込んだ材料が抜け落ちるのを防ぎます。

切断面のささくれは簡単に取り除いてください。

材料を詰める際に引っかかったり、怪我の原因となったりするのを防ぎます。

竹筒の長さおよび直径については、使用する竹には個体差があるため、具体的な数値は定めません。

手頃な長さに切りそろえてください。

特記事項：竹筒の役割について

本マニュアルの手法において、竹筒は「成形するための型」であると同時に、

「そのまま燃料の外殻」として使用します。

バンブーログ作成マニュアル 7

節

︵

底

︶
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作業工程 
4

天⽇⼲し

【この工程の目標】

ばらついた水分状態を整え、燃焼に適した状態にすること。

作業手順

粉砕材を、ブルーシートや平らな容器に広げ、30分〜1時間天日干しします。

材料をできるだけ薄く広げることが重要です。

一箇所に山積みにならないよう、平らにならしてください。

風通しの良い場所で実施し、スコップや熊手等で軽くかき混ぜて均一化させます。

作業時の注意点

乾燥した細かいチップや粉塵が舞うため、風下での作業は避けてください。
吸い込み防止のため、必要に応じてマスクの着用を推奨します。

管理指標について

本マニュアルで設定している「天日干し時間：30分〜1時間」は、燃焼実験の結果に基づいています。過度な乾燥は成形性を損なう可能
性があるため、長時間の放置は避けてください。

バンブーログ作成マニュアル

8

1

2

3
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作業工程 
5

金剛カオリンの添加

【この工程の目標】

全体をよく混ぜ全体に付着するようにする

作業手順

天日干しが完了したチップに、金剛カオリンを加えます。

添加量は、粉砕材の全体重量の約5％を目安にします。

大きめの容器やブルーシートの上で、スコップや熊手を使い、全体をよく混ぜ合わせます。

カオリンの粉末がダマにならないよう、数回に分けて投入すると混ざりやすくなります。

全体に白い粉が薄く付着し、ムラのない状態になるまで十分に撹拌してください。

重要：水は使用しません

管理指標について

本マニュアルの「添加率：全体重量の5％」という条件は、過去に実施した燃焼実験の結果に基づき、最も形状安定性と燃焼効率の
バランスが良い値として設定しています。

バンブーログ作成マニュアル
9

1

2

3

作業時の注意点

乾燥した細かいチップや粉塵が舞うため、風下での作業は避けてください。
吸い込み防止のため、必要に応じてマスクの着用を推奨します。

カオリンとは

カオリンは、主にアルミニウムとケイ素からなる天然の粘土鉱物で、燃えない性質を持つ材料です。

なぜ混ぜるの？

カオリンは不燃性で一定の熱容量を持つため、燃焼時の局所的な温度上昇を緩和します。

これにより急激な燃焼を抑え、安定した燃焼状態を維持します。

1 燃焼温度を安定させる
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1

2

3

作業工程 
6

⽵筒への詰め込み

【この工程の目標】

空隙を減らし、材料を均一に詰め形状を保持できる程度に固める

作業手順

混合カオリンを加えたチップを少量ずつ竹筒に詰めます。

一度に大量に入れると、奥までしっかり詰まりません。

ある程度投入したら、トンカチやハンマー等で軽く叩き、中身を沈める。

バンブーログ作成マニュアル
10

①「投入
→②
叩いて沈める」を繰り返し、竹筒が満たされるまで行う。

安全上の注意

ハンマーを使用する際は、指や手元の位置に十分注意

誤って手を叩かないよう、竹筒を支える手は叩く位置から十分に離してください。
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整形完了の判断基準

整形完了の⽬安

詰め込みと圧縮作業が完了したバンブーログは、以下の基準で完成を判断します。重量や寸法による定
量的な測定は行わず、作業現場で誰でも確認できる視覚的な基準を採用しています。

逆さにしても崩れない

竹筒をゆっくりとひっくり返しても、中身のチップ全体が崩れ落ちない状態であること。

外観の一体性

表面が均一に固められており、大きな隙間や崩れがなく、外観上の一体性が保たれている
こと。

運⽤と改善のヒント

運搬時や保管時に、振動などで粉がこぼれることがある。

その場合は、竹筒の上部を段ボールで覆い、紙テープで軽く封をすることで、中身が安定し
粉が落ちにくくなる。

改善のヒント

バンブーログ作成マニュアル
11
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保管方法

保管場所の基本条件

整形が完了したバンブーログは、品質を維持するために適切な環境で保管する必要があります。以下の3
つの条件を満たす場所を選定してください。

直射日光および雨を避けられる場所

湿度が低く、通気性のある環境

運⽤のポイント

保管期間について

使用までの一時保管を想定しております
長期間保管する場合は定期的に状態を確認することをお勧めします。

バンブーログ作成マニュアル 12

形状が崩れず、安定して置ける場所であること
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補⾜事項・安全管理

安全上の配慮

運⽤のポイントと普及性

本手法は、特別な技術や高価な装置を必要とせず、水も使用しないため、どこでも手軽に取り組める点
が特徴です。

再現性と数値基準について

使用する材料・機材は一般的に入手可能なものに限定しており、初心者でもマニュアル通りに進めれ
ば再現可能です。

※本書に記載の数値条件（含水率、添加率など）は、燃焼実験結果に基づく管理指標です。現場での
作りやすさを重視しております。

バンブーログ作成マニュアル
13

安全管理・注意事項

服装・装備：長袖・長ズボン、軍手または作業用手袋を着用してください。




























粉塵対策としてマスクの着用を強く推奨します。

機械操作：取扱説明書に従い、刃部に手を近づけないでください。

作業環境：粉塵が舞うため、屋外または換気の良い場所で、風下を避けて作業してください。























稼働中は周囲に人を近づけないでください。
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技 術 系 助 成 金 事 業 
 作 業 手 順 書

バンブーログ

作成マニュアル

補助金事業名

特⽤林産物の国際競争⼒強化・⽣産性向上対策事業

プロジェクト名称

放置⽵林対策×再⽣エネルギー
新型薪『バンブーログ』開発プロジェクト

実施団体

⼀般社団法人 山⼝県産業ドローン協会

作成：2026年1月末

お問い合わせ先

記載されている数値条件は、燃焼実験結果に基づく管理指標です。
無断転載・複製を禁じます。

14
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写真・図

等

【テーマ】放置竹林対策 ×再生エネルギー
新型薪『バンブーログ』開発プロジェクト

提案者

一般社団法人山口県産業ドローン協会

※ 申込Ｎ

ｏ

課題と目的

課題解決の方法

主な経費

事業内容（具体的な実施項目）

実施体制・連携グループ

【様式第３号】 事 業 概 念 図

スケジュール 6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

・旅費 (専門家招聘、現場・デモ会場への移動): 50,000
円・需用費 (原材料、燃料、梱包材、印刷費): 350,000円
・役務費 (機材運搬費、SNS広告費): 100,000円
・委託費 (品質試験、PR動画編集、ロゴデザイン):850,000円
・使用料及び賃借料 (モバイル工房用機材・車両レンタル): 650,000円

2
月

・県内で深刻化する放置竹林（生態系破壊、景観悪化、インフラへの脅威）。
・伐採した竹の活用法が乏しく、処分コストが発生している現状。
・行政の管理が行き届きにくいエリアでの安全確保の必要性。

・竹を高品質な固形燃料「バンブーログ」へ転換し、竹害を新たな地域資源へ。
・環境保全と経済循環を両立させる、持続可能なビジネスモデルを構築する。

②【誰でも参加できる生産・循環モデルの構築】

大規模な設備投資を必要としない低コストな生産モデルを構築します。

これにより、個人事業主や地域住民が誰でも生産 者として参入できる仕組み

の確立を目指します。また、製造された製品の買取を保証し、実験的な販

売を通じて市場性を検証するとともに、売上の一部を植林に活用する循環

ループの構築も目指します。

1.バンブーログの品質・性能評価

・燃焼デモンストレーション及びアンケート調査を実施し
、
家庭用薪としての実用性や改善点を検証します。

・「モバイル工房」を活用した低コストなバンブーログの製造プロセスを確立し、

誰でも安全かつ効率的に作業できるよう、その技術を簡易マニュアルとして作成

します。

・燃焼後の灰の施肥試験及び伐採跡地への植林活動

・ドローンによる竹量の把握実験
・『バンブーログ』のトライアル販売を通した市場調査

計3,000,000円

【課題

】

【目的

】

①【高品質な固形燃料『バンブーログ』の開発と実証】

竹筒を容器として活用し、内部に粉砕した竹チップを高密度に充填した、

新たな固形燃料『バンブーログ』の製造技術の確立を目指します。

公設試験研究機関等と連携し、燃焼試験を通じてその性能を客観的に評価するこ

と

で、家庭用薪としての実用性を検証し、品質の標準化を図ります。

・山口県産業ドローン協会(代表申請者、ドローン計測・GIS管理)
・和宏産業(株) (コーディネーター、買取保証)
・公設試験研究機関 (技術協力、品質試験を依頼予定）

・地域の森林組合および意欲のある個人事業主 (現場オペレーター)
・地域の流通・販売事業者 (販売ハブ機能を協議中）

・発熱量・燃焼時間等の品質試験を公設試験研究機関へ外部委託し

、

製品の性能を客観的な数値データとして取得します。

2 誰でも参入できる生産モデルの実

証

3. 循環システムの社会実証（今後の展望

）

・賃金 (臨時オペレーター、事務補助員 ): 1,000,000
円

2

一般社団法人山口県産ドローン協会 

1
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→単位体積あたりのエネルギー量が小さい →揮発分が多いため、温度が急上昇しやすい特性がある

竹はアルカリ金属を含むため、高温条件下では灰の融点が下がり、溶融固化が起こる可能性がある。

4

地地域域参参加加型型のの持持続続可可能能なな活活用用モモデデルルのの構構築築

・生態系の破壊
・竹の急速な拡大による既存森林の侵食

・竹の活用用途が限定的かつ個人利用が難しい

・処分費用が発生

・継続的な伐採活動が経済的に成立しにくい

竹を固形燃料「バンブーログ」へ転換する仕組みを確立する

条件：特別な大型設備や高度な専門技術に依存しない製造方法

誰でも参加・どこでも製造可能な地域分散型モデルの実現

竹を地域エネルギー資源として循環させる持続可能な仕組みを形成する

・景観悪化
・倒竹・枯竹の堆積による荒廃景観

・防災上の懸念
・浅根構造による土壌保持力の低下

・地域住民が主体的に関わる仕組みづくり

3
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8月末〜10月 

予備燃焼4回以上∕ 
比較燃焼9回∕合計39回以上 

ドラム缶3基同時燃焼に
よる比較試験 

ドラム缶内部・外部温度を5分間隔で測定 

水分計による含水率測定 

燃焼時間の測定および挙動観察記録 

原料部位（節∕穂先） 含水率 
カオリン配合率 加工方法 

6
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（カオリン：アルミノケイ酸塩鉱物。灰中アルカリ成分と反応し融点を上昇させる先行研究あり） 
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8

7

－182－



誰でも参加可能かつ 
再現可能な製造手順を整理 

製造マニュアル作成済み 

•
•
•

10

含水率：20％以下管理 

カオリン配合率：約5％ 

温度帯：500〜600℃で安定推移 

成形密度補完（穂先粉砕材活用） 

 原料部位（穂先・節部）の比較検証 

 成形方法・添加条件の比較検証 

・節部は発熱量に優れるが、燃焼持続性に課題がある

・節部は成形性・混合性が低く、製造安定性に課題がある

・穂先は燃焼が安定し、加工性・品質安定性に優れる

・総合評価として、原料は穂穂先先のの使使用用がが最最適適と判断した

・形状維持への明確な改善効果は確認できず

・含水率調整が難しくなる

・製製造造安安定定性性のの観観点点かからら不不採採用用

・形状保持性は向上したが大きな寄与は見られなかった 
・簡易製造モデルには不適とし不採用とした 

9
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立ち上がりは緩やか 
安定後は持続性に優れる 

立ち上がりは早い 
単独では持続性に課題 

初期立ち上がりが改善 
終盤の温度低下を抑制 

12

実施期間：11月〜1月 

協力者：薪ストーブ利用者 8名 

薪ストーブ（鋼板製、鋳鉄製、石製） 
ロケットストーブ、サウナストーブなど 

11
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実績報告と成果報告会資料 
 

・合同会社 能勢さとやま創造館 
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・合同会社 能勢さとやま創造館 
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③合同会社 能勢さとやま創造館 
事業実施結果 

実施事業

の名称 

伝統的な菊炭生産土窯の生産性向上に向けた改良と後継者につなぐための伝承

事業 

1 事業の目的の達成 

1）事業の

目的の達

成 

一連の菊炭製炭改良窯の築造過程、試運転等を通して、参加した若手担い手達

が窯築造の知識や技術を得ることができた。また外部講師の勉強会は、改めて菊

炭製炭への自負や意欲の向上につながり、後継者育成の素晴らしい後押しとなっ

た。 

2）事業で

設定した

課題の解

決 

① 菊炭窯の防水、除湿対策 

➡防水、除湿対策としてコンクリートブロックで窯の基礎を作り、雨水の流入を 

防ぐ構造とした。天候に左右されず湿気の一定する窯となっているが、築造 

以来大雨や大雪はなく、明確な効果については今後となる。 

②排煙の軽減を図ると共に、木酢液の効率的な採取 

➡ア）排煙回収フードによる排煙軽減と木酢液採取の同時実施 

３通りの排煙回収フードを試作し、木酢液採取を試行。それぞれのメリット、 

デメリットを確認し、最も効率的な木酢液採取方法を把握。 

➡イ）木酢液採取時以外の排煙軽減について 

４ｍの煙突と、排煙口と煙突の間にろ過材の入るボックスを設置。煙突効果 

で煙の拡散、濃度の軽減を確認できた。ろ過材使用による効果については、 

製炭機会の都合で今後となった。 

③窯築造技術を習得した若手後継者の育成 

  ➡「菊炭を繋ぐ会議」の開催、一連の窯築造の実践研修及び試運転、また外 

部講師による勉強会を通じて知識や技術の伝承、また今後の菊炭製炭への 

意欲の向上につなかった。 

2 事業実施結果 

実 施 結 

果 

【事業の実施経過】 
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189 
 

【内容の詳細】 

１１））窯窯築築造造技技術術をを習習得得ししたた若若手手後後継継者者のの育育成成  

① 菊炭をつなぐ会議の開催 

若手担い手を中心に積極的な意見交換、情報共有等を行う 

    第 1 回（8 月 15 日）…事業の目的の共有、新窯現場の確認 

    第 2 回（9 月 16 日）…新窯の図面の確認、今後の工程の共有 

    第 3 回（10 月 2 日）…窯型板作成、進捗状況の共有 

    第 4 回（1 月 28 日）…これまでの振り返り 

 

（会議風景）             （会議及び窯床型の制作） 

 

② 菊炭窯築造研修：令和 7 年 9 月～12 月 

ア） 築造過程研修 

築造の様々な過程に参画し、実際の築造技術を習得する。 

全ての過程に全員の参加は困難なため、会議や SNS等で築造上の課題や進 

捗状況を写真を添付して全員で共有した。 

イ）窯乾燥及び試験焼き研修 

  第１回 11 月 3 日：窯型焼き落としの清掃と窯乾燥と試験焼き原木立込み 

 

     （焼き落とし 灰出し）          （焼き落とし時の窯内部の状態） 
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189 
 

【内容の詳細】 

１１））窯窯築築造造技技術術をを習習得得ししたた若若手手後後継継者者のの育育成成  

① 菊炭をつなぐ会議の開催 

若手担い手を中心に積極的な意見交換、情報共有等を行う 

    第 1 回（8 月 15 日）…事業の目的の共有、新窯現場の確認 

    第 2 回（9 月 16 日）…新窯の図面の確認、今後の工程の共有 

    第 3 回（10 月 2 日）…窯型板作成、進捗状況の共有 

    第 4 回（1 月 28 日）…これまでの振り返り 

 

（会議風景）             （会議及び窯床型の制作） 

 

② 菊炭窯築造研修：令和 7 年 9 月～12 月 

ア） 築造過程研修 

築造の様々な過程に参画し、実際の築造技術を習得する。 

全ての過程に全員の参加は困難なため、会議や SNS等で築造上の課題や進 

捗状況を写真を添付して全員で共有した。 

イ）窯乾燥及び試験焼き研修 

  第１回 11 月 3 日：窯型焼き落としの清掃と窯乾燥と試験焼き原木立込み 

 

     （焼き落とし 灰出し）          （焼き落とし時の窯内部の状態） 
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（窯乾燥及び試験焼き・これまでの振り返り）     （原木立て込み） 

 

（原木立て込み）                （試験焼き） 

          

 第２回：11 月 17 日、第３回：12 月 1 日、第４回：12 月 22 日 

         （炭出し）                 （窯内部製炭の状態） 

 

（製炭の状態） 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

－189－



191 
 

③ 外部講師による勉強会の開催 

菊炭の歴史的、文化的背景及び自然環境との共生の観点から勉強会を行 

い、若手担い手の菊炭製炭への自信と意欲の高まりを期待した。 

 

    第 1 回：「茶道文化と菊炭～炉中の主役」 

           日 時：令和 7 年 12 月 16 日（火） 

           講 師：裏千家業躰 鮒子田宗恵先生 

    第 2 回；「里山林の成り立ちと能勢の台場クヌギの貴重性」 

           日 時：令和 8 年 1 月 27 日（火） 

           講 師：大阪公立大学大学院 農学部 

                    上田萌子准教授 

 

第 1 回勉強会では、本物の茶道家から「菊炭は茶道文化と共に発展し、その

用と美は今の茶の湯になくてはならないものである」ことを学んだ。 

第 2 回勉強会では、実際に里山林を歩き、調査されている研究者から「科学 

的な根拠を基に能勢の台場クヌギの希少性、貴重性」を学んだ。 

二人の講師が共通して伝えたかったことは、 

 

 

 

 

 

 

 

≪第 1 回勉強会≫ 

第 1 回勉強会のアンケート結果より 

自分たちが作る菊炭が実際に使われる場面（炭手前）を初めて目にする者が多く、

いかに大切に扱われているかを目の当たりにしてその感動は大きかった。今後の

菊炭製炭への意欲について、参加者全員が受講後に高まったと回答している。 

「茶人から直接応援していただき、とても心強い」との自由記載も見られた。また「自

然環境との調和」「循環」等の言葉を使った意見も多く、菊炭製炭、自然、人間の

暮らしがつながっているとの理解を得たようだった。 

『なんでもなくすことは簡単だ   

しかし 歴史的文化的な財産である 

能勢菊炭を次代に残してほしい！ 

里山林（クヌギ林）を守るのは菊炭製炭しかない！ 

若手の人に大きく期待している 

自信を持って、自負を持って頑張って欲しい！』 
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≪第 2 回勉強会≫ 

第 2 回勉強会のアンケート結果より 

全国的に見て能勢の台場クヌギの希少性・貴重性はとても高く、これらは菊炭製

炭で守られてきたと調査結果を基に学んだことは参加者の今後の台場クヌギの保

存（＝菊炭 製炭）に対する思いを高めている。  

また一方で需要を増やし、生業へとつなげる出口戦略を必要とする意見も多くみら

れ、参加者自ら菊炭を未来へつなぐためにできることを考え、実践しようとする姿勢

が読み取れた。講師の「日本における本物の、そして最後の里山林の守り手である

という自負をもっていただきたい！」という言葉は若手製炭者の心を大きく動かし

た。 

 

２２）） 防防水水除除湿湿構構造造のの工工夫夫  

窯の床、側面部分に周辺の雨水や地下水の進入を防止する方法として基礎部

分にコンクリートブロックを採用した。里山地域などはコンクリートミキサーなど工事

車両の進入が困難なことが多くブロックであれば重機の利用で施工が容易となるた

めである。その結果、天候に左右されず、又湿気が一定する窯となった。製炭量も

安定していると考えられる。しかし築造以来まだ大雨や大雪は無いため明確な効

果については引き続き検証が必要である。 

 

（コンクリート基礎施行）     
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３３）） 排排煙煙のの軽軽減減とと木木酢酢液液のの効効率率的的なな採採取取  

① 排煙回収フードによる排煙軽減と木酢液採取の同時実施 

以下の 3 通りの方式で、製炭工程に支障の無いように窯排煙口には直付けを 

せずに排煙を効率よく回収し木酢液の採取率の高い装置を検討した。 

方 式 工 夫 結 果 

★アルミダクトの利用 

 

 

 

 

 

 

フードを大きくするため

複数束ねた。低温時と高

温時の煙を振り分けでき

る羽を装備。使用しない

ときは邪魔にならないよう

に天井に引き上げる構

造とした。 

アルミダクトは安価で調

達できる資材だが耐熱耐

酸及び耐久性に問題が

あることや今回の建屋の

構造上ダクトの取り回し

が困難なことから中止と

した。 

 

方 式 工 夫 結 果 

★ステンレスの煙突とタ

ンクの利用 

タンクの窓加工で排煙口

に直置きとした。煙突の

傾斜角度を滑車で可変

可能とした。ダクト取り替

えで別系統に流せるよう

にした。①と同様天井に

引き上げる構造とした。 

耐熱耐酸及び耐久性は

満たしたが排煙回収フー

ド部分での木酢液が漏

れ木酢液の回収率が低

い方法であることが分か

った。製炭１回（150 度以

下）で 15ℓ採取。 
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方 式 工 夫 結 果 

★ステンレスタンクのみ

の利用 

 

タンクの下部を折り曲げ

て液体を一カ所に集める

構造とした。①と同様天

井に引き上げる構造とし

た。  

排煙回収フード（タンク）

部分のみの木酢液の回

収となるが②の方法より

も木酢液の回収率が上

がった。製炭１回（150 度

以下）で 25ℓ採取。 

 

   

 

② 木酢液採取時以外の排煙軽減  

工 夫 結 果 

４ｍの煙突の利用及び排

煙口と煙突の間にろ過

材用ボックスを設置。 

煙突効果で煙が拡散し比較的早く濃度が低くなって

いくことが分かった。ろ過用ボックス使用時は強制排

気用のファンが必要となる。ろ過材とファン利用が効

果的と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「煙突」と「ろ過」の機能を活用した方法の検討 
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（注：事業計画書（様式第 2 号）に準じた様式で、具体的な事業結果を記載する。） 

 

 

 

3 事業実施成果 

1）成果物 

報告書類一式 

研修用の菊炭窯一基、排煙対策用装置、木酢液採取用装置 

本事業の一連の過程を記録した映像資料 

 

2）本事業

で得られ

た効果 

①今回の事業から得ることができたもの（効果） 

 １）伝統の土窯の築造工程の整理と研修窯の整備 

 ２）効率的な木酢液採取方式と排煙軽減方法の手法 

 ３）菊炭製炭を若手後継者につなぐための伝承事業と位置づけ、本事業を実施 

してきた。最後に行った振り返りの会議では一人一人の気づきや学び、これか 

らへの思い等を出し合った。窯築造の過程で先人の息づかいを感じ、歴史や 

伝統を継承することへの誇りを持ち、菊炭製炭は地域の人々と共にあり、里山 

の自然を保護することから多様な昆虫や動植物と共生するという菊炭製炭の 

計り知れない力を全員で共有できた。 

一連の事業の過程を経て、伝統の菊炭を次代につなぐ意義を多角的に伝え 

ることができ、意欲を持った若手担い手達を養成する素晴らしい機会を得るこ 

とができた。 

 

② 今後の課題や取り組み 

 本研修で築造した窯は今後も引き続き製炭技術の研修とより効果的な排煙

対策、木酢液採取方法の研究施設として活用する。 
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提提案案者者

合合同同会会 社社能能勢勢ささととややまま創創造造館館
課題と目的

課題解決の方法

実施体制・連携グループ

事業内容（具体的な実施項目）

【【テテーーママ】】伝伝統統的的なな菊菊炭炭生生産産土土窯窯のの生生産産性性向向上上にに向向けけたた
改改良良とと後後継継者者ににつつななぐぐたためめのの伝伝承承事事業業

事 業 概 念 図

【課題】
・異常気象による生産性の低下。菊炭の品質安定と収量確保が困難。
・窯の整備は隣接する振興住宅地への排煙による影響が懸念される。
・伝統的な窯の築造に関する知識や経験者が不足しており、技術継承に大き
な障壁となっている。

【目的】
・気候変動の影響を受けない窯の築造。
・製炭による排煙を可能な限り減量化する。
・若手後継者の伝統菊炭窯築造等の知識と技術の習得。

・実施主体は合同会社能勢さとやま創造館 ４名
・若手後継者（菊炭製炭季節作業協力者） ６名
・近隣土木事業者（炭焼き経験者）
・環境評価等コンサルティング会社

（１）防水除湿構造を持つ伝統改良窯１基の築造
防水除湿コンクリート基礎の上に伝統の菊炭土窯（製炭量0.5ｔ）を築造する。
（２）排煙ろ過装置１基の整備
築造した窯に排煙ろ過装置を整備する。
（３）木酢液採取装置１基の整備
築造した窯に木酢液採取装置を整備する。
（４）窯築造技術を習得した若手後継者の育成
事業全体において若手後継者の参加で知識や経験を得る機会とする。
（５）詳細な築窯・製炭技術のデータ資料の記録と保存
専門者指導で正確な資料のまとめと保存。

現在の菊炭用伝統土窯（地面直設置）↑

①除湿構造を持った菊炭窯の築造。
②排煙量の軽減のための排煙ろ過装置と木酢液の採取装置を整備。
③若手後継者と伝統の菊炭生産土窯築造の計画を共に行ないデータ記録整
理保存を行う。

写真・図等 ↓能勢菊炭

↑茶の湯炭

2

令和7年度特用林産物の国際競争力強化・生産性向上対策事業
（需要拡大や生産性向上に向けたモデル的取組の支援）

「伝統的な菊炭生産土窯の
生産性向上に向けた改良と後継者に

つなぐための伝承事業」

報告書

合同会社 能勢さとやま創造館

1
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（注：事業計画書（様式第 2 号）に準じた様式で、具体的な事業結果を記載する 
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産地と集散地

２．伝統的な菊炭の産地

おもな産地は、いわゆる奥能勢といわれる山奥であ
るが、製品が交易市場の池田を経由して諸国に運ばれ
その名が知れわたった木炭である関係から、もともと
の産地名と異なる「池田炭」という俗称がつけられた
ものであって、木炭の種類は、黒炭窯（土窯）で造っ
たクヌギの黒炭に属するものである。

※浜口隆先生 著書：茶のお炭の話

池田炭（能勢菊炭）が茶の湯炭として定評があるの
は、池田炭を生産する大阪府池田市東方猪名川流域一
帯が、クヌギの生長に適した土地で良質のクヌギ材が
得やすく、また粘土質の土が特殊な池田窯をつくるの
に適していたといわれている。

※岸本定吉先生 著書：「炭」

4

500年の歴史を有する茶の湯炭 能勢菊炭（池田炭）

○能勢菊炭（池田炭）

１．当地域の伝統的な菊炭とは

茶の湯炭はクヌギの黒炭で、室町末期から江戸初期に、茶の湯
の師匠、武野紹鴎、千利休らにより改良されたといわれている。

関東では佐倉炭、関西では池田
炭が有名で、特に池田炭が茶の湯
炭として評価が高く、また、歴史
も古い。

※岸本定吉先生 著書：「炭」

3
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４．伝統的産地での継承活動の課題

①古来より受け継がれてきた伝統的な菊炭生産土窯の製炭量は湿気に
大きく左右される。
②集落環境も変化し製炭工程の排煙も減量等対策が必要となっている。
③全国的にも製炭業は担い手不足で産業存続の危機にある。
④伝統的産地であるが近年伝統窯の築造実績が４０年間無い。
⑤黒炭だが茶の湯炭としての品質の条件がありその品質を守り続ける
炭焼き技術の継承が必要。

これらのことから全国的・歴史的に希少な「能勢菊炭（池田炭）」の土窯の築造を

通して後継者につなぐための伝承機会が必要。

本本事事業業のの目目的的はは、、伝伝統統的的なな菊菊炭炭生生産産土土窯窯のの生生産産性性向向上上
にに向向けけたた改改良良とと後後継継者者ににつつななぐぐたためめのの伝伝承承機機会会のの創創出出

6

茶の湯炭の品質

３．良い茶の湯炭（能勢菊炭）

火力が強く長持ちがすることは前提として

【茶の湯炭として要求される条件】
①断面が真円に近いこと
②切口が菊の花のように中心から放射状に割れていて
割れ目が細かく、均一であること
③樹皮が薄いこと
④樹皮が柳肌のように滑らかなこと
⑤樹皮は密着していて崩れないこと
⑥燃焼したとき、ほのかにクヌギの香がすること
⑦燃え尽きたあと白い菊の花のように灰が残ること

※岸本定吉先生 著書：「炭」

5
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１）防水除湿構造の工夫

窯の床、側面部分に周辺の雨水や地下水の進入を防止す

る方法として基礎部分にコンクリートブロックを採用した。

里山地域などはコンクリート

ミキサーなど工事車両の進入

が困難なことが多くブロック

であれば重機の利用で施工

が容易となるため。

8

５．目的達成に向けた事業の実施経過

月ごとの事業をまとめた表（ワード）を貼り
付けたい！

7
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【会議及び窯床型の製作】 【窯床型とり】

【窯壁堀り】 【窯壁堀り】

10

【会議風景】 【窯場所の選定】

【コンクリート基礎施工】 【くどの設置】

9
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【窯天井部土固め】 【窯入口の石組】

【新窯落成式・焼き落とし祈祷】【窯天井部築固め仕上げ】

12

【窯型用木材設置】 【窯型の天井部成形】

【窯天井部の土築固め】【窯型の天井部仕上げ】

11
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★防水除湿コンクリート基礎を行ったことによる効果

【除湿構造を持った窯の効果】

天候に左右されず、又湿気が一定

する窯となった。製炭量も安定して

いると考えられる。しかし築造以来

まだ大雨や大雪は無いため明確な

効果については引き続き検証が必

要である。

14

★防水除湿コンクリート基礎の目的

【除湿構造とする理由】

製炭工程の中で炭材をある一定の温度まで上げることで

目的の炭ができる。特に能勢菊炭（池田炭）の評価は香り

が良いことに特徴がある。この香りは極微量な未燃焼部分

のガスと考えられる。それは一般的な製炭でのネラシという

作業をほとんどしない伝統的な製炭方法によるもので非常

に繊細な温度管理が要求される。この温度管理に窯の湿気

が多いか少ないかが大変影響するためできるだけ安定した

湿気の窯が求められる。

13
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★排煙ろ過装置と木酢液採取装置

１．排煙回収フードと木酢液採取について

製炭工程に支障の無いように窯排煙口には直付けをせ
ずに排煙を効率よく回収し木酢液の採取率高い装置の検討

①アルミダクトの利用

②ステンレスの煙突とタンクの利用

③ステンレスタンクのみの利用

２．木酢液採取時以外の排煙軽減について

「煙突」と「ろ過」の機能を活用した方法の検討

16

２）排煙ろ過装置と木酢液採取装置の整備

★築造した窯に排煙ろ過装置及び木酢液採取装置の設置に

より、排煙の軽減を図ると共に、木酢液の効率的な採取につ

なげる
右の写真は全く対策のない状況で

多くの排煙がある。天井テント部に

付着した煙からの滴で窯を傷める。

排煙の軽減方法は様々に考えら

れるが設備及び運転経費を可能な

限り軽減できる方法を目指した。

【排煙、木酢液装置の設置場所 窯後方】

15
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②ステンレスの煙突とタンクの利用

【工夫】 タンクの窓加工で排煙口に直置きとした。煙突の傾
斜角度を滑車で可変可能とした。ダクト取り替えで別系統に
流せるようにした。①と同様天井に引き上げる構造とした。

【結果】 耐熱耐酸及び耐久性は満たしたが排煙回収フード
部分での木酢液が漏れ木酢液の回収率が低い方法であるこ
とが分かった。製炭１回（150度以下）で15ℓ採取。

18

①アルミダクトの利用

【工夫】 フードを大きくするため複数束ねた。低温時と高温
時の煙を振り分けできる羽を装備。使用しないときは邪魔に
ならないように天井に引き上げる構造とした。

【結果】アルミダクトは安価で調達できる資材だが耐熱耐酸
及び耐久性に問題があることや今回の建屋の構造上ダクト
の取り回しが困難なことから中止とした。

17
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２．木酢液採取時以外の排煙軽減について

「煙突」と「ろ過」の機能を活用した方法の検討

【工夫】 ４ｍの煙突の利用及び排煙口と

煙突の間にろ過材用ボックスを設置。

【結果】 煙突効果で煙が拡散し比較的早く

濃度が低くなっていくこと

が分かった。ろ過用ボック

ス使用時は強制排気用の

ファンが必要となる。ろ過材とファン利

用が効果的と考えられる。

20

③ステンレスタンクのみの利用

【工夫】 タンクの下部を折り曲げて液体を

一カ所に集める構造とした。①と同様天井

に引き上げる構造とした。

【結果】 排煙回収フード（タンク）部分のみの木酢液の回収とな
るが②の方法よりも木酢液の回収率が上がった。製炭１回（150
度以下）で25ℓ採取。

19
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②土窯築造実践研修

【築造過程研修】

9月から11月にかけて延べ3か月

築造の様々な過程に参画し、実際の築造技術を習得

全ての過程に全員の参加は困難なため、会議やSNS

等で築造上の課題や進捗状況を写真を添付して全員

で共有した。

22

３）窯築造技術を習得した若手後継者の育成

① 「菊炭を繋ぐ会議」の開催

若手担い手を中心に積極的な意見交換、情報共有等を行う

第1回（8月15日）…事業の目的の共有、新窯現場の確認

第2回（9月16日）…新窯の図面の確認、今後の工程の共有

第3回（10月2日）…窯型板作成、進捗状況の共有

第4回（1月28日）…これまでの振り返り

21
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【窯乾燥及び試験焼き・これまでの振り返り】 【原木立て込み】

【試験焼き】【原木立て込み】

24

【窯乾燥及び試験焼き研修】

第１回11月3日：

窯型焼き落としの清掃と窯乾燥と試験焼き原木立込み

23

【窯型焼き落とし】【焼き落し灰出し】 【焼き落し時の窯内部の状態】
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③外部講師を招いた勉強会の開催
菊炭の歴史的、文化的背景及び自然環境との共生の観点から勉強会を

行い、若手担い手の菊炭製炭への自信と意欲の高まりを期待した

第1回：「茶道文化と菊炭～炉中の主役」

日 時：令和7年12月16日（火）

講 師：裏千家業躰 鮒子田宗恵先生

第2回；「里山林の成り立ちと能勢の台場クヌギの貴重性」

日 時：令和8年1月27日（火）

講 師：大阪公立大学大学院 農学部

上田萌子准教授

26

【窯乾燥を兼ねた試験焼き研修】

窯乾燥と試験焼き炭出し

第２回：11月17日、第３回：12月1日、第４回：12月22日

25

【窯内部製炭の状態】【炭出し】 【製炭の状態】
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【勉強会のアンケート結果から見えたこと】

第第11回回勉勉強強会会でではは、、自自分分たたちちがが作作るる菊菊炭炭がが実実際際にに使使わわれれるる場場面面（（炭炭手手前前））をを

初初めめてて目目ににすするる者者がが多多くく、、いいかかにに大大切切にに扱扱わわれれてていいるるかかをを目目のの当当たたりりににししてて

そそのの感感動動はは大大ききかかっったた。。今今後後のの菊菊炭炭製製炭炭へへのの意意欲欲ににつついいてて、、参参加加者者全全員員がが

受受講講後後にに高高ままっったたとと回回答答ししてていいるる。。

28

第1回勉強会では、本物の茶道家から「菊炭は茶道文化と共に発展し

その用と美は今の茶の湯になくてはならないものである」ことを学んだ。

第2回勉強会では、実際に里山林を歩き、調査されている研究者から

「科学的な根拠を基に能勢の台場クヌギの希少性、貴重性」を学んだ。

二人の講師が共通して伝えたかったことは、

なんでもなくすことは簡単だ しかし 歴史的文化的な財産である

能勢菊炭を次代に残してほしい！

里山林（クヌギ林）を守るのは菊炭製炭しかない！
若手の人に大きく期待している

自信を持って、自負を持って頑張って欲しい

27
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【勉強会のアンケート結果から見えたこと】

第第22回回勉勉強強会会でで全全国国的的にに見見てて能能勢勢のの台台場場ククヌヌギギのの希希少少性性・・貴貴重重性性ははととててもも

高高くく、、ここれれららはは菊菊炭炭製製炭炭でで守守らられれててききたたとと調調査査結結果果をを基基にに学学んんだだここととはは参参加加者者

のの今今後後のの台台場場ククヌヌギギのの保保存存（（＝＝菊菊炭炭

製製炭炭））にに対対すするる思思いいをを高高めめてていいるる。。

30

【勉強会のアンケート結果から見えたこと】

「「茶茶人人かからら直直接接応応援援ししてていいたただだきき、、ととててもも心心強強いい」」ととのの自自由由記記載載もも見見らられれたた。。

ままたた「「自自然然環環境境ととのの調調和和」」「「循循環環」」等等のの言言葉葉をを使使っったた意意見見もも多多くく、、菊菊炭炭

製製炭炭、、自自然然、、人人間間のの暮暮ららししががつつななががっってていいるるととのの理理解解をを得得たたよよううだだっったた。。

29
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【次代につなぐ活動】

能能勢勢ささととややまま創創造造館館でではは２２００２２１１年年よよりり近近隣隣都都市市のの小小学学校校ととオオンンラライインン授授業業

をを行行ななっってていいるる。。今今年年２２００２２６６年年２２月月でではは９９校校２２５５ククララスス８８１１１１人人をを対対象象にに

「「菊菊炭炭にに学学ぶぶ美美ししいい里里山山」」ににつついいててのの講講話話やや児児童童のの質質問問にに答答ええたた。。

32

【勉強会のアンケート結果から見えたこと】

ままたた一一方方でで需需要要をを増増ややしし、、生生業業へへととつつななげげるる

出出口口戦戦略略をを必必要要ととすするる意意見見もも多多くく参参加加者者自自らら

菊菊炭炭をを未未来来へへつつななぐぐたためめににででききるるここととをを考考ええ

実実践践ししよよううととすするる姿姿勢勢がが読読みみ取取れれたた。。

先先生生のの日日本本ににおおけけるる本本物物のの、、そそししてて最最後後のの

里里山山林林のの守守りり手手ででああるるとといいうう自自負負ををももっってていい

たただだききたたいい！！とといいうう言言葉葉ははみみんんななのの背背中中をを強強

くく推推さされれたたよよううだだっったた。。

31
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６．今回の事業から得たもの
１）伝統の土窯の築造工程の整理と研修窯の整備
２）効率的な木酢液採取方式と排煙軽減方法の手法
３）伝統の菊炭を次代につなぐ意義を多角的に伝えることができ意欲を持った若
手担い手達を養成する素晴らしい機会を得た。

７．今後の課題や取り組み
本研修で築造した窯は今後

も引き続き製炭技術の研修と
より効果的な排煙対策、木酢
液採取方法の研究施設として
活用する。

34

【次代につなぐ活動】

能能勢勢ささととややまま創創造造館館がが主主宰宰すするる団団体体「「菊菊炭炭のの里里」」でではは２２００１１６６年年よよりりボボラランン

テティィアアささんんのの協協力力でで毎毎年年

ククヌヌギギのの植植樹樹会会をを開開催催しし

てていいるる。。

33
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④ 有限会社 谷地林業 
事業実施結果 

 

（注：事業計画書（様式第 2 号）に準じた様式で、具体的な事業結果を記載する。） 

 

 

 

実施事業の名称 
伝統製炭における熱エネルギーの再利用、ならびに木炭のパウダー化 
による新たな活用に向けた取組み 

1 事業の目的の達成 

1）事業の目的 

の達成 

（事業計画で記載した事業の目的をどの程度達成できたか、具体的に記載して下さい） 

1) これまでに事例のなかった、先端技術を活用し炭窯の熱エネルギーを調査し再利用

を検証することで、伝統型製炭をより循環型の事業に繋げる新たなアプローチをする

ことができた。 

2) 国産木炭における燃料用途以外での新たな活用方法検討として、黒炭パウダーを

加工製造した。飲食業や製造業向けに普及活動を行い、新たな活用方法の模索や 

評価を実施し、国産木炭の新たな付加価値創出に繋げることができた。 

 

 

2）事業で設定し

た課題の解決 

（事業計画で記載した課題をどの程度解決できたか、具体的に記載してください） 

1) 従来型製炭（土窯）の炭化における熱エネルギーの活用方法検討 

廃熱再利用におけるコストの検討実施 

2) 国産木炭における新たな活用方法検討として、黒炭パウダーを加工製造実施 

黒炭パウダーによる活用方法と評価検証実施（国産木炭の付加価値創出） 

 

 

2 事業実施結果 

実施結果 

（事業実施結果を具体的に記載して下さい） 

1) 従来型製炭（土窯）の炭化による熱エネルギーの調査 

および熱エネルギーの再利用方法検討 

2) 東北原産の黒炭を活用した木炭パウダーの検討と製造 

および飲食業や製造業などへの普及活動と評価実施 

3 事業実施成果 

1）成果物 

（提出する具体的な成果物の内容を記載して下さい） 

実績報告書、収集データ（別紙） 

2）本事業で得ら

れた効果 

（本事業を実施して得られた効果を具体的に記載して下さい） 

１）従来製炭窯における熱エネルギー量の確認と活用方法 

２）黒炭を使用したパウダー化の可否と、活用方法の検討 
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④ 有限会社 谷地林業 
事業実施結果 

 

（注：事業計画書（様式第 2 号）に準じた様式で、具体的な事業結果を記載する。） 

 

 

 

実施事業の名称 
伝統製炭における熱エネルギーの再利用、ならびに木炭のパウダー化 
による新たな活用に向けた取組み 

1 事業の目的の達成 

1）事業の目的 

の達成 

（事業計画で記載した事業の目的をどの程度達成できたか、具体的に記載して下さい） 

1) これまでに事例のなかった、先端技術を活用し炭窯の熱エネルギーを調査し再利用

を検証することで、伝統型製炭をより循環型の事業に繋げる新たなアプローチをする

ことができた。 

2) 国産木炭における燃料用途以外での新たな活用方法検討として、黒炭パウダーを

加工製造した。飲食業や製造業向けに普及活動を行い、新たな活用方法の模索や 

評価を実施し、国産木炭の新たな付加価値創出に繋げることができた。 

 

 

2）事業で設定し

た課題の解決 

（事業計画で記載した課題をどの程度解決できたか、具体的に記載してください） 

1) 従来型製炭（土窯）の炭化における熱エネルギーの活用方法検討 

廃熱再利用におけるコストの検討実施 

2) 国産木炭における新たな活用方法検討として、黒炭パウダーを加工製造実施 
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2 事業実施結果 

実施結果 
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1) 従来型製炭（土窯）の炭化による熱エネルギーの調査 
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2) 東北原産の黒炭を活用した木炭パウダーの検討と製造 

および飲食業や製造業などへの普及活動と評価実施 

3 事業実施成果 

1）成果物 

（提出する具体的な成果物の内容を記載して下さい） 

実績報告書、収集データ（別紙） 

2）本事業で得ら

れた効果 

（本事業を実施して得られた効果を具体的に記載して下さい） 

１）従来製炭窯における熱エネルギー量の確認と活用方法 

２）黒炭を使用したパウダー化の可否と、活用方法の検討 

 

 

1 
 

 
伝伝統統製製炭炭ににおおけけるる熱熱エエネネルルギギーーのの再再利利用用、、  
ななららびびにに木木炭炭ののパパウウダダーー化化にによよるる新新たたなな活活用用  

にに向向けけたた取取組組みみ  

  

  

 

          
 
 

22002266 年年 22 月月  
有有限限会会社社  谷谷地地林林業業  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－215－



2 
 

 
 

目目  次次  

  

1 概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3 

 

2  伝統製炭における熱エネルギーの再利用・・・・・・・・・・・・・P4 

 

3  木炭のパウダー化による新たな活用に向けた取組み ・・・・・・・ P17 

 

4  まとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－216－



2 
 

 
 

目目  次次  

  

1 概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3 

 

2  伝統製炭における熱エネルギーの再利用・・・・・・・・・・・・・P4 

 

3  木炭のパウダー化による新たな活用に向けた取組み ・・・・・・・ P17 

 

4  まとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

１１  概概要要  

  

１１）） 伝伝統統製製炭炭ににおおけけるる熱熱エエネネルルギギーーのの再再利利用用  
国内で土窯を使用する製炭産業において、古くから燃料用木炭を中心に品質の高い木炭

が生み出されてきた。一方で炭化プロセスに着目すると、従来の伝統的な手法が継承さ
れ、生産性向上につながる近年の IT技術や効率化機械といった先端技術の活用や、環境
に配慮した製造方法へのアプローチが少ない状況のままである。 
弊社では伝統製炭における炭窯からの廃熱に着目し、製炭と熱エネルギーの活用を両立

し、従来からの地域広葉樹（楢）の活用と森林更新による循環型事業に加えて、環境にや
さしい製炭事業として展開できないかと考えた。そこで、移動式炭化炉における廃熱技術
の研究で実績のある産業技術総合研究所を窓口として、株式会社 AIST Solutions （アイ
スト ソリューションズ）に本件協力を要請した。炭窯での燃焼時に発生する排熱のエネ
ルギーを今般の技術を用いて再利用することが出来ないかを検討し、より循環型で脱炭素
社会に繋がる事業としていくことを目的に検証を行う。 

 
２２）） 木木炭炭ののパパウウダダーー化化にによよるる新新たたなな活活用用  
伝統製炭を中心とした燃料用の国産木炭は、生産者の高齢化による廃業に加え昨今の物

価高や安価な輸入木炭による影響を受け、価格の伸び悩みや生産量・市場シェアの減少が
続いている。そのため、国産木炭においては高品質な木炭としての普及活動の推進や、産
業を残すための様々な取り組みが課題になってきている。その中で、従来の燃料用途以外
の新たな活用や付加価値創出、そして市場開拓に向けた取り組みを行っていく必要があ
る。弊社ではこれまで、バーベキューや飲食店など燃料用としての木炭や、土壌改良用途
などでの農業向け木炭を中心に事業を展開してきた。その上で今後の自社木炭の新たな取
り組みとして、木炭を粉砕・パウダー化することで、新規市場への参入と、新商品・サー
ビス開発における連携といったこれまでになかった木炭による付加価値創出につながるも
のと考えた。製品開発を通じて、新たに木炭のパウダーを構築し、飲食業や製造業などへ
の働き掛けや連携構築を推進し、メニューや商品へ利用できる方法や付加価値化を模索す
る。 
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２２  伝伝統統製製炭炭ににおおけけるる熱熱エエネネルルギギーーのの再再利利用用  

 
目的：炭窯において外部へ放出されている廃熱を調査し、発電や 2次利用（電気機器への活
用）を通じて炭窯の熱利用が可能かどうかを検証する。 
なお、本事業は熱利用に関して知見が必要であることから、炭化装置における発電調査の

実績がある産業技術総合研究所（以下、産総研）へ協力を要請し、産総研の子会社である株
式会社 AIST Solutions（アイスト ソリューションズ）へ炭窯の発電有無に関する調査業務
を委託した。 
 
2-1.調査時期 

・現地下見：2025 年 10 月 24 日 
・調査実施：2025 年 11 月 13 日〜14日 

 
2-2.現場下見による調査場所と方法の検討 
上記の現場下見実施日に、弊社の炭窯の構造と工程を現場責任者から説明し、炭化時の炭

窯各部の温度状況の確認と本調査に関する打合せを実施した。 

＜現場下見・打合せの様子＞ 
 
下見時に装置を用いて炭窯各部の温度を計測し見える化した。実際の温度環境から、主に

炭窯の正面、上部、後部の排煙口などで温度が高いことが確認できた。 
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＜窯内乾燥（入口で薪を燃やす）作業中の炭窯の温度状況＞ 
 

＜炭化作業中の炭窯の温度状況＞ 
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＜消火作業開始直後の炭窯の温度状況＞ 
 
下見時には炭窯の構造や工程毎の温度状況、そして装置を設置することを考慮し調査ポ

イントを検討した。実際に炭窯から熱を発するタイミングとしては、炭化前の窯内乾燥（炭
窯入口で薪を燃やす）作業、炭化作業、炭化終了後の消火作業時の３つを想定している。 

 
2-3.現場下見による調査場所と方法の検討 
下見の結果、以下の 2か所を本調査の測定ポイントとして選定した。 

1) 炭窯入口…コンクリートブロックの設置部 
2) 煙突口……炭窯後方の煙道上部 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

        ＜炭窯全体（斜め前側より撮影）＞ 

22))煙煙突突口口  11))炭炭窯窯入入口口  
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下見時には炭窯の構造や工程毎の温度状況、そして装置を設置することを考慮し調査ポ

イントを検討した。実際に炭窯から熱を発するタイミングとしては、炭化前の窯内乾燥（炭
窯入口で薪を燃やす）作業、炭化作業、炭化終了後の消火作業時の３つを想定している。 

 
2-3.現場下見による調査場所と方法の検討 
下見の結果、以下の 2か所を本調査の測定ポイントとして選定した。 

1) 炭窯入口…コンクリートブロックの設置部 
2) 煙突口……炭窯後方の煙道上部 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

        ＜炭窯全体（斜め前側より撮影）＞ 

22))煙煙突突口口  11))炭炭窯窯入入口口  

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

＜炭窯入口（正面から）＞         ＜煙突口（煙突装着時）＞ 
 
2-4.使用機器および調査方法 

 調査に用いた器具は以下のとおりである。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 熱電発電モジュール、温度・電圧データロガー等を設置し、炭窯入口並びに煙突側（煙道
上部）の 2 箇所で火入れ後から約 24 時間の連続測定を実施した。この取得データをもとに
発電量および発電効率の計算を行った。 
なお、装置を設置する場所は右図の通り、炭窯

入口の左上部ブロック 1 箇所と、炭窯煙突口の
排煙出口に（右図青枠の部分）それぞれモジュー
ルを設置して計測を行うこととした。 
 
 

装

置

①

： 

装

置

①：発電モジュール。黒部分は放熱するためのフィン。 
 ②：温度、電圧データーを集めるデータロガー。 

PC 等へのデーター転送機能あり。 
 ③：②と同様。 
 ④：1 と同様の発電素子が入っているが異なる構造の 

放熱フィン。 
 ⑤：②と同様。 
⑥：受熱部分。金属棒で受けた熱を④の発電部分に電動 

させるもの。 

発電モジュール構造 
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2-5.調査結果 
以下の図で指し示す通り、炭窯入口に設置したモジュールでは、高温側平均 84.5℃、低

温側平均 45.7℃を確認し、平均発電量は 0.116W であった。これを基に、炭窯入口のブロ
ック全面にモジュールを設置した場合（下記写真参考）を想定して解析を行った結果、
26.8W 程度の発電が可能であるとの結果が得られた。 

 

 

＜炭窯入口 機器設置状況＞ 
 

＜煙突口 機器設置状況＞ 
 

＜炭窯入口発電実証解析結果＞ 
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また炭窯煙突口においては、測定環境の問題から炭窯入口と異なる装置で簡易的な測定

を行ったため、収集したデータでは高温側・低温側の温度が正確に取得できていないもの
の、炭窯入口よりも高温であり、低温側を 70℃程度と見積もって発電量を概算した。温
度、電圧データからも概算した発電量は妥当な範囲に収まっているものと収まっているも
のと考えられる。 

 

＜今回炭窯入口で設置した範囲と実際に使用したモジュール＞ 
 

＜入口ブロック全面にモジュールを設置した場合（右写真はイメージ）＞ 
 

＜炭窯入口ブロック全面で発電した場合の発電量計算＞ 
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また、上記の調査結果をもとに、気象庁から久慈市の気温データを使用し、季節変動を加
味した年間発電量を計算したところ、当社の炭窯の構造では年間 233kWh相当の発電が可
能と算出され、現場での小規模電力を賄う実用性が示唆された。 

 

 
 
 
 
 
 

＜煙突口（煙道上部）発電実証解析結果＞ 
 

＜炭窯における年間の発電量計算（久慈市を想定）＞ 
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11 
 

2-6.更なる発電効率の改善案 
 今回実施した調査から、更に発電量を増やす改善案として、以下の方法が考えられる。 
 
１） モジュールの仕様変更（冷却強化） 

今回モジュール装置は空冷方式のものを用いて調査を実施したが、冷却性能の高い
装置（例：水冷機能の装置）を使うことにより発電能力を高めることが可能。 
これにより熱伝達率を高めることで発電量の向上が見込める。 

２） 炭窯入口に使用するブロックの変更（ブロック薄肉化） 
窯ブロックを現在使用しているものからより薄いものに切り替えて発電に利用でき
る熱量を増やすことで、さらなる電力量向上の余地があると考えられる。例えば厚
さ 15cm のブロックから 10cm のものに切り替えた場合、計算上発電量が 26.8W→
48.9W まで増加する可能性がある。 

３） 炭窯構築時に発電装置を組み込む 
炭窯上部の耐震補強として炭窯の天井に埋め込まれている金属棒は、炭化中に高温
になることが今回確認できた。これらと同様に、炭窯構築時に発電可能な装置を組
み込むことで、高効率の発電ができる可能性がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜発電量を高める方法（数値データー）＞ 
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一方で、上記１）〜３）に関して課題も存在する。１）モジュールの仕様変更は装置の大

型化やコスト上昇につながる。また２）・３）の対応においては、炭化時における炭窯内部
の熱量を奪うことで、木炭の収量や品質に影響を与える可能性がある。どの程度までが製炭
と発電で両立可能か、またコスト面・運用面で負担をかけないよう今後更なる検討が必要で
ある。さらに、現時点で一般的に販売されている装置では、炭窯にそのまま使用できるもの
がほとんどなく、運用・保守面でも課題が多い。現状炭窯用の発電装置そのものが特注対応
となると考えられ、コスト面および汎用性の確保が最も大きな課題となる。 

＜発電量を高める方法（冷却強化・ブロック薄肉化）＞ 
 

＜炭窯上部の耐震用金属（右は消火作業開始時の温度）＞ 
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2-7.発電装置導入コストのイメージ 
今回使用した発電モジュールなどの簡易的な装置部品自体は高価なものではないが、温

度センサー付きのモジュールを試作するとなると、現状で約 10 万円程度のコストがかか
ると想定される。もし炭窯入口のブロックを発電装置の組み込まれたモジュール内蔵ブロ
ックにする場合、全面（ブロック 8 個程度）で試作に約 100 万円程度のコストがかかる。 
仮にこの仕組みを毎日発電で運用した場合、年間で約 200〜800kWh 程度の発電が可能に
なると考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
なお、上記のように特注品の構築ではなく、「使用する部品部材費のみ」で計算した場

合、簡易的に 1W 程度発電するモジュールを作成した場合は約 1,000 円程度である。1日
で 1kWh の発電を想定した場合、これが約 40 個必要という計算（1W×40 個×24 時間＝
0.96kWh）になり、コストは約５万円程度の見込みである。 
今後弊社以外の木炭製炭者を含めて炭窯で実際に発電を行う場合の課題として、弊社炭

窯のような屋外の環境下（高温・低温時）や、煙突口で使用する場合には煙などの汚れに
対応できるよう、汎用性が高い発電モジュールの開発と販売が待たれる。 
 
 
 
 
 
 

＜炭窯での発電装置 活用例＞ 
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2-8.発電後の具体的な利用方法 
炭窯で発電し、様々な方法で再利用可能かどうかについて検討した。今回の調査から、弊

社炭窯においては 1kWh の発電は可能であると考え、それを各用途別に使用したときの利
用方法は下図の通りである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

＜活用例：ポータブル電源での一般用途（1kWh）＞ 
 

＜活用例：炭窯周辺で使用が見込みのある電気機器の場合＞ 
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 上記の通り、ポータブル電源などでの活用や、現場での使用が想定される電気機器や防犯
用のカメラ、夜間のライトなどについては、数W 程度の発電でも稼働可能であることから、
コストを抑えた小型の発電装置で対応できる可能性がある。系統電源への売電による収益
化の可能性については、使用する炭窯周辺の売電につながる電線や接続経路などの環境に
大きく依存すると思われる。特に地域の木炭生産者の炭窯では電気配線のない環境もある
ため、系統電源への売電は現状ではあまり現実的な方法とは言えない。一方で、このような

＜活用例：現場の防犯用カメラで使用した場合＞ 
 

＜活用例：現場の LED証明で使用した場合＞ 
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電気配線のない地域では上記の小規模発電による利便性の向上、エネルギー効率の向上な
ど、多くのメリットを生み出す可能性が示された。 
 
2-9. 炭窯における排熱再利用のまとめ 
 本事業における検証の結果、炭窯における排熱を活用した発電が技術的に可能であるこ
とが確認された。得られた発電量は限定的であるものの、緊急時の電源や現場監視機器、現
場で使用する電気機器の電源としての活用については、期待できる結果と評価できる。 
 一方で、実際に炭窯で発電を行う機器については、現時点では特注対応が前提となってお
り、汎用品として導入するにはコスト面や供給体制といった課題が残されている。 
 また、将来的には、炭窯の設計構築段階から発電設備を前提とした構造やレイアウトを検
討・視野に入れることも重要である。 
 現場で簡易的に使用できる発電の仕組みについては、メーカーならびに事業者の連携に
よる技術開発による今後の進展が期待される。 
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33    木木炭炭ののパパウウダダーー化化にによよるる新新たたなな活活用用にに向向けけたた取取組組みみ  

 
3-1.商品企画・開発の背景 
 概要記載のとおり、燃料用の国産木炭は、生産量や市場シェアの減少が続いており、産業
を維持するための取組みが喫緊の課題となっている。弊社ではこのような背景を踏まえ、現
在主力とする燃料用途に依存せず、木炭の新たな活用方法を検討しながら新規市場の開拓
や付加価値の創出を推進していくこととした。 
 これまで国産木炭は、調理用に限らず、囲炉裏や火鉢などのような風情があり心地よい暖
かさを提供する活用、インテリアなど心和ませるための活用、また水のろ過や調湿といった
機能性の活用など多様な方法で古くから使われてきた。これら木炭の持つ特徴が現在にお
いても様々な場面において付加価値として活用されている。 
弊社ではこれまで、燃料用としての木炭を主軸に展開し、飲食店や製造業などで使用する

木炭を提供してきた。その中で、高品質な国産木炭の使用を付加価値とする利用先から、燃
料用途以外の活用として炭を微粉末化することで黒色の商品や機能性をもつ商品の開発に
活用したいという要望が多数寄せられていた。そこで本事業では、弊社木炭を粉砕・パウダ
ー化し、燃料用途以外の用途として飲食業や製造業等での活用による高付加価値化の可能
性を検証することとした。 
 
3-2.市場状況と本事業の目的 
現在国内市場に目を向けると、主に西日本産の竹炭や備長炭を含む白炭を原料とするパ

ウダー製品が流通している。一方で、東日本、特に東北地域原産のものや黒炭を原料とする
パウダー製品はほぼ確認することができず、市場において未開拓の分野となっている。 

 
※製造元と商品名・価格については、プライバシーの観点から伏せさせていただきます。 

 
このことから、東北地域原産の黒炭を使用したパウダー製品は、原産地および炭の種類の

両面で明確な差別化が可能であり、新たな市場創出の余地が大きいと考えられる。 
また、東北産木材を活用した黒炭の高付加価値化は、地域資源の有効活用に繋がり、林業・

製炭産業を他の産業と結び付け、当産業の持続可能性の向上にも寄与する取組みである。 
  本事業では、これまで燃料用途に限定されてきた東北産黒炭をパウダー（名称以下：黒炭

原原産産地地  宮崎県 栃木県 兵庫県 宮崎県 神奈川県 

炭炭のの種種類類  備長炭 麻炭 白炭 竹炭 竹炭 

＜主に国内で流通しているパウダーの原料産地と炭の種類＞ 
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パウダー）化することで、これまで未開拓であった非燃料用途の市場開拓と展開の可能性を
検証し、国産木炭の新たな需要創出と付加価値化を目指す。 
 
3-3 商品化（開発）までの課題 
本事業において黒炭パウダーを開発するにあたり、以下のとおり 2つの課題が存在する。 
 
1) 規格・品質等の条件検討 

原料とする黒炭においても、用途に応じた規格や品質条件の設定が必要である。 
今回特に食品用途での利用を想定する際、上記 1)同様にノウハウのある連携先構築 
が必要である。加えて、粉砕工程における歩留まりや安定供給の観点からも、製造 
条件の検証が求められる。 

2) 微粉砕・加工工程での連携構築 
現在、弊社では木炭の製造工程までを担っており、黒炭パウダーに至る微粉砕・加
工工程については自社の既存設備で補完することが困難である。したがって、微粉
砕や二次加工のノウハウを持つ加工業者との連携体制の構築が不可欠となる。 

 
3-4.実証内容 
 上記の内容も踏まえて、本事業では飲食用途や製造業での利用を想定し、微粉砕・加工業
社との連携体制を構築し、商品開発とサンプル品の製造を実施することができた。製品化ま
での工程は以下の通りである。 

＜製造工程＞ 
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また上記 3-3.の課題２点については以下の内容で対応を行った。 
 
1) 規格・品質等の条件検討 

今回、特に食品用途での利用を想定し、地域保健所への本製品に関する対応につい
て相談を行っている。また、黒炭パウダーに使用する自社黒炭に関しては、弊社炭
窯での通常規格と合わせて以下の原料選定基準を設定した。  

 
コンタミネーショ
ン対策 

使用する原料は広葉樹（ナラ）のみとし、木材加工や炭窯の
炭化において針葉樹や他材等が混入しない形で製造実施 

規格検討 1 出来上がった黒炭のうち、炭化が安定しない炭窯上部のもの
は使用しない 

規格検討 2 上記の規格検討 1に加えて、使用予定の黒炭から炭化の未熟
な下端部や樹皮部分を取り除く 

品質確認（検査） 使用する黒炭の菌検査等を実施し、問題ない場合に連携先で
微粉末粉砕を実施 

 
 

なお、使用した黒炭に関しては検査機関での菌類や重金属等の検査を実施し、問題が
ないことを確認している。 
 

2) 粉砕ならびに加工工程の連携 
上記 1)の通り規格・品質対策を実施した上で、微粉末状への粉砕ならびに加工作業に
ついては、それぞれ連携先に協力を得て商品企画と製造試験を行った。パウダー状に
する微粉砕は、食品向けの微粉末粉砕にも対応する製造工場に試験粉砕を依頼した。
今回初めての粉砕であるため 2 回に分けて粉砕を実施し、希望する粒度での粉砕が可
能かを確認した。結果としては微粉末として利用可能な 10 ミクロンアンダーでの粉砕
を行うことができた。 
また袋詰めなどの加工作業と商品開発については、当地域で粉炭関連の加工に必要な
添加物製造許可を取得している企業と連携し、実際に粉砕を行ったパウダー状の炭の
取り扱いについて加工と商品開発の検証を実施した。 
 

上記課題の検討・対応を経て試験製造を実施し、パッケージ選定・デザインと合わせてサン
プル品を製造することができた。なお、サンプル品は一般利用と業務利用を想定し、100gと
500gの 2種類を製造した。 

＜規格・品質等の条件検討＞ 
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3-5.黒炭パウダーの普及活動 
 上記にて完成した黒炭パウダーのサンプル品について、全国の弊社取引先向けと、岩手県
内での情報発信を中心に普及活動を実施した。特に弊社と取引のある飲食店や流通業者を
中心に、実際にサンプルをお渡しし、使ってみた感想や意見の収集を実施した。なお、本事
業期間内では以下の方法により普及活動を実施した。 
 
① 対象先訪問による紹介活動 
② 資料・サンプル提供（郵送等） 
③ イベント参加による紹介活動  

 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
主には①の訪問活動をメインに黒炭パウダーの紹介を実施し、興味を持っていただいた先
にはサンプルをお渡しして試していただく形とした。また、③のイベント参加においては、 
 岩手県・いわて６次産業化推進協議会が主催の「令和 7 年度地域資源活用価値創出 6 次産
業化交流会」（1/29 岩手県盛岡市にて開催）に出展し、参加した県内企業や行政の担当者と
情報交換を実施した。なおこのイベントでは、久慈市内の飲食店に協力して頂き、黒炭パウ
ダー入りのプリンを試食品として提供した。 

＜開発・デザインしたラインナップ（左から 100g、500g）とパウダー＞ 
 

＜左：①対象先（飲食店）訪問による紹介 右：③イベント参加による紹介＞ 
  

7 年度地域資源活用価値創出 6 次産
に出展し、参加した県内企業や行政の担当者と
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上記①〜③の方法による本事業期間内での紹介実績は以下の通りである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-6.サンプル利用先からの評価 
上記の紹介実績から実際にサンプルを配布して使用した先において、一部のユーザーか

らサンプル使用後に直接ヒアリング、またはアンケートへの記載依頼により評価を取得し
た。なお、アンケートについては率直な意見を回答として頂けるよう、WEB 上にて無記名
方式にて実施している。※アンケート結果については別紙１を参照。 
頂いた評価に関して、以下の通り項目毎に内容をまとめた。 
 
（1）対象業種および利用方法・用途 
回答者の業種は、飲食店および食品関係の製造業が中心である。 
主な利用方法としては、飲食店は店舗メニュー（カレー、オムライス等）やドリンク類、
デザート関連、製造業では主に菓子類・デザート類に利用するケースが見られた。 
また流通販売業では、業務利用のほかに一般向けの飲み物や料理への利用を期待する声

対象業種 エリア 紹介実績 件数 
飲食店 全国 17 
流通業 全国 7 
製造業（食品） 岩手県内 11 
製造業（非食品） 岩手県内 1 
その他 岩手県内 8 

合計 44 

＜6次産業化交流会 ※チラシ抜粋＞     ＜イベント参加時の試食の様子＞ 
 

＜紹介実績一覧＞ 
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もあった。利用用途に関しては回答者がほぼ食品関係のため黒色への着色用途である。 
 

（2）使用動機 
使用しようと思った動機としては、「黒色による視覚的インパクトのある新商品開発」「他

商品との差別化」「炭を活用した PR・ブランディング」などが多く挙げられ、見た目による
付加価値創出への期待が高いことが確認された。また、一部の岩手県内の製造業からは、県
産品であることの優位性や付加価値化につながるという声もうかがえた。特に、これまで他
地域の炭のパウダーやイカ墨などを使用していたユーザーでは、県産品であれば是非使い
たいということでサンプルをもとに検討希望の案件が出てきている。 
（3）評価された点  
黒炭パウダーを使用してみて良かった点としては、「少量でもしっかりと黒色が出る」「見

た目のインパクトが強く、商品として目を引く」「色合いで差別化につながる」「無味無臭で
良い」などの意見が多く、黒色の演出による着色用途での有効性が確認された。中には、「他
のパウダー炭と比べてジャリジャリ感が少ない」、「イカ墨のような臭いやクセも無く扱い
やすそう」という黒色着色用の競合商品と比較しての回答もあった。 
（4）課題点 
課題として最も多かったのが、取扱いの難しさに関する内容である。「取扱い時に手や衣

類、器具に色が付きやすい」「使用する容器や製造道具の洗浄やメンテナンスが大変」など
使用時の取扱いの難しさに関する意見や、「使用量の調整がやや難しい」「製造したものの表
面が少し固くなる」「水に溶けにくい（水溶性ではない点）」といった、使用・製造工程での
調整が必要といった意見が挙げられた。これらの情報から、今後様々な事例を作りつつ、使
用量や使用方法の工夫などについて情報共有していくこと重要であることが示唆された。 
（5）扱いやすさおよび継続利用意向 
アンケートでは扱いやすさと今後の継続利用意向についても情報収集した。「扱いやす

い」「どちらともいえない」とする回答が同等数の回答であったが、正式販売後の利用意向
については、「使用したい」「価格次第で使用したい」との回答が多く、価格設定も導入可否
に影響することが明らかとなった。その上で希望価格帯としては、「100g あたり 200 円〜
1,000 円程度」の回答が多く寄せられており、希望金額には幅が出ている。その点では、パ
ウダー形状では市場で固定化された価格感が薄く、燃料用と比較した場合に付加価値化に
より価格調整がしやすいとも考えられる。そのため、付加価値化のための PR を行いつつ、
導入目的や活用方法に応じた価格帯の検討を行っていく。 
（6）その他の意見 
 飲食用途以外の分野として、美容用途との親和性が高いのではという意見も複数寄せら
れた。具体的には、今後の展開として美容分野におけるモニター導入や試験的な活用を実施
してはどうかといった提案があった。しかしながら、本事業期間内では美容業界や美容関連
製品の製造業向けに提案ができていないため、今後の提案先として検討していきたい。 
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（2）使用動機 
使用しようと思った動機としては、「黒色による視覚的インパクトのある新商品開発」「他

商品との差別化」「炭を活用した PR・ブランディング」などが多く挙げられ、見た目による
付加価値創出への期待が高いことが確認された。また、一部の岩手県内の製造業からは、県
産品であることの優位性や付加価値化につながるという声もうかがえた。特に、これまで他
地域の炭のパウダーやイカ墨などを使用していたユーザーでは、県産品であれば是非使い
たいということでサンプルをもとに検討希望の案件が出てきている。 
（3）評価された点  
黒炭パウダーを使用してみて良かった点としては、「少量でもしっかりと黒色が出る」「見

た目のインパクトが強く、商品として目を引く」「色合いで差別化につながる」「無味無臭で
良い」などの意見が多く、黒色の演出による着色用途での有効性が確認された。中には、「他
のパウダー炭と比べてジャリジャリ感が少ない」、「イカ墨のような臭いやクセも無く扱い
やすそう」という黒色着色用の競合商品と比較しての回答もあった。 
（4）課題点 
課題として最も多かったのが、取扱いの難しさに関する内容である。「取扱い時に手や衣

類、器具に色が付きやすい」「使用する容器や製造道具の洗浄やメンテナンスが大変」など
使用時の取扱いの難しさに関する意見や、「使用量の調整がやや難しい」「製造したものの表
面が少し固くなる」「水に溶けにくい（水溶性ではない点）」といった、使用・製造工程での
調整が必要といった意見が挙げられた。これらの情報から、今後様々な事例を作りつつ、使
用量や使用方法の工夫などについて情報共有していくこと重要であることが示唆された。 
（5）扱いやすさおよび継続利用意向 
アンケートでは扱いやすさと今後の継続利用意向についても情報収集した。「扱いやす

い」「どちらともいえない」とする回答が同等数の回答であったが、正式販売後の利用意向
については、「使用したい」「価格次第で使用したい」との回答が多く、価格設定も導入可否
に影響することが明らかとなった。その上で希望価格帯としては、「100g あたり 200 円〜
1,000 円程度」の回答が多く寄せられており、希望金額には幅が出ている。その点では、パ
ウダー形状では市場で固定化された価格感が薄く、燃料用と比較した場合に付加価値化に
より価格調整がしやすいとも考えられる。そのため、付加価値化のための PR を行いつつ、
導入目的や活用方法に応じた価格帯の検討を行っていく。 
（6）その他の意見 
 飲食用途以外の分野として、美容用途との親和性が高いのではという意見も複数寄せら
れた。具体的には、今後の展開として美容分野におけるモニター導入や試験的な活用を実施
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また飲食店向けの意見としては、商品の訴求力向上や来店客への理解促進につなげるた
め、黒炭パウダーを使用したメニューに関連した簡易的な販促資材（POP、説明カード等）
を導入してはどうかとの提案も得られた。今後の活動として検討していきたい。 
 
3-7.使用事例 
本事業の PRにあたり、実際に店舗での使用事例として以下の飲食店よりメニュー試作の協
力を得た。 

 
 
・オムライス ・カレーライス      ・シフォンケーキ ・クッキー ・プリン 
・ドリンク（サワー）          ・アフォガード 

※これらの事例は PR用として、後述する弊社 HP ならびにチラシ制作時にも活用した 
 
  また、サンプル提供先である岩手県二
戸市の飲食店「カフェレストランよしの」
では、具体的に店舗メニューに使用した
いという要望があった。黒炭パウダーの
発売前という状況であったが、黒炭パウ
ダーを使用した限定メニューを開始し
た。インパクトある商品として店舗 PR用
のメニューになっている。 
実際にメニューに使用したパウダーと

して店頭での黒炭パウダーの販売につい
ても情報交換を進めている。 
 
 
 
 

＜Golot（盛岡市）による商品事例＞ 
 

＜喫茶時雨（久慈市）による商品事例＞ 
 

＜カフェレストランよしの（二戸市）の店頭メニュー画像＞ 
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3-8.商品展開対応 
 今後の商品展開に向けて、黒炭パウダーの特徴や活用事例を紹介するチラシや弊社 H P
にて特設ページの開設を行った。実証事業で得られたアンケート結果で確認された一定の
需要及び整理された課題を踏まえつつ、今後正式なプレスリリースを実施し、本段階的に販
売活動を行っていく予定である。 
 
特設ページ：https://www.yachiringyo.com/kurosumi-charcoal-powder 
 
 
 

     
 
 
 
本事業の普及活動が大型連休（年末年始）を含む繁忙期であったことから、店舗系の事業者
ではサンプルの利用が難しい状況なども見受けられた。 
 
3-9.木炭のパウダー化による新たな活用 まとめ 
本事業で、微粉砕ならびに加工・商品化に関するノウハウをもつ事業者や飲食店などとの

連携・協力を得てパウダー商品と活用の方向性を作ることができた。 
これまで主力とする燃料用木炭の市場、例えば飲食業界向けにおいては「炭火焼きの店舗」
のように対象先が限定されていた。一方でこれをパウダー化すると、飲食業界全体を対象と

＜チラシ表面＞ 
 

＜チラシ裏面＞ 
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することができ、他の業界を含めて市場規模をより大きく広げることが可能になる。また、
地域や国産素材の利用を希望する先や、黒色にこだわりのある先などへコンセプト提案を
行うことなどで、提案方法により新たな付加価値を生み出すこともできるようになると考
えられる。 
 
 

４４    ままととめめ  

 
 「炭窯における排熱再利用の検証」においては、先端技術を活用し環境に配慮した熱エネ
ルギーの再利用の視点を組み合わせることで、伝統型製炭において新たなアプローチをす
ることができた。実際には炭窯から放出される熱エネルギーを再利用することができ、特に
製炭時に利用する電気製品や、現場確認のカメラ等への活用、またポータブル電源等と組み
合わせることで電気配線のない製炭現場や災害・緊急時の電源としての活用なども有効に
なってくることが確認できた。今後の課題としては、特注品ではなくコストを抑え汎用品に
て現場で使える形にするために研究・商品開発が待たれるところである。なお、本事業期間
内において、これらの検証結果を地域生産者へ共有する機会を得ることができなかった。今
後地域団体での講演等で共有機会を構築していきたい。 
次に「新規用途での活用方法と付加価値化検討」では、東北地域原産の黒炭を用いて微

粉砕しパウダー製品に加工することができた。製造したパウダーは飲食店や製造業を中心
に紹介し、黒色着色用途として店舗メニューや菓子など食品での活用で新たな広がりを作
ることができた。本事業における黒炭パウダーでは、薬機法上からも炭の機能性・効果を
謳うことはできていないが、一方で新たに連携先を構築し、その商品で利用や効果検証を
しっかり検証できれば、機能性や効果を謳った商品として展開することも可能になる可能
性がある。今後パウダーを活用して連携先を拡大し、様々なパターンでの活用事例を構築
することで、更なる業務利用や日常生活における木炭の活用例を増やし、国産木炭の付加
価値創出につなげていきたい。 
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（別紙 1）サンプル利用先からのアンケート結果 

設問 1. 

 

設問 2. 

 

設問 3. 
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設問 2. 

 

設問 3. 
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設問 4. 

 

設問 5. 

 

設問 6. 
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設問 7. 

 

設問 8. 

 

設問 9. 

 

 

－242－



28 
 

設問 7. 

 

設問 8. 

 

設問 9. 
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設問 10. 
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有限会社谷地林業は大正5年（1916年）に木炭製造業として創業し、その後素材生産や育造林、
チップ製造、そして建設事業へと事業を拡大してきました。

約100年もの間、岩手県久慈市 山形地域の産業と雇用を促進しております。
谷地林業は今後もそのルーツを守り、地域に根ざした企業を目指してまいります。

谷地林業について

Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd. ２

昭和から平成

大正から昭和

令和（現在）

伝統製炭における熱エネルギーの再利用、ならびに
木炭のパウダー化による新たな活用に向けた取組み

１Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd.

日本特用林産振興会 御中

令和7年度 需要拡大や生産性向上に向けたモデル的取組の支援事業
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本日の報告内容

Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd. ４

１. 本事業の背景と目的 （事業概念図にて）

２. 伝統製炭（炭窯）における熱エネルギーの再利用検証

3. 木炭のパウダー化による新たな活用に向けた取組み

4. まとめ・今後の展望

Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd. ３

●社名 有限会社谷地林業 （ YACHIRINGYO Co., Ltd.）

●本社 〒028-8603 岩手県久慈市山形町荷軽部第３地割18番地
TEL：0194-72-2221

●創業 大正5年（1916年） ※木炭製造・販売で創業

●法人設立 昭和55年10月1日（1980年）

●資本金 2,000万円

●代表者 代表取締役社長 谷地 譲（4代目）

●事業内容 １．木炭・木酢液関連製品の製造・販売

2．立木・素材の生産及び販売

3．造林事業・除間伐

4．木材チップの製造及び販売

5．建設事業（特定建設業）

6．その他（簡易郵便局・煙草販売等）

＜当社事業地 （ドローン写真） ＞

会社概要

2026年2月現在
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６

Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd. ５

１. 本事業の背景と目的
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伝統的製炭における熱エネルギーの再利用 概要

Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd. 8

【炭窯から放出される廃熱に着目】

〇当社製炭の特徴

・土窯12基所有、1年通して製炭

・高温で炭化し、炭化期間が長い（２週間程度） ・

→１年中、木炭を製造（常に廃熱している状況）

〇発電および再利用の可能性を検証

  ・ノウハウのある専門機関と連携した実証調査

＜当社の炭窯 （正面より） ＞

Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd. 7

２. 伝統製炭（炭窯）における熱エネルギーの再利用検証
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下見での確認 ①窯内乾燥作業 （入口で薪を燃やす工程）

Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd. 10

調査体制・実施時期

Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd. 9

調査協力：産業技術総合研究所／AIST Solutions

※移動式炭化炉における廃熱活用の研究実績があり、協力依頼

１）現場下見 ： 10/24（金)実施

担当者が弊社訪問し、製炭現場（炭窯）の下見を実施。

○炭窯の温度状況

○調査器具設置場所・方法の検討

○調査方法の検討
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Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd.

下見での確認 ③消火作業 （空気を遮断し、消火する工程）

1２

Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd.

下見での確認 ②炭化作業 （原木を炭にしていく工程）

1１
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Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd.

検証実施 （発電調査用装置を設置)

1)炭窯入口 2)煙突部

1４

炭窯の検証箇所場所と調査日

Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd.

下見の結果をもとに、データ測定場所を決定

１１/１３（木）～１４（金)調査実施

１）炭窯入口

２）煙突部 （煙道上部）

装置設置後24時間連続データ収集。

取得データをもとに、発電量および

発電効率の計算を行った。

１）炭窯入口

２）煙突部

1３
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調査結果 ①炭窯入口のデータ

Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd.

高温側平均84.5℃／低温側平均45.7℃を確認。 平均発電量は0.116W

1６

Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd.

調査に使用した装置

① ： 発電モジュール。黒部分は放熱するためのフィン。

②・③・⑤ ： 温度、電圧データーを集めるデータロガー。
PC等へのデーター転送機能あり。

④ ： 1と同様の発電素子が入っているが異なる構造の放熱フィン。

⑥ ： 受熱部分。金属棒で受けた熱を④の発電部分に電動させるもの。

１５
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調査結果

Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd.

取得データをもとに、炭窯入口のブロック全面（８個相当）にモジュール設置した環境を想定。

その結果、26.8W程度の発電が見込まれることが試算できた。

モジュール設置イメージ

18

調査結果 ②煙突部（煙道上部）のデータ

Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd.

簡易測定であるが、炭窯入口より高温を確認。 発電が可能だが、タール等のメンテナンスも必要。

1７
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Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd.

更なる発電効率の改善案

更に発電量を増やす案として、以下の方法が考えられる。

〇モジュールの仕様変更（冷却強化）

空冷方式（今回） → 冷却性能の高い水冷機能等の装置への変更

熱伝達率を高めることで発電量の向上が見込める

〇炭窯入口に使用するブロックの薄肉化

例）厚さ15cm→10cm ： 発電量が1.8倍になる可能性有り

〇炭窯構築時に発電装置を組み込む

発電可能な装置を組み込むことで、高効率の発電ができる可能性

ただし、木炭の品質・収量に影響がないかどうか

検証する必要がある

20

弊社地域から検証

Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd.

気象庁から久慈市の気温データを使用し、季節変動を加味した年間発電量を計算。

＜当社炭窯の場合＞

◎年間233kWh相当の

発電が可能と算出。

◎季節間の変動もそれほど

大きくない

◎現場での小規模電力を

賄う実用性を確認。

19

－253－



Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd.

調査体制・実施時期

【使用する部品部材費のみ】で計算した場合

簡易的に1W程度発電するモジュールを作成した場合 ： 約1,000円程度

1日で1kWhの発電を想定する場合、上記が約40個必要、コストは約５万円程度の計算

（1W×40個×24時間＝0.96kWh）

炭窯で発電する場合の課題

炭窯で使用できる汎用品が現在のところ確認できない。

屋外の環境下（高温・低温時）、また煙突口で使用する場合には煙などの汚れに対応できるもの、

また汎用性が高い発電モジュールの開発と販売が待たれる。

22

Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd.

発電装置導入コスト

温度センサー付きのモジュールを試作した場合、現状で約10万円程度のコストがかかると想定

21
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発電後の具体的な利用方法

例２：炭窯周辺で使用見込みのある電気機器

24

Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd.

発電後の具体的な利用方法

例１：ポータブル電源（1kWh)での一般用途

23
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３. 木炭のパウダー化による新たな活用に向けた取組み

26

Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd.

発電後の具体的な利用方法

例３：現場のLED照明で使用した場合

25
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市場環境と差別化
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産地 宮崎県 栃木県 兵庫県 宮崎県 高知県

炭の種類 備長炭 麻炭 白炭 竹炭 竹炭

国内既存製品 ： 主に西日本産 竹炭や白炭（備長炭）のパウダーが流通。

未開拓の分野 ： 東日本エリア、東北地域原産 黒炭のパウダー製品

→ 原産地と炭の種類による明確な差別化が可能。市場創出の余地有り

28

【新用途で市場開拓・付加価値創出】

〇燃料用途以外の可能性の検討

・炭には機能性がある（ろ過、調湿など）

・燃料用途外でも使われ付加価値化されてきた

〇粉末（パウダー）化による用途拡張

  ・顧客より、黒色着色や機能性の商品を希望する声

・新たな市場へのアプローチや付加価値に貢献

木炭のパウダー化 概要

Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd. 27
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製造規格・連携検討
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２）連携先構築

・品質検査 ： 使用する黒炭を検査機関にて確認

・粉砕作業 ： 食品向けの微粉砕対応が可能な先にて試験粉砕を実施

・商品企画＆加工作業 ： 商品企画、炭加工作業のノウハウ所有する先と連携

菌類・重金属等の食品検査、成分分析を実施済み

30

Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd.

パウダー製品を作るにあたり、２つの課題が存在

１）規格・品質検討

パウダー用の規格設定として、通常の製炭工程に以下を追加

コンタミネーション対策
使用する原料は広葉樹（ナラ）のみとする
※木材加工や炭化で針葉樹や他材等が混入しない工程

規格検討1 炭化が安定しない炭窯上部のものは使用しない

規格検討2 炭化の未熟な下端部や樹皮部分を取り除いて粗粉砕する

品質確認（検査） 使用する黒炭の菌検査等を実施の上、連携先工場で微粉末に粉砕

製造規格・連携検討

29
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サンプル製造による実証内容
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【試験製造で分かったこと】

・生産割合 ： １窯当たりの木炭全量と比較し、パウダー製品化は1/5程度 ※

※今回の試験製造の結果から。ただし、粉砕前に取り除いた部位は他用途へ転用

・粉砕粒度 ： 微粉末として使用可能な10ミクロンアンダーで問題なく粉砕できた。

               用途により平均5ミクロンなど、さらに細かくできる見込み有り （今回は未実施）

・袋詰加工 ： 黒色の微粉末が煙のように舞うため、封入作業や容器検討に苦戦。

32

製造工程 （赤色は連携先）

Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd. 3１
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撮影した協力先の画像を活用しつつ、デザイン構築。

＜ 商品パッケージ （100g・５００ｇ) ＞

＜ チラシデザイン ＞ ＜ HPデザイン ＞

各種デザイン （商品、チラシ、HP）

3４Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd.

PR活動に向けた実店舗での試作協力

＜ レストランでの事例 （Golot 盛岡市） ＞

・オムライス ・カレーライス ・ドリンク （サワー）

＜ 喫茶店での事例 （時雨 久慈市）＞

・シフォンケーキ  ・クッキー  ・プリン  ・アフォガード

活用事例として、県内店舗からパウダーを使用したメニュー試作のご協力を頂いた。

3３Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd.
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紹介先からの評価 （飲食店・製造業 サンプル利用先）
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【使用動機】

・黒色による視覚的インパクトのある新商品開発

・他商品との差別化

・炭を活用したPR・ブランディング

 ・県産品を探していた （岩手県内事業者中心）

【評価された点】

・少量でもしっかりと黒色が出る

・見た目のインパクトが強く、商品として目を引く

・色合いで差別化につながる

 ・無味無臭で良い

・他の黒色素材と比べて扱いやすい

黒色の見た目による
付加価値創出の期待が高い 

36

PR活動の実施

１）取引先、小売業への紹介

→ 飲食店、製造業、木炭関連での流通業（小売）へ紹介とサンプル提供 （11月～1月）

２）イベントでの意見交換 （岩手県 6次産業化交流会 1/29）

→ 新商品紹介と、実際に試食しての意見交換会を実施

対象業種 エリア
紹介実績
件数

飲食店 全国 17

流通業 全国 7

製造業（食品） 岩手県内 11

製造業（非食品） 岩手県内 1

その他 岩手県内 8

合計 44

3５Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd.
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イベント参加者からの評価 （県内の新商品発表交流会）
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◎味がなく邪魔をしない

◎健康志向

◎商品開発・コラボに使える

◎インパクトがある

◎色々な商品に合わせられる

◎美容にもよさそう

◎コスパも良い

パウダー形状のため
利用範囲が広い点で評価

38

紹介先からの課題 （飲食店・製造業 サンプル利用先）
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【課題点】

・取扱い時に手や衣類、器具に色が付きやすい

・容器や製造道具の洗浄、メンテナンスが大変

・使用量の調整が難しい

 ・製造したもの品質が変わる

・水に溶けにくい（水溶性ではない点）

・使用事例の要望

取り扱いの難しさに
関するものが多い

37
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【成果・展望】 熱エネルギーの再利用検証
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【成果】

・先端技術を活用し環境に配慮した新たなアプローチができた

・炭窯での発電が可能であることを確認

・電気配線のない製炭現場や災害・緊急時の電源として活用も有効

【今後の展望】

・現場で使える装置の研究・商品開発

・実際に発電して利用する実証検証が必要

・今後地域団体などで本事業の共有を行っていく

40
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４.まとめ・今後の展望

39
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参考） 飲食店・製造業アンケート

Copyright（C）YACHIRINGYO Co., Ltd. 42
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【成果】

・パウダー化による試作品の商品開発実施

・実際の店舗でのサンプル活用

・情報交換やアンケートで評価点や課題点を確認できた

【今後の展望】

・新規市場開拓に向けた連携拡大

・商品の訴求力向上や、来店客への理解促進につなげるための活動

・炭の機能性を活用できるコラボ商品の検討・開発

・産業振興、森林循環と組み合わせたPR活動の展開

【成果・展望】木炭のパウダー化による新たな活用

41
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参考） 飲食店・製造業アンケート

44
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参考） 飲食店・製造業アンケート

43
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みんなと築く これからの１００年。
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